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はじめに 

 

令和４年中の救急自動車による救急出動件数は約 723万件、救急搬送人員は約 622万

人となり、統計開始以来、過去最多となった。また、現場到着所要時間や病院収容所要

時間は対前年比で延伸しており、個々の救急活動における負担は増大している現状がう

かがえる。今後も、高齢化の進展等による救急需要の増加や、国民の救急業務に求める

ニーズの多様化等により、救急隊の担う役割はより一層大きくなると考えられる。 

このような中、いかにして救急業務を安定的かつ持続的に提供し、救命率の向上を図

るかが近年の救急業務に係る主要な課題となっている。こうした課題に対応するため、

「令和５年度の救急業務のあり方に関する検討会」では、①「マイナンバーカードを活

用した救急業務の全国展開に係る検討」、②「救急需要の適正化等に関する検討」の２

つのテーマについて検討を行った。①では、救急隊が口頭聴取のみならず、マイナンバ

ーカードを活用して、オンライン資格確認等システムから傷病者情報を正確かつ早期に

把握することにより、救急活動の迅速化・円滑化を図る取組について、令和４年度の実

証実験を踏まえ、救急業務にふさわしいシステムの具体的内容やその運用方針等につい

て検討を行った。また、②では、救急搬送の実態も踏まえ、これまで消防庁が進めてき

た緊急度判定体系の検討に引き続き、感染症拡大等による救急ひっ迫時に行う「119番

通報時」及び「救急現場」における緊急度判定に焦点を当てて、課題を整理し対応策に

ついて検討を行った。 

このほか、消防庁が実施した「救急業務に関するフォローアップ」の結果について報

告を受け、検討した。 

今年度も多岐にわたる検討を行い、救急業務のあり方について多くの成果をまとめる

ことができたものと自負しているが、本検討会で提示された検討すべき課題については、

救急業務の更なる発展のため、今後、各地域において具体化に向けた精力的な議論が行

われることが期待される。 

本報告書が有効活用され、救急救命体制の充実・強化の一助となり、我が国の救命率

の一層の向上につながることを期待している。 

 

令和６年３月 

令和５年度救急業務のあり方に関する検討会 

座長 有賀 徹 
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目的・検討事項・概要

令和４年中の救急自動車による救急出動件数は 722万 9,572件（前年比 103万 5,991

件増、16.7％増）、救急搬送人員は 621万 7,283人（前年比 72万 5,539人増、13.2％

増）となり、前年と比較して増加した。また、病院収容所要時間（119番通報を受け

てから医師に引き継ぐまでに要した時間）は、全国平均で 47.2分（前年比 4.4分増）

となり、10年前と比べ、8.5分延伸している。

高齢化の進展等による救急需要の増加や、国民の救急業務に求めるニーズの多様化

等への対応を踏まえ、救急業務のあり方について、必要な研究・検討を行い、救急業

務を取り巻く諸課題に対応することを目的として、「救急業務のあり方に関する検討

会」（座長：有賀 徹 独立行政法人 労働者健康安全機構理事長）を設置し、計３回開

催した。

令和５年度救急業務のあり方に関する検討会 検討事項
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本検討会࡛は、௨ୗの㡯┠に࡚࠸ࡘ検討ཬࡾྲྀࡧまとめ࠸⾜ࢆ、また消防庁におけ

るྲྀ⤌に࡚࠸ࡘሗ࿌ཷࢆけたࠋ

た救急ᴗ務の国ᒎ開に係る検討ࡋά用ࢆࢻー࢝ナンバー࣐

・⫼ᬒ・┠ⓗ

・年度の検討

るື向ࡍた救急ᴗ務に㛵ࡋά用ࢆࢻー࢝ナンバー࣐・

構⠏に向けた要௳の整理࣒ࢸࢫࢩ・

・事ᴗຠ果等の検ド

・ᚋの方向ᛶ

・まとめ

救急需要の㐺正等に㛵ࡍる検討

  ・⫼ᬒ・┠ⓗ

・緊急度判定య系の基本知㆑

・令和５年度の検討方針

・コロナ禍における救急ᦙ㏦の実ཬࡧ課題

・救急㝲運用の事例紹介

・ᚋࡽࡉに議ㄽࡀᚲ要な課題

・まとめ

救急ᴗ務に㛵ࡍる࢛ࣇローࢵプ（実施ሗ࿌）

  ձ救急㝲ဨの⫋務⎔ቃに㛵ࡍる調査・検討

  ・⫼ᬒ・┠ⓗ等

  ・調査・検討の結果

  ・まとめ（ᚋの方向ᛶ）

  ղ救急ᴗ務⯡に係る࢛ࣇローࢵプ

  ・⫼ᬒ・┠ⓗ

調査結果ࢺーࢣン・  

  ・ಶูゼၥ

  ・まとめ

救急㝲におけるほᐹ・ฎ⨨

  12ㄏᑟᚰ㟁ᅗの 定プロࢺコルに係るᢏ⾡ⓗᥦ

  ・⫼ᬒ・┠ⓗ

・検討事㡯
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なお、ୖグのྛ㡯┠に係る検討ෆᐜࢆ㋃ま࠼、国の都㐨ᗓ県消防防災主管部局、

都㐨ᗓ県⾨生主管部局、消防本部、都㐨ᗓ県࣓࢝ࢹルコンࢺロール༠議会（௨ୗࠕ都

㐨ᗓ県 MC༠議会 とࠖࠋ࠺࠸）ཬࡧ地域࣓࢝ࢹルコンࢺロール༠議会（௨ୗࠕ地域 MC

༠議会ࠖとࠋ࠺࠸）に対ࡋンࢣーࢺにࡼる実態調査ࢆ⾜ったࠋ

対㇟ูࠕ救急救命యไの整ഛ・実に㛵ࡍる調査ࠖ調査㡯┠

┠㡯ࢺーࢣン
都㐨ᗓ県

消防防災主管部局

都㐨ᗓ県

⾨生主管部局
消防本部

救急Ᏻᚰセンター事ᴗ（7119ݡ）のᬑཬಁ進 ○ ○ ○

യ病⪅のᦙ㏦ཬࡧയ病⪅のཷධࢀの実施に

㛵ࡍる基‽
○ ○ 㸫

㌿院ᦙ㏦ࣛࢻ࢞ン ○ ○ 㸫

ICT㛵㐃 ○ 㸫 ○

እ国人対ᛂ㛵㐃 ○ 㸫 ○

ロールయไの構⠏ࢺルコン࢝ࢹ࣓ ○ ○ 㸫

⾨生主管部局との㐃ᦠ ○ 㸫 㸫

消防防災主管部局との㐃ᦠ 㸫 ○ 㸫

救急ワーࢸࢫࢡーࣙࢩン 㸫 㸫 ○

ཱྀ㢌ᣦᑟ・ཱྀ㢌ᣦᑟの事ᚋ検ド 㸫 㸫 ○

AED㛵係 㸫 㸫 ○

ᛂ急ᡭ当のᬑཬၨ発 㸫 㸫 ○

緊急度判定య系のᬑཬのためのྲྀ⤌ 㸫 㸫 ○

⬻༞中・ᚠ⎔ჾᝈに対ࡍる対ᛂ 㸫 㸫 ○

救急㈨ჾᮦ 㸫 㸫 ○

感染症 㸫 ○ ○

対㇟ู࢝ࢹ࣓ࠕルコンࢺロールయไ等の実態に㛵ࡍる調査ࠖ調査㡯┠

┠㡯ࢺーࢣン
都㐨ᗓ県

MC༠議会

地域

MC༠議会
消防本部

ロール㛵係ࢺルコン࢝ࢹ࣓ ○ ○ 㸫

事ᚋ検ド ○ ○ 㸫

ホ౯ᣦᶆࢆ用࠸た PDCAのྲྀ⤌ ○ ○ 㸫

ᣦᑟ救命ኈ ○ ○ ○

救急救命ኈの教⫱ ○ ○ ○

㏻ಙᣦ令ဨ等への救急に係る教⫱・研ಟ 㸫 ○ ○

യ病⪅のពᛮにἢった救急⌧ሙにおけるᚰ

⫵⸽生の実施
○ ○ ○
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⌧状の救急άືにおけるയ病⪅のሗ⫈ྲྀは、主にཱྀ㢌に࡚⾜࠸࡚ࢀࢃるࡀ、

医療機㛵㑅定にᚲ要な᪤ Ṕやཷデࡋた医療機㛵ྡなのሗࢆ、症状にⱞࡴࡋ

യ病⪅本人ࡊࡏྲྀ⫈ࡽるࢆᚓなࡇ࠸とࡶከࠋ࠸また、യ病⪅本人ࡀ᪤ Ṕやཷ

デࡋた医療機㛵ྡ等ࢆኻᛕ࠸࡚ࡋるࡇとや、ᐙ᪘等の㛵係⪅ࡀയ病⪅のሗࢆᢕ

ᥱ࠸࡚ࡋなࡇ࠸とࡾ࠶ࡶ、救急㝲ࡀയ病⪅の医療ሗ等ࢆ正☜ࡘ᪩期にᢕᥱࡍ

るに࠶たࡾ、課題となっ࡚࠸るࠋ

一方࡛、令和３年 10 月࣐ࡾࡼナンバー࢝ーࢆࢻ健ᗣ保㝤ドと࡚ࡋ用ࡍる

令和５年４月、ࢀࡉ開ጞࡀン㈨᱁☜ㄆࠖの本᱁運用オンࣛࠕるࡍと⬟ྍࢆとࡇ

ン㈨は、オン࡚ࣛ࠸国の医療機㛵等にお、るなࢀࡉ務⩏ࡀ原๎ᑟධࡾࡼ

᱁☜ㄆ等ࢆ࣒ࢸࢫࢩά用࡚ࡋ、ࣞ セプࢺሗに基࡙ࡃᝈ⪅の医療ሗ等ࢆ医師等

ࠋる࠸࡚ࢀࡉ構⠏ࡀࡳ⤌るࡁ㜀ぴ࡛ࡀ

ナンバー࣐യ病⪅のࡀ救急㝲、ࡶ࡚࠸救急⌧ሙにお、࠼㋃まࢆた状況ࡋ࠺ࡇ

☜正ࢆയ病⪅の医療ሗ等ࡽ࣒ࢸࢫࢩン㈨᱁☜ㄆ等オンࣛ、ࡋά用ࢆࢻー࢝

ࡇるࢀࡽ࠼⪄るとࡍと࡛、救急ᴗ務の㎿㏿やに㈨ࡇるࡍ᪩期にᢕᥱࡘ

とࡽ、令和４年度にお࡚࠸は、消防本部等の༠ຊࢆᚓ࡚実ド実㦂ࡑ、࠸⾜ࢆの

結果ࡽᚓࢀࡽるຠ果等に࡚࠸ࡘ検ドࡋ、ᑗ᮶ⓗな本᱁運用ࢆぢᤣ࡚࠼課題等ࢆ

整理ࡁ࡚ࡋたと࠶࡛ࢁࡇるࠋ

ࢫࢩた救急ᴗ務のࡋά用ࢆࢻー࢝ナンバー࣐、令和５年度は、ࡽとࡇのࡇ

救急⌧ሙ࡛ຠ果ⓗにࡀ救急㝲、࠸⾜ࢆ構⠏に係る課題等のゎỴに向けた検討࣒ࢸ

ά用ࡍるࡇとࡁ࡛ࡀる࣒ࢸࢫࢩ、࠺ࡼのලయⓗな要௳や運用方針等に࡚࠸ࡘ整理

ࠋたࡋととࡇるࡍ

高㱋等にక࠺救急需要はቑ大の一㏵ࢆ㎺る中、医療機㛵のཷධయไࡶཝ࠸ࡋ

状況になࡾ、ධ院ᝈ⪅の急ᛶ期௨㝆の医療ᥦ౪等ࢆ担࠺施タへの㌿院ཬࡧ㏥院

ฟཱྀၥ題ࠕる医療のࡺࢃ࠸） ）ࠖにࡶ࡚࠸ࡘゎỴࡁࡍ課題࠶ࡀるࡇとࡀ♧၀ࡉ

ࠋるࢀ

る中、総務省消防庁࡛はᖹᡂ࠶ࡀた社会⫼ᬒࡋ࠺ࡇ 17 年度にࠕ救急需要対策

に㛵ࡍる検討会ࠖࢆ立ࡆୖࡕ、救急需要対策に࡚࠸ࡘໟᣓⓗな議ㄽࢆ開ጞࡋたࠋ

新たなどⅬに立った対策の一ࡘにᥦゝࢀࡉたࠕ緊急度判定య系ࠖは、緊急ᛶの高

構࡚ࡋⓗと┠ࢆとࡇるࡍに㐺ษな医療機㛵へᦙ㏦ࡕ┤、ࡋ実に㑅定☜ࢆ⪅യ病࠸

⠏ࡀ進ࡳ、㐺ษな社会ⓗࢧーࢫࣅ等にࡾศける機⬟ࡶ期ᚅࢀࡉるࡶの࡛࠶るࠋ

ルのࣗࢽ࣐の国ᒎ開、救急㌴用（7119ݡ）に、救急Ᏻᚰセンター事ᴗࡽࡉ

సᡂ等にࡾࡼ救急㌴の㐺時・㐺ษな用（㐺正用）ࡶ推進ࡁ࡚ࢀࡉたࠋ

感染症のὶ⾜࡛は、消防機㛵、医療機㛵、保健所ࢫル࢘新ᆺコロナ、ࡋࡋ

等の㛵係機㛵ྵࢆめ࡚ᴗ務はひっ迫ࡋ、特に、本᮶は救急௨እの社会㈨※にࡼる
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るに࠶たࡾ、課題となっ࡚࠸るࠋ

一方࡛、令和３年 10 月࣐ࡾࡼナンバー࢝ーࢆࢻ健ᗣ保㝤ドと࡚ࡋ用ࡍる

令和５年４月、ࢀࡉ開ጞࡀン㈨᱁☜ㄆࠖの本᱁運用オンࣛࠕるࡍと⬟ྍࢆとࡇ
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᱁☜ㄆ等ࢆ࣒ࢸࢫࢩά用࡚ࡋ、ࣞ セプࢺሗに基࡙ࡃᝈ⪅の医療ሗ等ࢆ医師等

ࠋる࠸࡚ࢀࡉ構⠏ࡀࡳ⤌るࡁ㜀ぴ࡛ࡀ
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ࡇるࢀࡽ࠼⪄るとࡍと࡛、救急ᴗ務の㎿㏿やに㈨ࡇるࡍ᪩期にᢕᥱࡘ
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高㱋等にక࠺救急需要はቑ大の一㏵ࢆ㎺る中、医療機㛵のཷධయไࡶཝ࠸ࡋ

状況になࡾ、ධ院ᝈ⪅の急ᛶ期௨㝆の医療ᥦ౪等ࢆ担࠺施タへの㌿院ཬࡧ㏥院

ฟཱྀၥ題ࠕる医療のࡺࢃ࠸） ）ࠖにࡶ࡚࠸ࡘゎỴࡁࡍ課題࠶ࡀるࡇとࡀ♧၀ࡉ

ࠋるࢀ

る中、総務省消防庁࡛はᖹᡂ࠶ࡀた社会⫼ᬒࡋ࠺ࡇ 17 年度にࠕ救急需要対策

に㛵ࡍる検討会ࠖࢆ立ࡆୖࡕ、救急需要対策に࡚࠸ࡘໟᣓⓗな議ㄽࢆ開ጞࡋたࠋ
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構࡚ࡋⓗと┠ࢆとࡇるࡍに㐺ษな医療機㛵へᦙ㏦ࡕ┤、ࡋ実に㑅定☜ࢆ⪅യ病࠸

⠏ࡀ進ࡳ、㐺ษな社会ⓗࢧーࢫࣅ等にࡾศける機⬟ࡶ期ᚅࢀࡉるࡶの࡛࠶るࠋ

ルのࣗࢽ࣐の国ᒎ開、救急㌴用（7119ݡ）に、救急Ᏻᚰセンター事ᴗࡽࡉ

సᡂ等にࡾࡼ救急㌴の㐺時・㐺ษな用（㐺正用）ࡶ推進ࡁ࡚ࢀࡉたࠋ

感染症のὶ⾜࡛は、消防機㛵、医療機㛵、保健所ࢫル࢘新ᆺコロナ、ࡋࡋ

等の㛵係機㛵ྵࢆめ࡚ᴗ務はひっ迫ࡋ、特に、本᮶は救急௨እの社会㈨※にࡼる

対ᛂࡀᮃま࠸ࡋ㍍症の新ᆺコロナ㝧ᛶ⪅やప緊急・㠀緊急のയ病⪅にࡼる 119␒

㏻ሗࡀ急ቑࡋたࠋప緊急・㠀緊急ま࡛☜実に㑅定ࡍるయไ、ప緊急・㠀緊急に対

とࡽ明࡚ࡋ国ⓗな実とࡀとࡇる࠶十ศ࡛ࡀ⊫る救急ᦙ㏦௨እの㑅ᢥࡍ

なるととࡶに、消防௨እの社会㈨※（㟁ヰ┦ㄯ❆ཱྀ、௦᭰⛣ືᡭẁ、㛵係機㛵と

の㐃ᦠ等）ࡶ実ࡏࡉるᚲ要ᛶࢀࡇࡀま࡛௨ୖに高まっ࡚࠸るࠋ

௨ୖのၥ題ព㆑ࢆ㋃ま࠼、救急需要の㐺正等に㛵ࡍる検討に࠶たっ࡚は、救

急需要のᢚไ策、ᦙ㏦ᡭẁཬཷࡧධ医療機㛵のయไᙉ、ࡄ⧄ࢆࡽࢀࡇ緊急度判

定にࡼるࣜࢺーࢪのయไᙉ、ࡽࡉには国Ẹ理ゎのಁ進な社会基┙の整ഛに

ࠋる࠶ࡀるᚲ要ࡍ総ྜⓗに検討、࡚࠸ࡘ

る救ࡼの感染ᣑ大にࢫル࢘は本年度、新ᆺコロナࡎま、࡚ࡋとࡾの㊊ࡑ

急ひっ迫時に⾜ࢀࢃた対ᛂに↔Ⅼࢆ当࡚࡚検討ࢆ⾜ったࠋ

①救急㝲ဨの⫋務⎔ቃに㛵ࡍる調査・検討

ᖹᡂࠕ 29年度救急ᴗ務のࡾ࠶方に㛵ࡍる検討会 にࠖお࡚࠸、救急㝲ဨの㐺正

な労務管理方策に࡚࠸ࡘ検討ࠕ、࠸⾜ࢆ救急㝲ဨの㐺正な労務管理の推進にࡘ

ᖹᡂ）ࠖ（㏻知）࡚࠸ 30 年３月 30 日け消防救第 56 ྕ消防庁救急画室長㏻

知）（௨ୗࠕᖹᡂ 30年消防庁㏻知ࠖとࢆ（ࠋ࠺࠸発ฟࡋたࠋ

救急ฟື௳数ࡀቑຍࡋ、救急ฟື１௳࠶たࡾのάື時㛫ࡀᘏఙࡍるな、救

急ᴗ務はཝ࠸ࡋ状況に⨨࠸࡚ࢀるࠋ

救急、ࡾࡼ高㱋の進ᒎ、Ẽೃኚື、感染症のὶ⾜等にࡶた中、ᚋࡋ࠺ࡇ

需要のቑ大ཬࡧከᵝࡀᠱᛕࢀࡉるため、救急ᴗ務の㉁の⥔ᣢ等のほⅬࡽ、

救急㝲ဨの⫋務⎔ቃの一ᒙの整ഛࡀ㔜要となっ࡚࠸るࠋ

⎔救急㝲ဨの⫋務、࡚ࡋプの一⎔とࢵロー࢛ࣇるࡍ救急ᴗ務に㛵、࡛ࡇࡑ

ቃに㛵ࡍる調査・検討ࢆ実施ࡍるため、ྛ都㐨ᗓ県１ࡽ消防本部ࡘࡎ（計 47

消防本部）の実務担当⪅ࢆ集めた㐃⤡会ࢆタ⨨、ࡋンࢣーࢺ調査ཬࡧ対㠃会

議にࡼるពぢ等ࢆ⾜ったࠋ

②救急ᴗ務⯡に係る࢛ࣇローࢵプ

救急ᴗ務に㛵ࡍるྲྀ⤌状況に࡚࠸ࡘは、地域にࡼっ࡚ᕪࡀ生࠸࡚ࡌたࡇと

ᖹᡂ、ࡽ 29年度ࡽ救急ᴗ務に㛵ࡍる࢛ࣇローࢵプࢆ開ጞ３、ࡋ年ࢆけ࡚

国 47都㐨ᗓ県ࢆ一ᕠࡋたࠋ

る検討会ࡍ方に㛵ࡾ࠶令和ඖ年度救急ᴗ務のࠕ、のୖ࡛ࡑ にࠖおけるᥦゝࢆ㋃

ま࠼、᭦なるࢵࢸࢫプと࡚ࡋ、ྛ地域の課題への対ᛂ策にࡋ⥆⥅࡚࠸ࡘた࣏ࢧ

ーࡀࢺᚲ要࡛ࡾ࠶、また、ྛ消防本部における課題やඛ進事例ࢆ共有ࡍるࡇと

にࡾࡼ、ㅖ課題ࢆゎỴࡍるための施策にࡘなࡀるࣄンࡀࢺᚓࢀࡽ、国ⓗな救

急ᴗ務のࡾࡼ一ᒙのࣞ࣋ルࢵプࢆᅗるࡇとࡁ࡛ࡀるとᛮࢀࢃるࡇ、࡛ࡇࡑࠋ
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のࡇとࢆ┠ⓗと࡚ࡋ、令和２年度４ࡽ年ࢆけ࡚、国 47都㐨ᗓ県の࢛ࣇロ

ーࢵプࢆ実施ࡍるࡇととࡋたࠋ

年度のಶูゼၥは、14 ᗓ県 41 消防本部࡛の実施となࢀࡒࢀࡑ、ࡾ一定の

ᡂ果ࡆ࠶ࢆるࡇとࡁ࡛ࡀたࠋ次年度௨㝆ࡶ、本事ᴗの┠ⓗࢆ㐩ᡂࡃࡍᘬࡁ⥆

ࠋࡃ࠸࡚ࡋ実施ࢆプࢵロー࢛ࣇࡁ

令和ඖ年度、日本ᚠ⎔ჾ学会ࡾࡼ、救急ᴗ務にお࡚࠸ᚰ⮚病ࡀࢀࢃるയ病⪅

に対ࡍる㌟యほᐹ、12ㄏᑟᚰ㟁ᅗࢆ 定ࡍるࡇとࡀᮃま࠸ࡋ対㇟、࣓ ルコ࢝ࢹ

ンࢺロールయไ等に࡚࠸ࡘᥦࠕ、ࢀࡉ令和ඖ年度救急ᴗ務のࡾ࠶方に㛵ࡍる検

討会ࠖにお࡚࠸検討࠸⾜ࢆ、国消防本部へ㏻知ࢆ発ฟࡋたࠋ

令和４年度、日本ᚠ⎔ჾ学会ཬࡧ日本⮫ᗋ救急医学会ࡾࡼ、救急ᴗ務にお࡚࠸

᪤に 12 ㄏᑟᚰ㟁ᅗの 定ࡁ࡛ࡀるሙྜの、ࡑの 定の対㇟やᡭ順、␃ព事㡯等

に࡚࠸ࡘ、ᚑ᮶のࡶのࡶࡾࡼ一ᒙ、ලయⓗに救急⌧ሙの実に㓄៖࡚ࡋ整理ࡋた

ࠋたࢀࡉなࡀᥦ࡚ࡋ消防庁に対、࡚ࡋのとࡶ

令和５年度は、ᢏ⾡ⓗෆᐜに࡚࠸ࡘ、国消防本部へ周知ࡍるに࠶たっ࡚の検

討ࢆ⾜ったࠋ
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᪤に 12 ㄏᑟᚰ㟁ᅗの 定ࡁ࡛ࡀるሙྜの、ࡑの 定の対㇟やᡭ順、␃ព事㡯等
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①委員名簿

（五十音順）۔印は座長

ὸ   㟹 （㔛大学医学部長）

有۔ ㈡  ᚭ （⊂立⾜政法人 労働⪅健ᗣᏳ機構理事長）

岩 田  太 （神奈川大学法学部教授）

⧊ 田  順 （大阪大学大学院医学系研究科救急医学教授）

㛛 倉  ᚭ （東京消防庁救急部長）

坂 本 哲 也（公立昭和病院院長）

ᔱ ὠ ᓅ ኈ（地方⊂立⾜政法人 大阪ᗓ立病院機構大阪急ᛶ期・総ྜ医療センター総長）

鈴 木 知 基（高知県危機管理部消防政策課課長）

田 㑓 ᬕ 山（救急救命東京研ಟ所教授）

ὠ 田 ⿱ ኈ（高ᵳ市消防本部救急課長）

土  井 研 人（東京大学大学院医学系研究科救急集中治療医学教授）

ᡞ 部    ㇏ （札幌市消防局警防部救急担当部長）

野 村 るࡀなࡘࠕ一⯡社団法人）࠸ࡕࡉ ひࡀࢁる 子ࡶの救急ࠖ௦⾲理事）

細 川 秀 一（公益社団法人 日本医師会常任理事）

㛫 ⸨  ༟ （⮬治医科大学救急医学講座教授）

山 ཱྀ ⰾ ⿱（ᮥᯘ大学医学部救急医学教授）

山 ୗ ఙ 也（大阪市消防局救急部長）

横 田 順一ᮁ（地方⊂立⾜政法人 ሜ市立病院機構理事長）

横 田 ⿱ ⾜（日本య⫱大学大学院保健医療学研究科長、ྠ教授）

（オブザーバー）

బࠎ木 Ꮥ 治（厚生労働省医政局地域医療計画課長）

回数 開催日 主な議題

第１回 令和５年㸵月３日（月） ・年度の検討の進め方

第２回 令和５年 12月１日（金） ・年度の検討状況（中㛫ሗ࿌）

第３回 令和６年２月 20日（ⅆ） ・救急ᴗ務のࡾ࠶方に㛵ࡍる検討会ሗ࿌᭩（）
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①委員名簿

（五十音順）○印はワーキンググループ長

岩 田  太 （神奈川大学法学部教授）

大 川 Ꮥ அ（長ᒸ市消防本部警防課長）

⧊ 田  順 （大阪大学大学院医学系研究科救急医学教授）

小 ᑿ 高 ྐ（国立大学法人東京ᕤᴗ大学科学ᢏ⾡ᡂ研究院教授）

金 井 彩 子（大阪市消防局救急部救急課長）

庄 司 隆 広（札幌市消防局警防部救急課長）

ᆤ 井 ᛅ ⨾（ᇸ⋢東部消防⤌ྜ消防局救急課長）

ᚨ 㔜 㞝 一（都ᇛ市消防局警防救急課長）

○㛫 ⸨  ༟ （⮬治医科大学救急医学講座教授）

山 ཱྀ 㐩 也（ຍ㈡市消防本部警防課長）

横 ᇼ ᑘ 司（日本医科大学大学院医学研究科救急医学ศ野教授）

ྜྷ 田  ๛ （ጲ㊰市消防局救急課長）

（オブザーバー）

 井 秀 紀（社会保㝤デ療ሗ㓘ᨭᡶ基金ሗᑓ㛛ᙺ）

ୖ 田 尚 ᘯ（ࢪࢹタル庁国Ẹ向けࢧーࢫࣅグループ参事ᐁ）

久保田 勝 明（総務省消防庁消防研究センター特殊災害研究室長）

小 ∾ 兼太㑻（総務省⮬治⾜政局ఫẸไ度課࣐ナンバーไ度ᨭ室長）

田 中 ᙲ 子（厚生労働省医政局参事ᐁ（特定医⸆ရ開発ᨭ・医療ሗ担当））

中 ᅬ 和 ㈗（厚生労働省保㝤局医療介ㆤ㐃ᦠ政策課保㝤ࢹータ画室長）

回数 開催日 主な議題

第１回 令和５年㸵月 26日（Ỉ）
・本年度の検討の進め方

࡚࠸ࡘの要௳等に࣒ࢸࢫࢩ・

第２回 令和６年１月 31日（Ỉ）

・本年度の検討結果のሗ࿌

の要௳等の整理࣒ࢸࢫࢩ・

構⠏に向けたᚋの方向ᛶ࣒ࢸࢫࢩ・

①委員名簿

（五十音順）○印はワーキンググループ長

岩 田    太 （神奈川大学法学部教授）

小 倉 憲 一（富山県中部厚生センター所長）

金  井  彩  子（大阪市消防局救急部救急課長）

河 野 宏 紀（横浜市消防局警防部司令課長）

川 原 省 太（東京消防庁参事兼救急管理課長）

木 村 昭 夫（国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院救命救急センター長）

小 谷 聡 司（国立病院機構本部 DMAT事務局新興感染症対策課長）

○坂 本 哲 也（公立昭和病院長）

庄 司 隆 広（札幌市消防局警防部救急課長）

鈴 木 知 基（高知県危機管理部消防政策課長）

土 井 研 人（東京大学大学院医学系研究科救急集中治療医学教授）

西 塚    至 （東京都保健医療局医療改革推進担当部長）

細 川 秀 一（公益社団法人 日本医師会常任理事）

森 村 尚 登（帝京大学医学部救急医学講座主任教授）

（オブザーバー）

久保田 勝 明 (総務省消防庁消防研究センター特殊災害研究室長)

森          恩（厚生労働省医政局地域医療計画課災害等緊急時医療・

周産期医療等対策室長）

②開催経緯

回数 開催日 主な議題

第１回 令和５年８月 28 日（月）

・救急需要対策と緊急度判定の検討経緯、検討方針の共有
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➨１❶ 検討ࡿಀᅜᒎ㛤ࡢᩆᛴᴗົࡓࡋ⏝άࢆࢻ࣮࣮࢝ࣂࣥࢼ࣐

「令和５年∧ 救急・救ຓの⌧況」によると、令和㸲年中の救急ฟ動件ᩘは 722

 9,572件であり、前年とẚべ 103 5,991件増加し、集ィ開ጞ௨᮶、㐣ཤ᭱ከ

となった。また、病院収ᐜ㛫は全国ᖹᆒ⣙ 47.2ศであり、前年とẚべ 4.4ศᘏ

ఙしている。今後も、高齢化の進展等による救急㟂要の増加や、国Ẹの救急業務

にồめるࢽーࢬのከᵝ化等により、救急隊の担う役割はより一層きくなると考

えられ、よりຠ⋡的な救急活動の実がồめられている。

⌧状の救急活動における傷病者の情報⫈取は、に口㢌にて⾜ࢃれているが、

医療機関㑅定に必要な᪤ Ṕや受デした医療機関ྡなどの情報を、状にⱞしࡴ

傷病者本人から⫈取ࡊࡏるを得ないこともከい。また、傷病者本人が᪤ Ṕや受

デした医療機関ྡ等をኻᛕしていることや、ᐙ᪘等の関係者が傷病者の情報をᢕ

ᥱしていないこともあり、救急隊が傷病者の医療情報等をṇ確かつ᪩ᮇにᢕᥱす

るにあたり、ㄢ㢟となっている。

一方で、令和㸱年 10᭶よりマイナンバーカードをᗣಖ㝤証として用するこ

とをྍ能とする「࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ」の本᱁運用が開ጞされ、令和５年㸲᭶よ

りཎ๎導入が⩏務化されるなど、全国の医療機関等においては、࢜ンࣛイン㈨᱁

確ㄆ等システムを活用して、ࣞセࢺࣉ情報にᇶ࡙くᝈ者の医療情報等を医ᖌ等が

閲覧できる仕組みが構築されている。

こうした状況を㋃まえ、救急⌧ሙにおいても、救急隊が傷病者のマイナンバー

カードを活用し、࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムから傷病者の医療情報等をṇ確

かつ᪩ᮇにᢕᥱすることで、救急業務の迅速化や円滑化に㈨すると考えられるこ

とから、令和㸲年度においては、消防本部等の༠ຊを得て実証実㦂を⾜い、ࡑの

⤖ᯝから得られるຠᯝ等について検証し、ᑗ᮶的な本᱁運用をぢᤣえてㄢ㢟等を

整⌮してきたところである。

このことから、令和５年度は、マイナンバーカードを活用した救急業務のシス

テム構築に係るㄢ㢟等のゎỴに向けた検討を⾜い、救急隊が救急⌧ሙでຠᯝ的に

活用することができるよう、システムの具体的な要件や運用方㔪等について整⌮

した。
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救急業務において救急隊が傷病者のマイナンバーカードを活用し、救急隊のᑓ

用➃ᮎなどを用いて、「࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システム」から傷病者の医療情報

等を閲覧することで、より迅速・円滑な救急活動が全国でྍ能となる環境を整備

するため、システム構築に向けた検討を⾜う必要があることから、令和㸲年度に

ᘬき続き、࣡ーキンࣝࢢࢢーࣉをタ⨨することとした。

本࣡ーキンࣝࢢࢢーࣉの構成は、に救急医療、マイナンバーไ度、ἲᚊศ㔝

のᏛ㆑⤒㦂者、令和㸲年度の実証実㦂実消防本部を委員とし、ཌ⏕ປാ┬、♫

会ಖ㝤デ療報㓘ᨭᡶᇶ㔠、ࣝࢱࢪࢹᗇ、総務┬等の関係機関がࢨࣈ࢜ーバーとし

て参加した㸦図⾲㸯㸫㸯㸧。

図表１－１ ⨨タࡢࣉ࣮ࣝࢢࢢ࣮ࣥ࢟࣡

マイナンバーカードを活用した救急業務の全国展開に係る検討࣡ーキンࣝࢢࢢーࣉ

開ദ᪥ ➨㸯ᅇ 令和５年㸵᭶ 26᪥㸦Ỉ㸧

➨㸰ᅇ 令和６年㸯᭶ 31᪥㸦Ỉ㸧

検討㡯目 ձシステム構築に係る要件等の整⌮

・システムᇶ┙

・閲覧ᶒ㝈の

・ྠព取得

⌮⟶ࢢࣟ・

者の༢⌮⟶ࢺン࢘カ・

・救急隊の閲覧用➃ᮎ

・カードリーࢲー

・閲覧ࣟࣉセスと画㠃タィ

・閲覧する医療情報等

ղ事業ຠᯝ等の検証について

調査㸦全国の消防本部㸧ࢺーࢣン・

調査㸦令和㸲年度実証実㦂実消防本部㸧ࢢリンࣄ・

ճ対ᛂ方㔪㸦㸧について

・セキュリティ対策

・運用ㄢ㢟等

令和㸲年度の実証実㦂の⤖ᯝ、救急隊がマイナンバーカードを活用し、傷病者

の医療情報等を閲覧することは、≉に高齢者、⫈ぬ等の㞀がいのある人、ㄆ▱、

ពᛮ通困難者等の情報ᥦ౪に困難をకう傷病者の対ᛂにおいて、傷病者の㈇

担㍍ῶ、ṇ確な情報取得、傷病者の病ែᢕᥱなどのほⅬから一定のຠᯝを確ㄆす

ることができた。一方で、マイナンバーカードを活用して情報を確ㄆした事に
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おけるᖹᆒの⌧ሙᅾ㛫が、通ᖖの救急活動における⌧ሙᅾ㛫にẚべてᘏ
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骨ኴの方㔪 2023 では、ࣝࢱࢪࢹ♫会のࣃス࣏ーࢺとしてのマイナンバーカー

ドについて、ᨻᗓが一となってไ度のᏳ全とಙ㢗の確ಖにດめるとともに、

な㡿ᇦでの活用ࠎたりつつある状況を㋃まえ、今後はᐁẸᵝࢃ全国Ẹに⾜きࡰ

シーンのᣑなど、マイナンバーカードの౽性・機能向上、円滑に取得できる

環境の整備に取り組ࡴこととされている。また、重Ⅼィ画等㸦ͤ㸧では、「マイ

ナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化について、令和㸲年度㸦2022

年度㸧の実証実㦂⤖ᯝを㋃まえ、令和６年度㸦2024年度㸧ᮎまでを目㏵に全国展

開を目指す。」こととしている。

㸦令和５年６᭶㸷᪥㛶議Ỵ定㸧「会の実⌧に向けた重Ⅼィ画♫ࣝࢱࢪࢹ」ͤ

「⤫合イ࣋ࣀーシࣙンᡓ␎」㸦令和５年６᭶㸷᪥㛶議Ỵ定㸧

「医療 DXの᥎進に関するᕤ⛬⾲」㸦令和５年６᭶㸰᪥医療 DX᥎進本部Ỵ定㸧

ᨻᗓは、マイナンバーの⣣けにㄗりのある事が」ᩘⓎ⏕していることを㋃

まえ、ࣝࢱࢪࢹᗇを中心として、関係ᗓ┬と㐃ᦠしてᨻᗓ全体で総Ⅼ検とⓎ⏕防

Ṇをᙉຊに᥎進するため、令和５年６᭶ 21 ᪥にマイナンバー情報総Ⅼ検本部を

タ⨨した。令和６年㸯᭶ 16 ᪥に➨６ᅇが開ദされ、本人確ㄆ作業及び全てのࢹ

ーࢱのⅬ検が⤊したこと、⣣けㄗりのなཎᅉやࡑのⓎ防Ṇ策についての

報࿌がなされた。

マイナンバーカードのᯛᩘは令和６年㸯᭶ᮎⅬで⣙ 9,765ᯛ、ᗣಖ

㝤証としての用Ⓩ㘓ᩘは⣙ 7,206ᯛとなっており、令和㸲年度実証実㦂と

ẚべるとᯛᩘは⣙ 1.5ಸ、ᗣಖ㝤証としての用Ⓩ㘓ᩘは⣙ 2.5ಸとなっ

ている。
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ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムとは、マイナンバーカードの࢜ IC またはࣉࢵࢳ

ᗣಖ㝤証のグྕ␒ྕ等により、本人からྠពを取得した上で、ᝈ者が加入して

いるᗣಖ㝤の㈨᱁情報、デ療・⸆情報、≉定デ等情報を医療機関・⸆ᒁで

確ㄆすることがྍ能なシステムである。通ᖖにおいて、医療情報を確ㄆするた

めには、本人がマイナンバーカードによる本人確ㄆを⾜った上でྠពしたሙ合に

㝈られるが、⅏ᐖにおいては、≉ูᥐ⨨として、マイナンバーカードによる本

人確ㄆができなくても、医療情報の確ㄆがྍ能である㸦マイナンバーカードをᣢ

参していないሙ合でも、Ặྡ、⏕年᭶᪥、性ู、ఫᡤ等で本人確ㄆを⾜うことで

参↷ྍ能となる。㸧。

なお、⌧状においては、࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ及び医療情報等の確ㄆࢧーࣅス

用者は本ࢧーࣅスのᥦ౪を受ける医療機関等に㝈られており、消防機関はྵまれ

ていない㸦図⾲㸯㸫㸰㸧。
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タ⨨した。令和６年㸯᭶ 16 ᪥に➨６ᅇが開ദされ、本人確ㄆ作業及び全てのࢹ

ーࢱのⅬ検が⤊したこと、⣣けㄗりのなཎᅉやࡑのⓎ防Ṇ策についての

報࿌がなされた。

マイナンバーカードのᯛᩘは令和６年㸯᭶ᮎⅬで⣙ 9,765ᯛ、ᗣಖ

㝤証としての用Ⓩ㘓ᩘは⣙ 7,206ᯛとなっており、令和㸲年度実証実㦂と

ẚべるとᯛᩘは⣙ 1.5ಸ、ᗣಖ㝤証としての用Ⓩ㘓ᩘは⣙ 2.5ಸとなっ

ている。
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ཌ⏕ປാ┬では、病院において、ᝈ者の⏕・㌟体のಖ護のために必要なሙ合、

マイナンバーカードཪは㸲情報㸦ྡ前、⏕年᭶᪥、性ู、ఫᡤ等㸧による検⣴に

より本人確ㄆを⾜うことによって、ᝈ者のྠព取得が困難なሙ合でも、ࣞ セࢺࣉ

情報にᇶ࡙く医療情報等が閲覧できる救急医療情報閲覧を検討している。この

救急医療情報閲覧では、⌧⾜の࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムで通ᖖ⾲示ྍ能

なデ療・⸆情報等に加え、ᝈ者のᇶ本情報・医療情報等が集⣙された救急用ࢧ

マリーの閲覧がྍ能となるため、救急において、ព㆑㞀ᐖ等のྠព取得困難な

ᝈ者に対しても、⸆情報や手術情報等のࣞセࢺࣉにᇶ࡙く医療情報を閲覧し、

迅速かつ適切な検査・療等に活用できるというもので、令和６年 10 ᭶の運用

開ጞが予定されている㸦図⾲㸯㸫㸱、図⾲㸯㸫㸲㸧。

図表１－㸱 ᩆᛴ་⒪ሗ㜀ぴ

図表１̿㸲 ᩆᛴ⏝࣮࣐ࣜࢧ
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令和５年度は、ཌ⏕ປാ┬や♫会ಖ㝤デ療報㓘ᨭᡶᇶ㔠等の関係機関とシステ

ムの要件等について༠議を重ࡡてきた。ࡑの⤖ᯝ、一定の要件について方向性が

定まったため、「救急隊員が傷病者の医療情報等を閲覧する仕組みの骨子」を作成

し、ᇶ本的事㡯について整⌮した㸦図⾲㸯㸫５㸧。なお、各要件の検討⤒㐣につい

ては後㏙する。

図表１－㸳 ᩆᛴ㝲ဨがയ⪅ࡢ་⒪ሗ➼ࢆ㜀ぴࡿࡍ⤌ࡢࡳ㦵Ꮚ

救急業務で医療情報等の閲覧を⾜うᇶ┙として、᪤Ꮡシステムの活用というほ

Ⅼも㋃まえ検討を⾜ったところ、࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムの活用とẚ㍑し

て、ᆅᇦ医療情報㐃ᦠ࣡ࢺࢵࢿーࢡや᪂規ᇶ┙を構築するሙ合は、᭷用性や౽

性がపくなると想定されることから、システムᇶ┙は࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等シス

テムを活用することとした。

ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムに᥋続して、傷病者の㈨᱁確ㄆや医療情報等を࢜

閲覧するࣉリ㸦௨下「࢜ン㈨㸦Web画㠃㸧」という。㸧については、♫会ಖ㝤デ

療報㓘ᨭᡶᇶ㔠がᥦ౪している。救急隊が救急⌧ሙで࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等シス

テムに᥋続する方ἲとしては、ᙜヱࣉリの機能をᨵಟして、救急隊用の閲覧画

㠃を作成する方㔪とした㸦図⾲㸯㸫６㸧。

ཌ⏕ປാ┬では、病院において、ᝈ者の⏕・㌟体のಖ護のために必要なሙ合、

マイナンバーカードཪは㸲情報㸦ྡ前、⏕年᭶᪥、性ู、ఫᡤ等㸧による検⣴に

より本人確ㄆを⾜うことによって、ᝈ者のྠព取得が困難なሙ合でも、ࣞ セࢺࣉ

情報にᇶ࡙く医療情報等が閲覧できる救急医療情報閲覧を検討している。この

救急医療情報閲覧では、⌧⾜の࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムで通ᖖ⾲示ྍ能

なデ療・⸆情報等に加え、ᝈ者のᇶ本情報・医療情報等が集⣙された救急用ࢧ

マリーの閲覧がྍ能となるため、救急において、ព㆑㞀ᐖ等のྠព取得困難な

ᝈ者に対しても、⸆情報や手術情報等のࣞセࢺࣉにᇶ࡙く医療情報を閲覧し、

迅速かつ適切な検査・療等に活用できるというもので、令和６年 10 ᭶の運用

開ጞが予定されている㸦図⾲㸯㸫㸱、図⾲㸯㸫㸲㸧。

図表１－㸱 ᩆᛴ་⒪ሗ㜀ぴ

図表１̿㸲 ᩆᛴ⏝࣮࣐ࣜࢧ
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図表１－㸴 ┙ᇶ࣒ࢸࢫࢩ

ձᐇᶵ㛵

⌧⾜の࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムの用規⣙では、ࢧーࣅス用者をᆅ

方ཌ⏕ᒁ㛗ཪはᆅ方ཌ⏕ᨭᒁ㛗の指定を受けた病院、デ療ᡤ及び⸆ᒁに㝈定し

ているため、救急業務で࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムを用するためには、

用規⣙のグ㍕をぢ┤す必要がある。

医療⾜Ⅽ等に活用することを目的として医療情報等をᥦ౪している࢜ンࣛ

イン㈨᱁確ㄆ等システムの用規⣙に㚷みると、傷病者を適切な医療機関にᦙ

㏦することを目的として、救急隊がᙜヱシステムから傷病者の医療情報等を閲

覧することはጇᙜ性があり、消防本部をࢧーࣅス用者とすることは、࢜ンࣛ

イン㈨᱁確ㄆ等システムの用目的にしないと考えられる。

ղ⏝⪅

医療情報システムのᏳ全⟶⌮に関する࢞イドࣛインでは、「医療情報システ

ムの用に際して、情報の✀ู、重要性と用ᙧែにᛂじて、組⧊における

用者や用者ࣝࢢーࡈࣉとに用ᶒ㝈を規定する必要があり、ここで重要なこ

とは、する用ᶒ㝈を必要᭱ᑠ㝈にすること。」とされている。

これにᇶ࡙き、⌧⾜の࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムでは、Ᏻ全に閲覧する

ための仕組みとして、㈨᱁者等による閲覧・取得の規⣙をタけている。具体的

には、医ᖌ、ṑ⛉医ᖌ、⸆ᖌࡑのの機関の㛗によって閲覧ᶒ㝈をされ

た者に㝈定している。令和㸲年度の実証実㦂においては、┦ᙜの㈨᱁⫋として、

用者を救急救ኈにไ㝈して⾜ったところであるが、実後のンࢣーࢺの

⤖ᯝ、消防本部からは「救急救ኈをྵࡴ救急隊員」に閲覧ᶒ㝈をしてḧ

しいとのពぢがあり、検討を⾜った。

救急業務にᚑ事する救急隊員については、消防ἲ⾜令➨ 44᮲➨５㡯、消防

ἲ⾜規๎➨ 51᮲及び➨ 51᮲の㸰において、救急業務に関するㅮ⩦で、総務

┬令で定めるもののㄢ⛬㸦消防Ꮫᰯの救急⛉ 250㛫௨上㸧をಟした者の

か、ಟ者とྠ等௨上のᏛ㆑⤒㦂を᭷する者として、医ᖌ、┳護ᖌや救急救
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ኈ等にヱᙜする消防ྣ員と規定されている。また、救急⛉で⾜うㅮ⩦には、救

急隊員が⾜うほᐹの一部として、᪤ 等の情報⫈取に係るෆᐜがྵまれてい

る。つまり、救急隊員についても、「救急業務に関するㅮ⩦で、総務┬令で定め

るもののㄢ⛬をಟした者」というἲ令に定める一定の᮲件を‶たした者であ

り、᭷㈨᱁者に閲覧ᶒ㝈をไ㝈し、ࣝࣈࣛࢺのⓎ⏕をᮍ↛に防Ṇする、という

㊃᪨はࢡリできるものと考えられる。

また、救急活動においては救急隊㛗が中心となり、救急隊員㸱ྡが㐃ᦠして

活動しているが、必ࡎしも救急隊㛗が救急救ኈというヂではない。傷病者の

情報収集についても必ࡎ救急救ኈが⾜うヂではなく、救急隊員が┦に㐃ᦠ

し、傷病者の医療情報等をඹ᭷しながら、傷病者のほᐹ、ฎ⨨、医療機関㑅定

等に対ᛂしている。このことからも、救急活動においては、救急隊員全員が医

療情報等を閲覧できることがᮃましく、「救急救ኈをྵࡴ救急隊員」に閲覧ᶒ

㝈をする方㔪とした。

令和㸲年度の実証実㦂においては、マイナンバーカードを活用して医療情報等

を閲覧する対㇟は、ྠពが得られる傷病者に㝈定していた。しかし、実証実㦂後

の消防本部及び医療機関に対するンࢣーࢺにおいて、ྠ ពを取得することが困

難なព㆑のない傷病者に対してこࡑ、本事業の᭷用性は高いとのពぢがከかった

ため、ྠព取得が困難なሙ合の運用について検討を⾜った。また、ྠពの取得方

ἲについては書㠃等によるྠពとしていたが、傷病者にとって㈇担となることか

ら、口㢌によるྠព取得がྍ能かについても検討を⾜った。

の⤖ᯝ、救急活動においては、ཎ๎としてྠពが得られたሙ合に閲覧するこࡑ

ととするが、口㢌ྠពをྍ能とし、ព㆑のない傷病者など、ྠព取得が困難なሙ

合においても、本人ྠពなしで閲覧するものとする方㔪で整⌮した㸦図⾲㸯㸫㸵㸧。

図表１－㸵 ྠពྲྀᚓಀ࣮ࣟࣇࡿ

図表１－㸴 ┙ᇶ࣒ࢸࢫࢩ

ձᐇᶵ㛵

⌧⾜の࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムの用規⣙では、ࢧーࣅス用者をᆅ

方ཌ⏕ᒁ㛗ཪはᆅ方ཌ⏕ᨭᒁ㛗の指定を受けた病院、デ療ᡤ及び⸆ᒁに㝈定し

ているため、救急業務で࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムを用するためには、

用規⣙のグ㍕をぢ┤す必要がある。

医療⾜Ⅽ等に活用することを目的として医療情報等をᥦ౪している࢜ンࣛ

イン㈨᱁確ㄆ等システムの用規⣙に㚷みると、傷病者を適切な医療機関にᦙ

㏦することを目的として、救急隊がᙜヱシステムから傷病者の医療情報等を閲

覧することはጇᙜ性があり、消防本部をࢧーࣅス用者とすることは、࢜ンࣛ

イン㈨᱁確ㄆ等システムの用目的にしないと考えられる。

ղ⏝⪅

医療情報システムのᏳ全⟶⌮に関する࢞イドࣛインでは、「医療情報システ

ムの用に際して、情報の✀ู、重要性と用ᙧែにᛂじて、組⧊における

用者や用者ࣝࢢーࡈࣉとに用ᶒ㝈を規定する必要があり、ここで重要なこ

とは、する用ᶒ㝈を必要᭱ᑠ㝈にすること。」とされている。

これにᇶ࡙き、⌧⾜の࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムでは、Ᏻ全に閲覧する

ための仕組みとして、㈨᱁者等による閲覧・取得の規⣙をタけている。具体的

には、医ᖌ、ṑ⛉医ᖌ、⸆ᖌࡑのの機関の㛗によって閲覧ᶒ㝈をされ

た者に㝈定している。令和㸲年度の実証実㦂においては、┦ᙜの㈨᱁⫋として、

用者を救急救ኈにไ㝈して⾜ったところであるが、実後のンࢣーࢺの

⤖ᯝ、消防本部からは「救急救ኈをྵࡴ救急隊員」に閲覧ᶒ㝈をしてḧ

しいとのពぢがあり、検討を⾜った。

救急業務にᚑ事する救急隊員については、消防ἲ⾜令➨ 44᮲➨５㡯、消防

ἲ⾜規๎➨ 51᮲及び➨ 51᮲の㸰において、救急業務に関するㅮ⩦で、総務

┬令で定めるもののㄢ⛬㸦消防Ꮫᰯの救急⛉ 250㛫௨上㸧をಟした者の

か、ಟ者とྠ等௨上のᏛ㆑⤒㦂を᭷する者として、医ᖌ、┳護ᖌや救急救
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医療情報システムのᏳ全⟶⌮に関する࢞イドࣛインでは、用者の㆑ู・ㄆ証

について、医療情報システムのࢡセスをṇᙜな用者のみに㝈定するために、

医療情報システムは用者の㆑ ・ูㄆ証を⾜う機能をᣢたなけれࡤならないとさ

れている。

࢞ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムは、「医療情報システムのᏳ全⟶⌮に関する࢜

イドࣛイン」に‽ᣐするにあたり、ṇࢡセス等に対する技術的なᏳ全対策と

して、用者の用状況㸦用᪥等㸧のࣟࢢを⟶⌮している。消防本部におい

ても、このシステムഃのࣟࢢ⟶⌮に加え、࢜ン㈨㸦Web画㠃㸧の⟶⌮カ࢘ンࢺ

機能としてᦚ㍕されているࣟࢢ⟶⌮機能を活用し、ࣟࢢ⟶⌮を⾜う方㔪とした。

なお、医療情報システムのᏳ全を確ಖするためには、技術的な対策のみで全て

の⬣ጾに対ᢠすることは困難であり、組⧊的な運用による対策を総合的に組み合

る必要がある。救急活動においては、各消防本部の規⛬等にᇶ࡙く救急活動ࡏࢃ

グ㘓等により、運用的な対策をేࡏてㅮじる必要がある。

について、⮬ら⌮⟶ࢺン࢘カ、ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システム用規⣙では࢜

の⟶⌮㈐௵により、本システム用マスࢱカ࢘ンࢺ、本システム用カ࢘ンࢺ及

び本システム用㟁子証᫂書をṇ用されないよう⟶⌮することとされている。

システムを⟶⌮する༢は、᭷事のไᚚ、調査、㈐௵ศ⏺として࢞バナンスが

ຠく組⧊༢での⟶⌮がᮃましいことから、救急隊員が閲覧するシステムのカ

、をⓎ⾜することとしࢺン࢘カࢱとにマスࡈについては、消防本部⌮⟶ࢺン࢘

用者ࡈとにカ࢘ンࢺをタ定することで、用者のࢡセス状況を⟶⌮する方

㔪とした㸦図⾲㸯㸫㸶㸧。

図表１－㸶 ༢ࡢ⪅⌮⟶ࢺࣥ࢘࢝
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࢜、ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムから傷病者の医療情報等を閲覧するに際し࢜

ン㈨㸦Web画㠃㸧をᨵಟして活用するሙ合、࢜ン㈨㸦Web画㠃㸧を用できる OS

が㝈定的となっているため、各消防本部が本システムを導入するにあたり、᪂規

➃ᮎの㓄備が必要となる。一方で、᥎ዡ OS であれ࣏ࢧࡤーࢺ対㇟となるため、

➃ᮎのセキュリティࢳࢵࣃの適ᛂや、ࣉリࢣーシࣙンࢺࣇࢯの更᪂等は医療ಖ

㝤情報ᥦ౪等実機関にて実されるため、セキュリティ㠃でのⅬはきい。

要㓄៖ಶ人情報である傷病者の医療情報等をᢅう本システムにおいては、セキュ

リティ対策は非ᖖに重要なほⅬであることから、救急隊閲覧用➃ᮎについては、

ン㈨㸦Web࢜ 画㠃㸧を用できる OS がᦚ㍕されているࢺࢵࣞࣈࢱ➃ᮎとする方

㔪とした。

なお、࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムを⌧状用できる実機関は医療機関等

に㝈定されていることから、⌧ᅾの閲覧用➃ᮎの仕ᵝはࣀーࢺ PC 及びࢹスࢺࢡ

ࣉࢵ PCを想定したものとなっている。救急隊が࢜ン㈨㸦Web画㠃㸧を活用して࢜

ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムから傷病者の医療情報を閲覧するにあたっては、ࢱ

ᮎで医療➃ࢺࢵࣞࣈࢱ、ᮎを用することとなるため、ᒇእにおいて➃ࢺࢵࣞࣈ

情報を閲覧するሙ合のㄢ㢟等は、今後も継続して検討する必要がある。

令和㸲年度の実証実㦂は、ỗ用カードリーࢲー及び㢦ㄆ証カードリーࢲーを

用いて⾜った。各カードリーࢲーの本人確ㄆ方ἲ等については図⾲㸯㸫10 のと

おりである。実証実㦂実後に各消防本部のࣄリンࢢ調査を実した⤖ᯝ、

参加した全ての消防本部においてỗ用カードリーࢲーの方が用しやすいとの

ពぢがあった。⌮⏤として、㢦ㄆ証カードリーࢲーと㐪い、㟁※౪⤥の必要が

↓いためᒇእでの用もྍ能なこと、救急隊員がマイナンバーカードのๆ㠃┿

と㢦が一⮴していることを目どで確ㄆするため、傷病者の᧯作が要であり、傷

病者の㈇担㍍ῶに⧅がることなどであった。

一方で、ྠព取得に関しては、ỗ用カードリーࢲーのሙ合は、情報閲覧に係る

本人ྠពを書㠃により取得していたため、傷病者に⮬➹による⨫ྡをồめていた

が、㢦ㄆ証カードリーࢲーであれࡤ本人確ㄆからྠព取得までの一㐃の᧯作を

カードリーࢲーෆで㟁子的に⤖することができるため、㢦ㄆ証カードリーࢲ

ーの方がඃれていた。

しかし、システム運用後のྠព取得については口㢌ྠពとする方㔪であること

から、書㠃によるྠព取得は要となる。また、救急業務では、救急㌴እにおけ

る⌧ሙでの活用が想定されることからも、カードリーࢲーについては、ỗ用カー

ドリーࢲーに⤫一して活用することとした㸦図⾲㸯㸫㸷㸧。

医療情報システムのᏳ全⟶⌮に関する࢞イドࣛインでは、用者の㆑ู・ㄆ証

について、医療情報システムのࢡセスをṇᙜな用者のみに㝈定するために、

医療情報システムは用者の㆑ ・ูㄆ証を⾜う機能をᣢたなけれࡤならないとさ

れている。

࢞ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムは、「医療情報システムのᏳ全⟶⌮に関する࢜

イドࣛイン」に‽ᣐするにあたり、ṇࢡセス等に対する技術的なᏳ全対策と

して、用者の用状況㸦用᪥等㸧のࣟࢢを⟶⌮している。消防本部におい

ても、このシステムഃのࣟࢢ⟶⌮に加え、࢜ン㈨㸦Web画㠃㸧の⟶⌮カ࢘ンࢺ

機能としてᦚ㍕されているࣟࢢ⟶⌮機能を活用し、ࣟࢢ⟶⌮を⾜う方㔪とした。

なお、医療情報システムのᏳ全を確ಖするためには、技術的な対策のみで全て

の⬣ጾに対ᢠすることは困難であり、組⧊的な運用による対策を総合的に組み合

る必要がある。救急活動においては、各消防本部の規⛬等にᇶ࡙く救急活動ࡏࢃ

グ㘓等により、運用的な対策をేࡏてㅮじる必要がある。

について、⮬ら⌮⟶ࢺン࢘カ、ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システム用規⣙では࢜

の⟶⌮㈐௵により、本システム用マスࢱカ࢘ンࢺ、本システム用カ࢘ンࢺ及

び本システム用㟁子証᫂書をṇ用されないよう⟶⌮することとされている。

システムを⟶⌮する༢は、᭷事のไᚚ、調査、㈐௵ศ⏺として࢞バナンスが

ຠく組⧊༢での⟶⌮がᮃましいことから、救急隊員が閲覧するシステムのカ

、をⓎ⾜することとしࢺン࢘カࢱとにマスࡈについては、消防本部⌮⟶ࢺン࢘

用者ࡈとにカ࢘ンࢺをタ定することで、用者のࢡセス状況を⟶⌮する方

㔪とした㸦図⾲㸯㸫㸶㸧。

図表１－㸶 ༢ࡢ⪅⌮⟶ࢺࣥ࢘࢝
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図表１－㸷 ẚ㍑ࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࢻ࣮࢝

令和㸲年度実証実㦂の実本部に対するࣄリンࢢ調査の⤖ᯝによると、閲覧

セスのᨵၿをࣟࣉ 89.8㸣の救急隊員がᕼᮃしていた。救急活動では⥭急にᦙ㏦

する必要がある傷病者を医療機関に迅速にᦙ㏦する必要があることから、情報閲

覧にあっては⡆᫆かつ迅速に閲覧できるようᕤኵする必要がある。

⌧⾜の医ᖌ等が࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムから医療情報等を閲覧する仕

組みは、医療機関等で活用されているが、これは㈨᱁確ㄆ➃ᮎを用いて受等で

㈨᱁確ㄆを⾜い、医ᖌがデᐹᐊで PC 等を用いて医療情報等を閲覧するというス

キームであるため、ࡑれࡒれのᮇにおいて、ࣃス࣡ード等によるࣟࢢイン᧯作

を実する必要がある。医療機関等においては、㈨᱁確ㄆを⾜う者と医療情報を

閲覧する者が␗なることが想定されるため、このようなスキームになっている。

しかし、救急活動においては、救急隊員が㈨᱁確ㄆを⾜い、ࡑのまま医療情報

等を閲覧するため、㈨᱁確ㄆを⾜う者と医療情報を閲覧する者はྠ一である。ᚑ

って、救急隊用にᨵಟする࢜ン㈨㸦Web画㠃㸧の閲覧ࣟࣉセスにおいては、㈨᱁

確ㄆから医療情報閲覧までが一㐃のスキームで実できるような画㠃㑄⛣がᮃ

ましい。

また、⌧⾜の仕組みはࢹスࣉࢵࢺࢡ PC 等で用することを想定された画㠃タ

ィとなっているため、ࢺࢵࣞࣈࢱ➃ᮎによるࢳࢵࢱ᧯作にはࢃࡄࡑない画㠃タィ

となっている。このため、࢜ン㈨㸦Web画㠃㸧における救急隊用の画㠃について

は、ࣞイࢺ࢘を調整し、ࢱ࣎ンをきくするなど、救急隊がࢺࢵࣞࣈࢱ➃ᮎで

᧯作がしやすいように画㠃タィを調整する方向で検討を進めている㸦図⾲㸯㸫

10㸧。
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図表１－10 㜀ぴࡢࢫࢭࣟࣉయീ

閲覧する医療情報等について、令和㸲年度実証実㦂のンࢣーࢺ調査では、消

防本部において᭷┈性がある情報は「᪤ 」、「デ療情報」、「⸆情報」という

⤖ᯝであった。医療機関においては、「᪤ 」や「⸆情報」はᦙ㏦後の療

に᭷用性が高いというពぢがከかった。また、医療機関が傷病者の受入れにឤ

じているㄢ㢟として、救急隊ࡈとにఏ㐩される情報㔞やෆᐜにᕪがあること、情

報⫈取に㛫がかかること、実際の᪤ 等と⫈取したෆᐜが㐪うことがあるこ

となどがᣲࡆられた。このようなㄢ㢟のゎỴを図るためは、救急隊からの情報㔞

やෆᐜが㐣㊊なくᆒ一であり、医療機関がᢕᥱする情報と⤫一であることがồ

められる。これらのពぢを㋃まえ、救急隊がồめる情報をより迅速に確ㄆできる

よう、閲覧画㠃の構成等の検討を進めてきたところである。

ཌ⏕ປാ┬において、令和６年 10 ᭶から、࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムで

運用が開ጞ予定とされている救急医療情報閲覧では、⌧⾜の࢜ンࣛイン㈨᱁確

ㄆ等システムで通ᖖ⾲示ྍ能なデ療・⸆情報等に加え、ᝈ者のᇶ本情報・医療

情報等が集⣙された救急用ࢧマリーの閲覧がྍ能となる。救急において、救急

用ࢧマリーを閲覧することによって、ព㆑㞀ᐖ等のྠព取得困難なᝈ者に対して、

⸆情報や手術情報等のࣞセࢺࣉにᇶ࡙く医療情報を閲覧し、迅速かつ適切な検

査・療等に活用できるようになる㸦図⾲㸯㸫11㸧。

この救急用ࢧマリーは、救急に医ᖌがồめる医療情報等が集⣙されたもので

あるため、救急隊がྠᵝの情報を閲覧することで、情報㔞やෆᐜが㐣㊊なくᆒ

一で、⤫一された医療情報等を医ᖌにఏ㐩することがྍ能となることから、救急

用ࢧマリーを閲覧できるようにする方㔪とすることとした。

図表１－㸷 ẚ㍑ࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࢻ࣮࢝

令和㸲年度実証実㦂の実本部に対するࣄリンࢢ調査の⤖ᯝによると、閲覧

セスのᨵၿをࣟࣉ 89.8㸣の救急隊員がᕼᮃしていた。救急活動では⥭急にᦙ㏦

する必要がある傷病者を医療機関に迅速にᦙ㏦する必要があることから、情報閲

覧にあっては⡆᫆かつ迅速に閲覧できるようᕤኵする必要がある。

⌧⾜の医ᖌ等が࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムから医療情報等を閲覧する仕

組みは、医療機関等で活用されているが、これは㈨᱁確ㄆ➃ᮎを用いて受等で

㈨᱁確ㄆを⾜い、医ᖌがデᐹᐊで PC 等を用いて医療情報等を閲覧するというス

キームであるため、ࡑれࡒれのᮇにおいて、ࣃス࣡ード等によるࣟࢢイン᧯作

を実する必要がある。医療機関等においては、㈨᱁確ㄆを⾜う者と医療情報を

閲覧する者が␗なることが想定されるため、このようなスキームになっている。

しかし、救急活動においては、救急隊員が㈨᱁確ㄆを⾜い、ࡑのまま医療情報

等を閲覧するため、㈨᱁確ㄆを⾜う者と医療情報を閲覧する者はྠ一である。ᚑ

って、救急隊用にᨵಟする࢜ン㈨㸦Web画㠃㸧の閲覧ࣟࣉセスにおいては、㈨᱁

確ㄆから医療情報閲覧までが一㐃のスキームで実できるような画㠃㑄⛣がᮃ

ましい。

また、⌧⾜の仕組みはࢹスࣉࢵࢺࢡ PC 等で用することを想定された画㠃タ

ィとなっているため、ࢺࢵࣞࣈࢱ➃ᮎによるࢳࢵࢱ᧯作にはࢃࡄࡑない画㠃タィ

となっている。このため、࢜ン㈨㸦Web画㠃㸧における救急隊用の画㠃について

は、ࣞイࢺ࢘を調整し、ࢱ࣎ンをきくするなど、救急隊がࢺࢵࣞࣈࢱ➃ᮎで

᧯作がしやすいように画㠃タィを調整する方向で検討を進めている㸦図⾲㸯㸫

10㸧。
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図表１－11 ᩆᛴ⏝࣮࣐ࣜࢧ表♧ࢪ࣮࣓
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ẖ年、総務┬消防ᗇでは、全国の消防本部等に対して「救急救体ไの整備・

実に関する調査」及び「࣓ࢹィカࣝࢥンࣟࢺーࣝ体ไ等の実ែに関する調査」

を⾜っており、ࡑの中で、ICTの活用についても調査を実した。マイナンバー

カードを活用した救急業務に関係するなពぢについて、下グにᢤ⢋し報࿌する。

ձയ⪅ሗࢆ☜ㄆࡿࡍᡭẁ

救急業務において必要な傷病者情報を確ㄆするሙ合、⌧ᅾではṤどの事で

傷病者本人やᐙ᪘等関係者から⫈取するか、ಖ㝤証、චチ証及びお⸆手ᖒ等の

ᡤᣢရから確ㄆしていることがศかった。また、救急医療情報キࢺࢵなど、傷

病者情報が集⣙されたものがあるሙ合は活用している状況がうかがえた㸦図⾲

㸯㸫12㸧。

図表１－12 യ⪅ሗࢆ☜ㄆࡿࡍᡭẁ

99.9

97.1

78.3

11.5

4.7

 0.0  20.0  40.0  60.0  80.0  100.0

傷病者本人やᐙ᪘等関係者から⫈取(n=721)

ᡤᣢရからの確ㄆ㸦ಖ㝤証、運㌿චチ証、お⸆手ᖒ

等㸧(n=701)

救急医療情報キࢺࢵやᏳ心カード等㸦傷病者情報が

グ㍕されたもの㸧から確ㄆ(n=565)

ᆅᇦの医療情報㐃ᦠ࣡ࢺࢵࢿーࢡ等のⓏ㘓ෆᐜか

ら確ㄆ(n=83)

のの手ẁで確ㄆ(n=34)ࡑ

図表１－11 ᩆᛴ⏝࣮࣐ࣜࢧ表♧ࢪ࣮࣓
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ղሗ㞟ࡢ課題

傷病者本人やᐙ᪘等関係者から⫈取をするሙ合、救急活動における情報収集

のㄢ㢟として、高齢者など情報ᥦ౪が困難な人の⫈取に㛫を要することや、

傷病者本人やᐙ᪘等関係者が情報をኻᛕしていることがከい。また、状にⱞ

しࡴ本人からの⫈取は、傷病者本人にとって㌟体的・⢭⚄的にも㈇担となると

のពぢもከかった㸦図⾲㸯㸫13㸧。࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムから傷病者情

報を閲覧することがྍ能となれࡤ、ࣞセࢺࣉ情報にᇶ࡙くṇ確な情報を取得す

ることで、情報収集に係るㄢ㢟のゎỴが図れるか、傷病者はマイナンバーカ

ードをᥦ示するのみとなることから、傷病者⮬㌟の㌟体的・⢭⚄的㈇担の㍍ῶ

にもつながるものと考えられる。

図表１－13 ሗ㞟ࡢ課題

97.9

90.0

8.3

78.5

36.6

1.7

0.6

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

高齢者など情報ᥦ౪が困難な人の⫈取に㛫を

要す(n=706)

傷病者本人やᐙ᪘等関係者が情報をኻᛕしてい

る㸦ཪはᣢっていない㸧ことがある(n=649)

情報※となるࢶーࣝがከく集⣙が困難(n=60)

状にⱞしࡴ本人からの⫈取は㌟体的・⢭⚄的

㈇担となる(n=566)

口㢌⫈取にࣛࣉイバシー㓄៖が必要(n=264)

の(n=12)ࡑ

ㄢ㢟はない(n=4)
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ճയ⪅ሗࡢ☜ㄆ་⒪ᶵ㛵㑅ᐃ

傷病者情報が確ㄆできないことで医療機関㑅定にⱞ៖することがあるとᅇ

⟅した消防本部がከくあった。ࡑの⌮⏤としては、ᐙ᪘等関係者の㐃⤡先が

ศからなかったという⌮⏤にḟいで、受デṔやかかりつけ医療機関、ᣢ病、᭹

⸆情報がศからなかったからという⌮⏤もከかった㸦図⾲㸯㸫14、図⾲㸯㸫15㸧。

図表１－14 യ⪅ሗが☜ㄆ࡛ࡁな࡛ࡇ࠸

        ་⒪ᶵ㛵㑅ᐃⱞ៖ࡇࡿࡍがࡿ࠶

図表１－15 ་⒪ᶵ㛵㑅ᐃⱞ៖ࡓࡋ⌮⏤

㢖⦾ࡿ࠶

6.0㸣(43ᮏ㒊)

୍ᐃᩘࡿ࠶

25.6㸣(185ᮏ㒊)

ࡿ࠶ࠎ

44.6㸣(322ᮏ㒊)

࠸なࡾࡲ࠶

22.0㸣(159ᮏ㒊)

୍ᗘࡶな࠸

1.8㸣(13ᮏ㒊)

N=722

77.1

64.9

49.5

82.2

6.2

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

受デṔやかかりつけ医療機関がศからなかった

から(n=424)

ᣢ病がศからなかったから(n=357)

᭹⸆情報がศからなかったから(n=272)

ᐙ᪘等関係者の㐃⤡先がศからなかったから

(n=452)

の(n=34)ࡑ

ղሗ㞟ࡢ課題

傷病者本人やᐙ᪘等関係者から⫈取をするሙ合、救急活動における情報収集

のㄢ㢟として、高齢者など情報ᥦ౪が困難な人の⫈取に㛫を要することや、

傷病者本人やᐙ᪘等関係者が情報をኻᛕしていることがከい。また、状にⱞ

しࡴ本人からの⫈取は、傷病者本人にとって㌟体的・⢭⚄的にも㈇担となると

のពぢもከかった㸦図⾲㸯㸫13㸧。࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムから傷病者情

報を閲覧することがྍ能となれࡤ、ࣞセࢺࣉ情報にᇶ࡙くṇ確な情報を取得す

ることで、情報収集に係るㄢ㢟のゎỴが図れるか、傷病者はマイナンバーカ

ードをᥦ示するのみとなることから、傷病者⮬㌟の㌟体的・⢭⚄的㈇担の㍍ῶ

にもつながるものと考えられる。

図表１－13 ሗ㞟ࡢ課題

97.9

90.0

8.3

78.5

36.6

1.7
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 0%  20%  40%  60%  80%  100%

高齢者など情報ᥦ౪が困難な人の⫈取に㛫を

要す(n=706)

傷病者本人やᐙ᪘等関係者が情報をኻᛕしてい

る㸦ཪはᣢっていない㸧ことがある(n=649)

情報※となるࢶーࣝがከく集⣙が困難(n=60)

状にⱞしࡴ本人からの⫈取は㌟体的・⢭⚄的

㈇担となる(n=566)

口㢌⫈取にࣛࣉイバシー㓄៖が必要(n=264)

の(n=12)ࡑ

ㄢ㢟はない(n=4)
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մࠕയ⪅ࡢデ⒪ሗ➼が㜀ぴ࡛ࡿࡁᶵ⬟ࠖࡢᑟධ

ᮎ等による「傷病者のデ療情報等が閲覧できる機能」が実さ➃ࢺࢵࣞࣈࢱ

れたሙ合の、導入ᕼᮃについての調査では、「✚極的に導入したい」が 20.8㸣、

「どࡕらかといえࡤ導入したい」が 41.4㸣であった。一方、「どࡕらでも構ࢃ

ない」、「⌧Ⅼではあまり導入したくない」、「⌧Ⅼでは導入したくない」と

ᅇ⟅している消防本部も⣙㸲割を占めた。導入に消極的な⌮⏤としては、予⟬

が確ಖできない、㏣加の➃ᮎ導入による⌧ሙの㈇担の増加、救急活動㛫のᘏ

ఙのᠱᛕ、セキュリティ上のリスࢡのᠱᛕなどᵝࠎであった㸦図⾲㸯㸫16、図

⾲㸯㸫17㸧。

図表１－16 ᑟධࡢࠖ⬟ᶵࡿࡁデ⒪ሗ➼が㜀ぴ࡛ࡢ⪅യࠕ

図表１－17 ᑟධࡃࡓࡋな࠸⌮⏤

✚ᴟⓗᑟධ࠸ࡓࡋ

20.8㸣(150ᮏ㒊)

࠸ࡓࡋᑟධࡤ࠼࠸ࡽࡕ

41.4㸣(299ᮏ㒊)

࠸なࢃᵓࡶ࡛ࡽࡕ

23.0㸣(166ᮏ㒊)

⌧Ⅼ࡛ࡾࡲ࠶ࡣᑟධࡃࡓࡋな࠸

10.5㸣(76ᮏ㒊)

⌧Ⅼ࡛ࡣᑟධࡃࡓࡋな࠸

4.3㸣(31ᮏ㒊)

N=722

᪤ࡢ✀ྠሗྲྀᚓ࣒ࢸࢫࢩが

Ꮡᅾࠊࡾ࠾࡚ࡋ㔜」ࡵࡓࡿࡍ

5.1㸣(14ᮏ㒊)

ࠊࡃ↓ᴗົ࡛課題がࡢ≦⌧

必要ᛶࢆឤࢀࡽࡌなࡵࡓ࠸

15.8㸣(43ᮏ㒊)

ࠊࡾࡼస᧯࣒ࢸࢫࢩ

ᩆᛴάື㛫ࡢᘏఙがᠱᛕࢀࡉ

ࡵࡓࡿ

15.0㸣(41ᮏ㒊)

㏣ຍࡢ➃ᮎᑟධࡢሙྜࠊ⌧ሙ࡛ᢅྲྀࡢ

ࡵࡓࡿࢀࡉ㈇ᢸቑຍがᠱᛕࡢ⌮⟶࣭࠸

16.5㸣(45ᮏ㒊)

ண⟬が☜ಖ࡛ࡁな࠸

ࡵࡓࡿࢀࡽ࠼⪄

28.9㸣(79ᮏ㒊)

ࢡࢫࣜࡢୖࢸࣜࣗ࢟ࢭ

がᠱᛕࡵࡓࡿࢀࡉ

12.1㸣(33ᮏ㒊)

ࡢࡑ

6.6㸣(18ᮏ㒊)

N=273
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յ㜀ぴᡭẁ

、ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムから傷病者の医療情報等を確ㄆする方ἲは࢜

傷病者のマイナンバーカードをカードリーࢲーでㄞみ取る方ἲと、傷病者の㸲

情報㸦ྡ前、⏕年᭶᪥、性ู、ఫᡤ㸧を検⣴することにより取得する方ἲがあ

る。救急業務においては、傷病者のマイナンバーカードをカードリーࢲーでㄞ

み取る方ἲを想定しており、⣙㸵割の消防本部がチᐜできるとᅇ⟅している

㸦図⾲㸯㸫18㸧。

図表１－18 㜀ぴᡭẁ

նࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࢻ࣮࢝᥋⥆᪉ᘧ

傷病者のマイナンバーカードをカードリーࢲーでㄞみ取ることはチᐜでき

るとᅇ⟅した消防本部に対する調査では、とࢇどの消防本部が救急活動にᨭ

㞀のないようにすることをᮃࢇでおり、ከくの消防本部がࢺࢵࣞࣈࢱ➃ᮎにෆ

ⶶされている方がⰋいとのᅇ⟅であった㸦図⾲㸯㸫19㸧。

図表１－19 ᥋⥆᪉ᘧࡢ࣮ࢲ࣮ࣜࢻ࣮࢝

᭷⥺᥋⥆ࡣάືࡢ㑧㨱なࢀࡑ࠾ࡿ

がࠊࡵࡓࡿ࠶↓⥺᥋⥆ࡢ᪉が࠸ࡼ

13.3㸣(34ᮏ㒊)

↓⥺᥋⥆ࡣ᥋⥆が࠸ࡃࡲ࠺

なࢀࡑ࠾࠸がࠊࡵࡓࡿ࠶᭷⥺

᥋⥆ࡢ᪉が࠸ࡼ

1.2㸣(3ᮏ㒊)

ࡢࡿࡍ⌮⟶ู࡛ࢆ－ࢲ－ࣜࢻ࣮࢝

➃ࢺࢵࣞࣈࢱࠊࡵࡓࡿ࠶㈇ᢸ࡛ࡣ

ᮎ➼ෆⶶࡿ࠸࡚ࢀࡉ᪉がⰋ࠸

75.7㸣(193ᮏ㒊)

ୖグ࠸ࡼࡶ࡛ࢀࡢ

9.8㸣(25ᮏ㒊)

N=255

യ⪅ࢻ࣮࢝ࢆࢻ࣮࣮࢝ࣂࣥࢼ࣐ࡢ

ࡿࡁチᐜ࡛ࡣࡇࡿྲྀࡳㄞ࡛࣮ࢲ࣮ࣜ

35.3㸣(255ᮏ㒊)

യ⪅ࡢ㸲ሗࢆᡭඖࡢᶵჾ

ධຊࡣࡇࡿࡍチᐜ࡛ࡿࡁ

12.5㸣(90ᮏ㒊)

ࠊࡶࡾྲྀࡳㄞࡢ࡛࣮ࢲ࣮ࣜࢻ࣮࢝

ᡭඖࡢᶵჾࡢධຊࡶチᐜ࡛ࡿࡁ

35.5㸣(256ᮏ㒊)

ᡭඖࠊࡶࡾྲྀࡳㄞࡢ࡛࣮ࢲ࣮ࣜࢻ࣮࢝

࠸なࡁチᐜ࡛ࡶධຊࡢᶵჾࡢ

16.8㸣(121ᮏ㒊)

N=722
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マイナンバーカードを活用した救急業務のシステム構築にあたり、救急隊が活

用しやすい業務スキームや、࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムから取得できる医療

情報等の᭷用性について調査するとともに、₯ᅾ的なࢽーࢬを῝᥀りするため、

令和㸲年度実証実㦂実消防本部のうࡕ、㸲消防本部に対する⌧ᆅ調査㸦ࣄリ

ンࢢ調査㸧を実した㸦図⾲㸯㸫20㸧。なពぢについては௨下のとおり。

図表１－20 ┠㡯ࢢࣥࣜࣄ

ձ་⒪ሗ➼㜀ぴ࡚࠸ࡘ

・ṇ確な受デṔのᢕᥱはᦙ㏦先医療㛫の▷⦰につながる。

・傷病者が高齢者のሙ合、ṇ確な情報がᢕᥱできないࢣースがከいため、ṇ確

な医療情報等がᢕᥱできることは、病ែ㚷ูやᦙ㏦先医療機関の㑅定にかか

る㛫の▷⦰につながる。

・どのような⤒㐣をたどって今に⮳っているかがศかることで、傷病者の病ែ

ᢕᥱにつながり、ᦙ㏦先医療機関の㐃⤡がスムーࢬになる。

・㢮ఝした医療機関ྡがいくつもあるሙ合、口㢌による⫈取ではṇしい情報が

得られないこともあるため、ṇしい医療機関ྡがࢃかることは非ᖖに重要で

ある。

・救急用ࢧマリーとして医療情報等が集⣙されていることは、医療機関㑅定に

おいて重要である。

・傷病者本人、ᐙ᪘等関係者からṇ確な情報が⫈取できるሙ合は、⌧⾜のお⸆

手ᖒ等による運用の方が᪩い。

・よりከくの情報が取得できることによって、ᦙ㏦㐃⤡に医療機関ഃが必要

な情報を㉸える⠊ᅖで情報をồめてきたሙ合、⌧ሙᅾ㛫がᘏఙするᠱᛕ

がある。

・≉定デ情報はあまり参考にしなかった。
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ղᑟධᚋࡢᴗົࡢὶ࡚࠸ࡘࢀ

・目ど確ㄆをな確ㄆ手ẁとすることはᨭ㞀ない。

・ỗ用カードリーࢲーの方がいやすかった。

・㢦ㄆ証カードリーࢲーは業務ࣟࣇーが↹㞧であり、⫼ᬒによりㄆ証⋡がᝏく、

情報閲覧をㅉめるࢣースがあった。

・ᬯ証␒ྕ入ຊの機能は手ẁとしてあった方がよい。

・᧯作手順がከい。また、ࢱ࣎ンがᑠさく᧯作しにくい。

・指令センࢱーでྠព確ㄆを⾜うなど、ྠព確ㄆを᭱ึに⾜う方が業務ࣟࣇー

に合っている。

・ྠពに際して、⚟♴タ等⫋員も௦⌮人の⠊ᅖにྵめられるのであれࡤ、運

用を⾜いやすい。

・ㄆ▱ᝈ者などのሙ合もྠព取得要にできると運用を⾜いやすい。

ճࡢࡑࢬ࣮ࢽࡢ

・救急隊が収集した情報を全て医療機関とシステム上で㐃ᦠできると、ᦙ㏦

㛫の▷⦰につながる。

・医療情報等閲覧と᪤Ꮡ業務システムは、ྠに᧯作することもあり、ࣞࣈࢱ

。はศけた方が運用しやすいሙ合もあるࢺࢵ

・ᐙ᪘の㐃⤡先を取得したい。↓いことによって、受入がᣄྰされるሙ合もあ

る。

マイナンバーカードを活用した救急業務のシステム構築にあたり、救急隊が活

用しやすい業務スキームや、࢜ンࣛイン㈨᱁確ㄆ等システムから取得できる医療

情報等の᭷用性について調査するとともに、₯ᅾ的なࢽーࢬを῝᥀りするため、

令和㸲年度実証実㦂実消防本部のうࡕ、㸲消防本部に対する⌧ᆅ調査㸦ࣄリ

ンࢢ調査㸧を実した㸦図⾲㸯㸫20㸧。なពぢについては௨下のとおり。

図表１－20 ┠㡯ࢢࣥࣜࣄ

ձ་⒪ሗ➼㜀ぴ࡚࠸ࡘ

・ṇ確な受デṔのᢕᥱはᦙ㏦先医療㛫の▷⦰につながる。

・傷病者が高齢者のሙ合、ṇ確な情報がᢕᥱできないࢣースがከいため、ṇ確

な医療情報等がᢕᥱできることは、病ែ㚷ูやᦙ㏦先医療機関の㑅定にかか

る㛫の▷⦰につながる。

・どのような⤒㐣をたどって今に⮳っているかがศかることで、傷病者の病ែ

ᢕᥱにつながり、ᦙ㏦先医療機関の㐃⤡がスムーࢬになる。

・㢮ఝした医療機関ྡがいくつもあるሙ合、口㢌による⫈取ではṇしい情報が

得られないこともあるため、ṇしい医療機関ྡがࢃかることは非ᖖに重要で

ある。

・救急用ࢧマリーとして医療情報等が集⣙されていることは、医療機関㑅定に

おいて重要である。

・傷病者本人、ᐙ᪘等関係者からṇ確な情報が⫈取できるሙ合は、⌧⾜のお⸆

手ᖒ等による運用の方が᪩い。

・よりከくの情報が取得できることによって、ᦙ㏦㐃⤡に医療機関ഃが必要

な情報を㉸える⠊ᅖで情報をồめてきたሙ合、⌧ሙᅾ㛫がᘏఙするᠱᛕ

がある。

・≉定デ情報はあまり参考にしなかった。
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ࢪࢹ調査では、救急業務における医療情報等のࢢリンࣄ調査及びࢺーࢣン

の事業ຠᯝとして、ṇ確な情報の取得、救急活動の円滑化による救急隊員ࣝࢱ

化・┬ຊ化、医療機関㑅定等のุ᩿など、令和㸲年度実証実㦂の⤖ᯝから想定し

ていた事業ຠᯝがᨵめて確ㄆできた。一方で、≉定デ情報の᭷用性については

確ㄆできなかった㸦図⾲㸯㸫21㸧。

また、集⣙されたṇ確な医療情報等をᢕᥱできることで、情報⫈取㛫の▷⦰

につながるとのពぢがあるものの、᧯作手順のከさや機ჾの᧯作性がᝏいこと等

により、⤖ᯝとして⌧ሙᅾ㛫の▷⦰にはつながらなかった。

今年度検討してきたシステム要件等の整⌮により、システム実には᧯作性

に係るㄢ㢟はゎỴされることから、救急活動㛫の▷⦰ຠᯝもᮇᚅできると考え

る。しかし、⌧ᅾ検討しているෆᐜ௨እにも、⌧ሙの救急隊がồめる要ᮃはᵝࠎ

であり、令和６年度に全国的に実する実証事業の⤖ᯝも㋃まえつつ、今後も救

急隊が活用しやすいシステムの構築に向けて、消防本部のពぢもఛいながら検討

を進めていく必要がある。

図表１－21 ᐃࡿࢀࡉຠᯝ
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令和６年度は、救急隊が傷病者のマイナンバーカードを活用し、࢜ンࣛイン㈨

᱁確ㄆ等システムをして医療情報等を閲覧できるシステムの構築に向け、全国

のᖜᗈい消防本部の参画を得て、令和㸲年度の実証実㦂で᫂らかになったຠᯝや

ㄢ㢟をᫎした実証を⾜う。

令和㸲年度の実証実㦂においては、心⫵Ṇなどの⥭急度が高く一้をதうよ

うな事では、᪩ᮇに医療機関ᦙ㏦することを᭱ඃ先とする必要があり、医療

機関ᦙ㏦する㏵中に情報閲覧を⾜う方が傷病者にとっては᭷┈な活動である

とのពぢがあった。また、前㏙したࣄリンࢢ調査においては、マイナンバーカ

ードの᭷↓と本人ྠពの取得については、指令センࢱーで通報受に確ㄆした

方がよいとのពぢもあった。このことから、令和６年度に⾜う実証事業において

は、各消防本部が本システムを᭱㝈ຠᯝ的に活用できるよう運用要㡿を示すた

め、ࣘースࢣースをᢳฟし、活動ࣟࣇー図を作成するなど、運用の細部について

検討を進めていく。

また、令和５年度に検討したシステムの要件等を㋃まえ、システム実後を想

定したシ࣑ュࣞーシࣙンカ⦎を⾜い、情報⫈取に係る㛫の▷⦰や、システムの

᭷用性等について検証を⾜う。

なお、実証事業参加消防本部はබເし、ᥦฟされたᛂເ用⣬及びᆅᇦ≉性など

を総合的に຺した上でỴ定する。

ձᐇᮇ㛫

令和６年５᭶中᪪から各消防本部あたり㸰ࣨ᭶⛬度で実予定

ղᐇᾘ㜵ᮏ㒊

47消防本部⛬度㸦500隊⛬度㸧

ճᐇᡭ㡰

令和㸲年度の実証実㦂の手順をᇶ本とするが、システムの用者については

救急救ኈから救急隊員にᣑして実する。また、↹㞧であったྠពの取得

方ἲについては書㠃等によらࡎ口㢌ྠពとし、ព㆑がない傷病者など、ྠព取

得が困難なሙ合においても、本人のྠពなしで医療情報等を閲覧ྍ能とするな

ど、⌧Ⅼにおいてྍ能な⠊ᅖで実手順のぢ┤しを図ることとした。

まࡎ、⌧ሙ฿╔後、救急隊㛗は実証事業の実ྍྰをุ᩿する。傷病者の状

ែ等を確ㄆした⤖ᯝ、実が困難であるとุ᩿したሙ合は、࢜ンࣛイン㈨᱁確

ㄆ等システムにࢡセスすることなく、通ᖖどおりの方ἲで㑅定を⾜う。

ḟに、救急隊㛗が実ྍ能とุ᩿したሙ合、傷病者等にマイナンバーカード

のᡤᣢ及びᗣಖ㝤証用Ⓩ㘓の᭷↓を確ㄆする。ࡑの上で、ỗ用カードリー

ࢪࢹ調査では、救急業務における医療情報等のࢢリンࣄ調査及びࢺーࢣン

の事業ຠᯝとして、ṇ確な情報の取得、救急活動の円滑化による救急隊員ࣝࢱ

化・┬ຊ化、医療機関㑅定等のุ᩿など、令和㸲年度実証実㦂の⤖ᯝから想定し

ていた事業ຠᯝがᨵめて確ㄆできた。一方で、≉定デ情報の᭷用性については

確ㄆできなかった㸦図⾲㸯㸫21㸧。

また、集⣙されたṇ確な医療情報等をᢕᥱできることで、情報⫈取㛫の▷⦰

につながるとのពぢがあるものの、᧯作手順のከさや機ჾの᧯作性がᝏいこと等

により、⤖ᯝとして⌧ሙᅾ㛫の▷⦰にはつながらなかった。

今年度検討してきたシステム要件等の整⌮により、システム実には᧯作性

に係るㄢ㢟はゎỴされることから、救急活動㛫の▷⦰ຠᯝもᮇᚅできると考え

る。しかし、⌧ᅾ検討しているෆᐜ௨እにも、⌧ሙの救急隊がồめる要ᮃはᵝࠎ

であり、令和６年度に全国的に実する実証事業の⤖ᯝも㋃まえつつ、今後も救

急隊が活用しやすいシステムの構築に向けて、消防本部のពぢもఛいながら検討

を進めていく必要がある。

図表１－21 ᐃࡿࢀࡉຠᯝ
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ーにより目どによる本人確ㄆを⾜い、口㢌ㄝ᫂により傷病者本人に医療情報ࢲ

等の閲覧についてྠពを得る。

᭱⤊的に傷病者の本人ྠពまで得られたሙ合、ཪはព㆑がない傷病者など、

ྠព取得が困難なሙ合に、実救急隊はࢺࢵࣞࣈࢱ➃ᮎから࢜ンࣛイン㈨᱁確

ㄆ等システムにࢡセスし、傷病者の医療情報等を閲覧する㸦図⾲㸯㸫22、図

⾲㸯㸫23㸧。

図表１－22 ᐇドᴗࡢάືࢪ࣮࣓

図表１－23 ᩆᛴ㝲ࡢάືࢺ࣮ࣕࢳ࣮ࣟࣇ㸦ࢪ࣮࣓㸧
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մ㜀ぴ⏬㠃

救急隊が閲覧する画㠃は、令和㸲年度の実証実㦂とྠᵝに、࢜ンࣛイン㈨᱁

確ㄆ等システムから取得したࣞセࢺࣉ情報にᇶ࡙く医療情報等となる㸦図㸯㸫

24㸧。

図表１－24 ་⒪ሗ➼☜ㄆ⏬㠃ࢪ࣮࣓

ーにより目どによる本人確ㄆを⾜い、口㢌ㄝ᫂により傷病者本人に医療情報ࢲ

等の閲覧についてྠពを得る。

᭱⤊的に傷病者の本人ྠពまで得られたሙ合、ཪはព㆑がない傷病者など、

ྠព取得が困難なሙ合に、実救急隊はࢺࢵࣞࣈࢱ➃ᮎから࢜ンࣛイン㈨᱁確

ㄆ等システムにࢡセスし、傷病者の医療情報等を閲覧する㸦図⾲㸯㸫22、図

⾲㸯㸫23㸧。

図表１－22 ᐇドᴗࡢάືࢪ࣮࣓

図表１－23 ᩆᛴ㝲ࡢάືࢺ࣮ࣕࢳ࣮ࣟࣇ㸦ࢪ࣮࣓㸧
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յࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩカ⦎ࡢᐇ

本実証事業は、システム構築前に実するものであり、実際のシステム構築

後とは␗なるスキームで実することとなる。ࡑのため、今後のシステム運用

開ጞに向けて、システム運用開ጞ┤後から円滑な医療情報閲覧が実できるよ

う、今年度整⌮したシステム要件等の整⌮にᇶ࡙き、救急隊用の閲覧画㠃のࣔ

を作成し、傷病者本人のྠពの取得は口㢌で実するなど、想定さࣉࢵࢡࢵ

れる実手順によるシ࣑ュࣞーシࣙンカ⦎を⾜う予定である。

実証事業の⤖ᯝを㋃まえ、機能・非機能要件を整⌮し、システムのᇶ本タィを

確定さࡏるため、᮶年度もᘬき続き検討を⾜っていく。

セキュリティ対策について、令和５年度は、⬣ጾのὙいฟしを⾜ったところで

ある。今後、医療情報等のᭀ㟢のリスࢡ、医療情報等のࡡつ㐀のリスࢡ、Web

など、システムをᏳ全、Ᏻ定的に運用するため、必要ࢡリの用能のリスࣉ

な対策を検討していく㸦図⾲㸯㸫25㸧。なお、技術的な対策のみで全ての⬣ጾに

対ᢠできるಖ証はないため、運用⟶⌮による対策とのే用が重要である。

図表１－25 ࡋฟ࠸Ὑࡢࢡࢫࣜࢸࣜࣗ࢟ࢭ

消防本部のពぢをఛいながら、各消防本部が円滑に導入できるようにするため、

システムの導入手順及び実際の救急活動での活用手順等をまとめた導入手順書

を作成する必要がある。

今年度は「救急隊員が傷病者の医療情報等を閲覧する仕組みの骨子」を作成し

た。実際のシステム構築から運用に向けては、更に下グのようなㄢ㢟についてヲ
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細な検討を⾜い、救急隊が救急⌧ሙで活用しやすいシステムとなるよう検討を進

めていく必要がある㸦図⾲㸯㸫26㸧。

図表１－26 検討が必要な課題
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今後も、総人口に占める高齢者割合は更に増加し、情報収集が困難な傷病者が

増えることが予想され、病院前救護を担う救急隊の役割はより一層重要になるも

のと考えられる。このような状況下において、医療 DXをはじめとする先進的な技

術を取り入れることによって、救急活動の質の向上を図り、傷病者がより適切な

医療を受けられる環境を整備していくことは極めて重要である。

令和５年度は、救急業務のあり方に関する検討会やマイナンバーカードを活用

した救急業務の迅速化・円滑化に向けた調査研究を通じて、「救急隊員が傷病者の

医療情報等を閲覧する仕組みの骨子」を作成し、目指すべき方向性を示した。令

和６年度は、この仕組みを救急隊が実際の救急業務で活用できるよう、各消防本

部の参画を得て全国規模で実証的に事業を展開し、システム構築に向けた検討を

進めていくこととする。

また、令和５年度は、システム構築に係る要件等を中心に議論を進めてきたと

ころであるが、運用に向けては、システムの機能・非機能要件の確定、セキュリテ

ィ対策の確立、システム導入手順書の作成など、具体的なシステム要件及び運用

の細部について検討する必要があることから、令和６年度も救急業務のあり方に

関する検討委員会において議論を継続する予定である。
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部の参画を得て全国規模で実証的に事業を展開し、システム構築に向けた検討を

進めていくこととする。

また、令和５年度は、システム構築に係る要件等を中心に議論を進めてきたと

ころであるが、運用に向けては、システムの機能・非機能要件の確定、セキュリテ

ィ対策の確立、システム導入手順書の作成など、具体的なシステム要件及び運用

の細部について検討する必要があることから、令和６年度も救急業務のあり方に

関する検討委員会において議論を継続する予定である。

㸯 ⫼ᬒ࣭┠ⓗ

高齢化等にకう救急需要は増大の一㏵を㎺り、令和㸲年の救急出動௳ᩘは⣙ 723

௳となり、過ཤ᭱多を᭦᪂した。さらに、⌧ሙ฿着所要時㛫は⣙ 10.3分（๓年

⣙ 9.4分）、病院฿着所要時㛫は⣙ 47.2分（๓年⣙ 42.8分）とᘏఙを続けている。

また、救急搬送ᅔ㞴事の増加については、119番通報の契機となる救急需要の増

大に加えて、医療機関の受入体制もཝしい≧ἣにあるとともに、入院患者の急ᛶ

ᮇ௨㝆の医療ᥦ౪等を担う施設への転院及び退院（いわゆる医療の「出口問題」）

についても解Ỵすべきㄢ題があることが♧၀される。

こうした社会背景がある中、⥲ົ省消防ᗇでは平成 17年度に「救急需要対策

に関する検討会」を❧ୖࡕげ、救急需要対策についてໟᣓ的な議論を開始した。

᪂たな視点に❧った対策の一つにᥦゝされた「緊急度判定体系」は、緊急ᛶの高

い傷病者を☜実に㑅定し、┤ࡕに適切な医療機関へ搬送することを┠的として構

築が進み、適切な社会的サービス等に振り分ける機能もᮇᚅされるものである。

さらに、救急Ᏻᚰセンࢱー事業（7119ݡ）の全国ᒎ開、救急㌴用࣐ニࣗアル・

救急受診࢞イド、普及ၨ発コンテンࢶの作成等により救急㌴の適時・適切な用

（適ṇ用）も᥎進されてきた。

しかし、᪂ᆺコロナ࢘イルスឤᰁ症のὶ行では、「救急ひっ迫」により救える

はずの命が救えない事ែがᠱᛕされた。あらゆる社会ࢩステ࣒にᮍ᭯有の影響を

えたコロナ禍において、消防機関、医療機関、保健所等の関係機関を含めて業

ົはひっ迫し、あらゆる 119番通報に応えて社会のセーフティネットとして機能

をᯝたしてきた救急㈨源に過大な負Ⲵがかかったとゝわࡊるをᚓない。≉に、本

᮶は救急௨外の社会㈨源による対応が望ましい軽症の᪂ᆺコロナ㝧ᛶ者やప緊

急・非緊急の傷病者による 119番通報が急増し、大きな負担であったとの⌧ሙか

らのᣦもあった。ᚑ᮶、消防機関は 119番通報を受㟁すれば救急搬送を行うこ

とをཎ๎にά動しており、ప緊急・非緊急まで☜実に㑅定する体制、ప緊急・非

緊急に対する救急搬送௨外の㑅ᢥ⫥が༑分であることが全国的な実として᫂

らかとなるとともに、消防௨外の社会㈨源（㟁ヰ┦ㄯ❆口、௦᭰⛣動手ẁ、関係

機関との連携等）も充実さࡏる必要ᛶがこれまで௨ୖに高まっている。

௨ୖの問題意識を踏まえ、救急需要の適ṇ化等に関する検討にあたっては、救

急需要のᢚ制策、搬送手ẁ及び受入医療機関の体制強化、これらを繋ࡄ緊急度判

定によるトࣜアーࢪの体制強化、さらには国民理解のಁ進な社会基盤の整備に

ついて、⥲ྜ的に検討する必要がある。

イルスのឤᰁᣑ大による救࢘の㊊かりとして、まずは本年度、᪂ᆺコロナࡑ

急ひっ迫時に行われた対応に↔点をᙜてて検討する。
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㸰 ⥭ᛴᗘุᐃయ⣔ࡢᇶᮏ▱㆑

令和㸳年度の救急需要の適ṇ化等に関する検討の๓ᥦとして、緊急度判定体系

の検討経緯等について☜ㄆする。

⦌⤒ウ᳨ࡢま࡛ࢀࡇ

⥲ົ省消防ᗇでは平成 17年度に「救急需要対策に関する検討会」を❧ୖࡕげ、

救急需要対策についてໟᣓ的な議論を開始した。᪂たな視点に❧った対策の㸯つ

にᥦされた「119番受ಙ時等における緊急度・重症度の㑅 （ูトࣜアーࢪ）」は、

平成 18 年度に「救急業ົにおけるトࣜアーࢪに関する検討会」でල体的な検討

が始まり、平成 21年度までの㛫、「119番通報時」及び「救急⌧ሙ」における緊

急度・重症度の㑅ูについて検討を行った。

平成 22 年度には、ᐙᗞでの⮬ᕫ判᩿ࢶールとして「救急㌴用࣐ニࣗアル」

を作成し、ఫ民に対する緊急度判定体系のᴫᛕの普及を᥎進した。

さらに、平成 25 年度௨㝆、「緊急度判定プロトコル Ver.1」を策定したか、

緊急度判定体系の普及ၨ発に関するコンテンࢶの作成や、ఫ民が緊急度判定を行

えるようなᨭࢶールの作成等を行ってきた。

平成 29 年度から令和ඖ年度は、全消防本部に対する緊急度判定の実施≧ἣの

実ែㄪᰝ、ࣔࢹル地域における実施・検ドにより、緊急度判定のᑟ入及び㐠用手

引᭩及び緊急度判定 PR࣌ーࣃーを作成し、普及をᅗってきた。

┠ⓗࠊ⥭ᛴᗘࡢ㢮ᆺࠊཬࡧయീ

緊急度判定体系は、救急需要と౪⤥のᆒ⾮が生じる≧ἣでも、救急医療を必

要とするேが、「㡰番」のために㐜れることなく、緊急ᛶの高い傷病者を☜実に

㑅定し、┤ࡕに適切な医療機関へ搬送することを┠的としており、適切な社会的

サービス等に振り分ける機能もᮇᚅされるものである。

「緊急度」は、㸱ẁ㝵にⰍ分けして㢮ᆺ化され、緊急ᛶが高い㡰から「㉥（緊

急）Ѝ㯤（準緊急）Ѝ⥳（ప緊急）」、医療を必要としない≧ែは 「ⓑ（非緊急）」

を基本とし、各ẁ㝵の定⩏は、緊急度判定の基本的なᣦ㔪である「緊急度判定プ

ロトコル」において医Ꮫ的ほ点に基づきල体化されている（ᅗ⾲㸰㸫㸯）。

なお、「救急業ົ」の要௳にある「緊急ᛶ」のᣦᶆとしてά用されているが、

。の定⩏にཝᐦな時㛫的基準までは含まれていないࡑ
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ᅗ⾲㸰㸫㸯 ⥭ᛴᗘとࡢࡑᐃ⩏

傷病者が医療機関へ救急搬送されるまでの㛫、緊急度判定のうࡕ㸰ẁ㝵（119

番通報、救急⌧ሙ）は消防機関が┤᥋関しており、これまで各ẁ㝵ࡈとに開発

されたプロトコルは᭱᪂∧ Ver.3を消防ᗇからᥦ౪している。

緊急度判定後の㐠用としては、高緊急に対する救急搬送体制（PA連携、ドࢱࢡ

ー࢝ー要ㄳ等）等の㑅ᢥ、ప緊急・非緊急に対する救急搬送௨外（㟁ヰ┦ㄯ、患

者等搬送事業者のෆ等）の㑅ᢥがあり、これまでに高緊急に対する㐠用が重点

的に強化されてきた（ᅗ⾲㸰㸫㸰）。

ᅗ⾲㸰㸫㸰 ⥭ᛴᗘุᐃయ⣔ࡢయീ

ͤᖹᡂ 28ᖺᗘ救急ᴗົ䛾䛒䜚᪉䛻㛵䛩䜛᳨ウ会報告᭩䜘䜚ᢤ⢋ᨵኚ䠄ᙜึᐃᅗ䠅

ᾘ㜵ᶵ㛵䛜┤᥋㛵

㸦ὀ 1㸧⥭ᛴᗘุᐃࣝࢥࢺࣟࣉ Ver.3ࠕᩆᛴ⌧ሙࠖࡾࡼᘬ⏝ࠋప⥭ᛴࠕࡣᐙᗞ⮬ᕫุ᩿ࠖࡢ⾲グᇶ࡙ࠋࡃ

㸦ὀ 2㸧ẁ㝵ࠊ࡚ࡗࡼ⥭ᛴᗘࡢヲ⣽ࠊ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࣈࢧ࡞Ⰽศࡀࡅⱝᖸ␗ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞
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えるようなᨭࢶールの作成等を行ってきた。

平成 29 年度から令和ඖ年度は、全消防本部に対する緊急度判定の実施≧ἣの

実ែㄪᰝ、ࣔࢹル地域における実施・検ドにより、緊急度判定のᑟ入及び㐠用手

引᭩及び緊急度判定 PR࣌ーࣃーを作成し、普及をᅗってきた。

┠ⓗࠊ⥭ᛴᗘࡢ㢮ᆺࠊཬࡧయീ

緊急度判定体系は、救急需要と౪⤥のᆒ⾮が生じる≧ἣでも、救急医療を必

要とするேが、「㡰番」のために㐜れることなく、緊急ᛶの高い傷病者を☜実に

㑅定し、┤ࡕに適切な医療機関へ搬送することを┠的としており、適切な社会的

サービス等に振り分ける機能もᮇᚅされるものである。

「緊急度」は、㸱ẁ㝵にⰍ分けして㢮ᆺ化され、緊急ᛶが高い㡰から「㉥（緊

急）Ѝ㯤（準緊急）Ѝ⥳（ప緊急）」、医療を必要としない≧ែは 「ⓑ（非緊急）」

を基本とし、各ẁ㝵の定⩏は、緊急度判定の基本的なᣦ㔪である「緊急度判定プ

ロトコル」において医Ꮫ的ほ点に基づきල体化されている（ᅗ⾲㸰㸫㸯）。

なお、「救急業ົ」の要௳にある「緊急ᛶ」のᣦᶆとしてά用されているが、

。の定⩏にཝᐦな時㛫的基準までは含まれていないࡑ



4342

㸱 ௧㸳ᖺᗘの検討᪉㔪

๓㏙のとおり、ቑຍする救急㟂要への対応⟇を検討するにあたっては、救急㟂

要対⟇、搬送・受入体制のᙉ化、これらを⧅ࡄ⥭急度ุ定にࡼるトࣜーࢪの体

制ᙉ化、さらにはᅜẸ理ゎな♫会基┙の整備について⥲合的に検討するᚲ要が

ある。

このうࡕ、⥭急度ุ定にࡼるトࣜーࢪについて、現状においては、㧗⥭急に

対する運用が㔜点的にᙉ化されてきたとこࢁである。しかしながら、新ᆺコロࢼ

ルスのឤᰁᣑ時においては、ᾘ㜵機関・医療機関等において救急搬送体制࢘

と受入体制がࡦっ㏕する୰、⥭急度ุ定の⤖ᯝに基࡙きฟ動ᣦ令をฟさࡎに留め

ておࡃฟ動ಖ留が行ࢃれたᾘ㜵本㒊ࡶあったが、ከࡃの課題がᣦされた。

こうしたことを踏まえ、本年度は、救急㟂要の適ṇ化等に関する検討࣡ー࢟ン

における現場の実情に↔点を当てた検討⚝ࢼは、コロࡎループをタ置し、まࢢࢢ

を行った（４ࠕ コロࢼ⚝における救急搬送の実情及び課題 ）ࠖ。

さらに、コロࢼ⚝の⤒㦂を踏まえ、┤ࡕにྲྀり⤌める対⟇を⤂した。（ࠕ㸳 救

急隊運用の事⤂ て、救急㟂要のቑຍへの対応⟇に関する今ᚋの⥲合的ࡏేࠖ（

な検討にྥけ、ᖜᗈࡃ課題を㆟ㄽし、整理した（ࠕ㸴 今ᚋさらに㆟ㄽがᚲ要な課

題 ）ࠖ（図表２－㸱、図表２－４）。

図表２－㸱 ௧㸳ᖺᗘのྲྀ⤌᪉㔪

図表２－４ ௧㸳ᖺᗘの検討事項
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㸲 ㄢ㢟ࡧᐇཬࡢᩆᛴᦙ㏦ࡿࡅ࠾⚝ࢼࣟࢥ

消防ᗇにおいて、平時とコロナ禍における消防機関の緊急度判定の実施≧ἣ

について、「119番通報時」と「救急⌧ሙ」に分けて⪺き取りを行った（ᅗ⾲㸰

㸫㸳、ᅗ⾲㸰㸫６）。

「119番通報時」におけるᣦ令センࢱーによる緊急度判定について、平時にお

いては、緊急度判定の⤖ᯝは、᭱適な救急搬送体制（PA連携、ドࢱࢡー࢝ー要

ㄳ等）の㑅ᢥにά用され、通ಙᣦ令ဨの判᩿による出動ඃ先㡰け等は行わ

れないケースが多い。一方、コロナ禍においては、緊急度判定の⤖ᯝに基づき、

出動ᣦ令を出さずに␃めておく出動保␃が行われた消防本部があった。

「救急⌧ሙ」における救急㝲による緊急度判定について、平時においては、緊

急度に応じた救急ά動（ほᐹ・ฎ⨨、医療機関㑅定、部㝲⿵強等）にά用され、

救急㝲の判᩿による搬送等は行われないケースが多い。一方、コロナ禍にお

いては、᪂ᆺコロナ࢘イルスឤᰁ症がわれる傷病者は、救急㝲から保健所に

対応を引き⥅いで⮬宅療養等が行われ、⤖ᯝとして搬送となるሙྜがあった。

この⤖ᯝを考ᐹするに、各消防本部の救急㝲は、㎿㏿な出動、搬送を基本に

ά動していることから、「119番通報時」に緊急度がపいと判᩿された事であ

っても出動の判᩿をすることは㞴しいが、コロナ禍により救急需要がᴟ➃に

増加し、ฎ理能ຊを大幅にୖᅇったሙྜには、出動保␃、出動㡰け等を実

施したものと考えられる。

また、「救急⌧ሙ」において、救急㝲が、௦᭰⛣動手ẁのෆ、⮬ຊ受診のಁ

し等を行ったとしても⣡ᚓされないሙྜも多く、搬送とすることはᴟめて㞴

しい。しかしながら、コロナ禍においては、保健所や都道府県入院ㄪ整本部等

と救急㝲が連携することで、救急要ㄳしたコロナ㝧ᛶ者を搬送とすることが

ྍ能であったと考えられる。

なお、「119番通報時」の緊急度判定は、ప緊急まで高⢭度な判定を行うと通

ಙᣦ令ဨの労ົ負Ⲵが大きいため、平時より実施しているものの、コロナ禍に

おいて 119 番通報が急⃭に増加したことにより、ࡴしろ高緊急の判定に㝈定す

るな㐠用を⦰ᑠするሙྜもあった。このことからも、㎿㏿な対応が行える⡆

⣲な組みを検討することも必要と考えられる。

㸱 ௧㸳ᖺᗘの検討᪉㔪

๓㏙のとおり、ቑຍする救急㟂要への対応⟇を検討するにあたっては、救急㟂

要対⟇、搬送・受入体制のᙉ化、これらを⧅ࡄ⥭急度ุ定にࡼるトࣜーࢪの体

制ᙉ化、さらにはᅜẸ理ゎな♫会基┙の整備について⥲合的に検討するᚲ要が

ある。

このうࡕ、⥭急度ุ定にࡼるトࣜーࢪについて、現状においては、㧗⥭急に

対する運用が㔜点的にᙉ化されてきたとこࢁである。しかしながら、新ᆺコロࢼ

ルスのឤᰁᣑ時においては、ᾘ㜵機関・医療機関等において救急搬送体制࢘

と受入体制がࡦっ㏕する୰、⥭急度ุ定の⤖ᯝに基࡙きฟ動ᣦ令をฟさࡎに留め

ておࡃฟ動ಖ留が行ࢃれたᾘ㜵本㒊ࡶあったが、ከࡃの課題がᣦされた。

こうしたことを踏まえ、本年度は、救急㟂要の適ṇ化等に関する検討࣡ー࢟ン

における現場の実情に↔点を当てた検討⚝ࢼは、コロࡎループをタ置し、まࢢࢢ

を行った（４ࠕ コロࢼ⚝における救急搬送の実情及び課題 ）ࠖ。

さらに、コロࢼ⚝の⤒㦂を踏まえ、┤ࡕにྲྀり⤌める対⟇を⤂した。（ࠕ㸳 救

急隊運用の事⤂ て、救急㟂要のቑຍへの対応⟇に関する今ᚋの⥲合的ࡏేࠖ（

な検討にྥけ、ᖜᗈࡃ課題を㆟ㄽし、整理した（ࠕ㸴 今ᚋさらに㆟ㄽがᚲ要な課

題 ）ࠖ（図表２－㸱、図表２－４）。

図表２－㸱 ௧㸳ᖺᗘのྲྀ⤌᪉㔪

図表２－４ ௧㸳ᖺᗘの検討事項
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㸦ཧ⪃㸯㸧ᾘ㜵ᶵ㛵ࡢලయⓗ࡞ពぢ୍ぴ

ᅗ⾲㸰㸫㸳 ពぢࡿࡍ㛵㏻ሗࠖ␒119ࠕ

ᅗ⾲㸰㸫㸴 ពぢࡿࡍ㛵ᩆᛴ⌧ሙࠖࠕ
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㸦ཧ⪃㸰㸧119ࠕ␒㏻ሗ ẚ㍑ࡢᑐᛂࡢᩆᛴ⌧ሙࠖࠕࠊࠖ

緊急度判定は、各ẁ㝵とも共通の┠的があるが、対㇟者、関係機関の連携等

┦㐪点がある。「119 番通報時」は消防機関による対応が基本であるが、≉に

「救急⌧ሙ」においては関係機関と連携した搬送先㑅定も重要である（ᅗ⾲㸰

㸫㸵）。

㐃ᦠࡢ㛵ಀᶵ㛵とࡿࡅ࠾⚝ࢼࣟࢥ 㹼ಖᡤ➼とࡢẚ㍑㹼

保健所等の関係機関やឤᰁ症対策に係るᑓ㛛▱識を持つ医師・┳ㆤ師等は、

都道府県入院ㄪ整本部等の枠組みの中で連携してコロナ対応を行った。≉に「救

急⌧ሙ」では消防機関も連携しながらコロナ㝧ᛶ者の救急搬送を実施したが、

保健所の対応の基♏となる制度、考え方、実について、救急㝲とのẚ㍑等に

より検討した。

ձ ᙺと࣒ࢸࢫࢩ

救命⋡や社会ᖐ⋡の向ୖを᭱⤊┠ᶆとし、ࡑれࡒれ┦に関連する「重症

度」、「緊急度」の考え方を基本にά動するため、≉にコロナ対応ではᐦな連携

が重要であった（ᅗ⾲㸰㸫８）。

ᅗ⾲㸰㸫７ ㏻ሗ␒119ࠕ ẚ㍑ࡢᑐᛂࡿࡅ࠾ᩆᛴ⌧ሙࠖࠕࠊࠖ

㸦ཧ⪃㸯㸧ᾘ㜵ᶵ㛵ࡢලయⓗ࡞ពぢ୍ぴ

ᅗ⾲㸰㸫㸳 ពぢࡿࡍ㛵㏻ሗࠖ␒119ࠕ

ᅗ⾲㸰㸫㸴 ពぢࡿࡍ㛵ᩆᛴ⌧ሙࠖࠕ
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ղ ಖᡤ➼と㐃ᦠࢼࣟࢥࡓࡋ㝧ᛶ⪅ࡢᑐᛂ

「緊急度」は、時㛫経過が生命の༴㝤ᛶをᕥྑする程度のことをいい、「重症

度」と␗なり時㛫の経過による症≧の変化の度ྜいに着┠したᴫᛕである（ᅗ⾲

㸰㸫㸷）。

保健所は、ឤᰁ症ἲに基づく対応を行い、健ᗣほᐹの実施を๓ᥦに、コロナ㝧

ᛶ者の⮬宅療養等が行われた。救急㝲は、時㛫的制⣙の大きい高緊急への重点的

な対応を行い、救急要ㄳに対する㏿やかな救急出動をཎ๎とするが、⤖ᯝとして

搬送となるሙྜがあった（ᅗ⾲㸰㸫10）。

出典：

日本臨床救急医学会雑誌

委員会報告

ᅗ⾲㸰㸫㸶 ಖᡤࡢධ㝔ㄪᩚࠊᩆᛴ㝲ࡢᦙ㏦ඛㄪᩚࡢẚ㍑

ᅗ⾲㸰㸫10 㔜ᗘࠕ ⾲ẚ㍑ࡢᑐᛂࡓࡌᛂᛴᗘࠖ⥭ࠕࠊࠖ

ᅗ⾲㸰㸫㸷 ᴫᛕࡢᛴᗘࠖ⥭ࠕ

ͤ㸯 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㏦༠ຊ⛣ࡀᾘ㜵ᶵ㛵ࡣឤᰁᣑࠊ࡚ࡋ㛵㏦⛣ࡿࡼಖᡤࡢ⪅㝧ᛶࢼࣟࢥ

ͤ㸰 ᖹ࡞⛥ࡣᴗົ࡛࡚࠸࠾⚝ࢼࣟࢥࠊࡾ࠶ධ㝔ᇶ‽ࠊ⒪㣴ඛ࣭ධ㝔ඛࡢỴᐃ᪉ἲࠊࡣ㒔㐨ᗓ┴ཬࡧ

ྛᆅᇦ࡛༑ศ࡞㆟ㄽࢆ⤒࡚㐠⏝ࠋࡓࢀࡉ
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ճ ᆅᇦࡿࡅ࠾ㄪᩚ࣮ࣝࣝࡢ㔜せᛶ

᪂ᆺコロナ࢘イルスは、変␗ᰴの出⌧によりឤᰁᛶ・病ཎᛶ等が大きく変化

し、重症化ࣜスࢡの判᩿基準、入院基準も㢖⦾な変᭦が必要であった。

ឤᰁ者の療養✀ูの判᩿と入院ㄪ整は、地域・時ᮇに応じて都道府県入院ㄪ

整本部、保健所、医療機関等の体によってᰂ㌾に対応された。病≧のࣜスࢡ

等に係る医Ꮫ的ほ点に加えて、地域の医療ᥦ౪体制も含めた⥲ྜ的判᩿が必要

であり、ឤᰁ症ἲに基づく保健所のᶒ㝈と、⮫ᗋ⌧ሙの医師・┳ㆤ師等のᢏ㔞

に基づく判᩿を行うには、各地域で༑分な議論を経て策定されたㄪ整ルールが

重要であった。

同様に、救急㝲の搬送先ㄪ整においても、平時から分野が␗なる他機関と連

携するため、あらかじめ地域の実に応じて定めたプロトコル等のルールに基

づく意ᛮỴ定が重要である。

մ 㛵ಀᶵ㛵とࡢሗ㐃ᦠࡢ㔜せᛶ

コロナ禍において、都道府県等は、都道府県入院ㄪ整本部等において医療機

関の✵ᗋ≧ἣの報㞟⣙等を行った。一方で、患者ࡈとの病≧ᢕᥱ及びトࣜア

ーࢪ、入院適応の判᩿は、平時には基本的に医療機関が行うものである。消防

機関は、࣓ࢹィ࢝ルコントロール体制に基づき救急ά動を行うが、救急ひっ迫

時に救急搬送ᅔ㞴事が増加したことで、G-MIS 等をά用して医療機関の✵ᗋ

報をᢕᥱし、な救急ά動にດめる地域もあった。

このように平時からᯝたすᙺに㐪いがある関係機関が、≉にコロナ禍におい

てな連携及び入院ㄪ整を行うには、㎿㏿かつ的☜な報連携が重要であった。

救急㝲の搬送先ㄪ整においても、平時から同様のことがゝえる。

ཧ⪃とࡿ࡞㛵㐃ሗ

この㡯の᭱後に、コロナ禍における救急搬送の実及びㄢ題を検討するにあ

たり、ཧ考となる関連報をᥖ㍕する。

ձ ྛᾘ㜵ᮏ㒊ࡿࡅ࠾⥭ᛴᗘุᐃᚋࡢ㐠⏝≧ἣ㸦ᅜࢺ࣮ࢣࣥ㸧

    全国 722消防本部における緊急度判定の実施≧ἣ、≉にప緊急・非緊急に対

する判定後の㐠用をᢕᥱするためアンケートㄪᰝを実施した。

㸺ㄪᰝᴫせ㸼

࣭ㄪ ᰝ ྡ㸸ࠕᩆᛴᩆయไᩚࡢഛ࣭ᐇ㛵ࡿࡍㄪᰝࠖཬ࣮ࣟࢺࣥࢥࣝ࢝ࢹ࣓ࠕࡧ

ࣝయไ➼ࡢᐇែ㛵ࡿࡍㄪᰝࠖ

࣭ㄪᰝᑐ㇟㸸722ᾘ㜵ᮏ㒊

࣭ㄪᰝ᪉ἲ㸸Webࢺ࣮ࢣࣥ

࣭ㄪᰝᮇ㛫㸸௧㸳ᖺ㸶᭶ 15᪥㹼㸷᭶㸶᪥㸦ᇶ‽᪥㸸௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥㸧

࣭ᅇ  ⋡㸸100㸣

ղ ಖᡤ➼と㐃ᦠࢼࣟࢥࡓࡋ㝧ᛶ⪅ࡢᑐᛂ

「緊急度」は、時㛫経過が生命の༴㝤ᛶをᕥྑする程度のことをいい、「重症

度」と␗なり時㛫の経過による症≧の変化の度ྜいに着┠したᴫᛕである（ᅗ⾲

㸰㸫㸷）。

保健所は、ឤᰁ症ἲに基づく対応を行い、健ᗣほᐹの実施を๓ᥦに、コロナ㝧

ᛶ者の⮬宅療養等が行われた。救急㝲は、時㛫的制⣙の大きい高緊急への重点的

な対応を行い、救急要ㄳに対する㏿やかな救急出動をཎ๎とするが、⤖ᯝとして

搬送となるሙྜがあった（ᅗ⾲㸰㸫10）。

出典：

日本臨床救急医学会雑誌

委員会報告

ᅗ⾲㸰㸫㸶 ಖᡤࡢධ㝔ㄪᩚࠊᩆᛴ㝲ࡢᦙ㏦ඛㄪᩚࡢẚ㍑

ᅗ⾲㸰㸫10 㔜ᗘࠕ ⾲ẚ㍑ࡢᑐᛂࡓࡌᛂᛴᗘࠖ⥭ࠕࠊࠖ

ᅗ⾲㸰㸫㸷 ᴫᛕࡢᛴᗘࠖ⥭ࠕ

ͤ㸯 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㏦༠ຊ⛣ࡀᾘ㜵ᶵ㛵ࡣឤᰁᣑࠊ࡚ࡋ㛵㏦⛣ࡿࡼಖᡤࡢ⪅㝧ᛶࢼࣟࢥ

ͤ㸰 ᖹ࡞⛥ࡣᴗົ࡛࡚࠸࠾⚝ࢼࣟࢥࠊࡾ࠶ධ㝔ᇶ‽ࠊ⒪㣴ඛ࣭ධ㝔ඛࡢỴᐃ᪉ἲࠊࡣ㒔㐨ᗓ┴ཬࡧ

ྛᆅᇦ࡛༑ศ࡞㆟ㄽࢆ⤒࡚㐠⏝ࠋࡓࢀࡉ
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すべての事で実施している

75.7㸣(289本部)

基本的には実施しているが、救急需要が

消防ຊをୖᅇることが見㎸まれる時のみ

実施ࡏず

5.5㸣(21本部)

基本的には実施しているが、救急需要が

消防ຊをୖᅇることが見㎸まれる時のみ、

高緊急のみをᢳ出できるよう実施している

4.2㸣(21本部)

基本的には実施していないが、

救急需要が消防ຊをୖᅇることが見

㎸まれる時のみ実施している

14.7㸣(56本部)

ᅗ⾲㸰㸫11 119␒㏻ሗࡢ⥭ᛴᗘุᐃࢆᐇࡿ࠸࡚ࡋሙྜࡢᐇ≧ἣ

N=382
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5.9
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ᅗ⾲㸰㸫12 ࠊࡢሙྜࠖࡿ࠸࡚ࡋ࡛ᐇࡢ࡚ࡍࠕ

119␒㏻ሗ࡛ࡢ⥭ᛴᗘุᐃᚋࡢ㐠⏝

N=289

ධ㟁㡰࡛ࠊࡃ࡞ࡣฟሙᣦ௧ࡢ㡰␒ࢆධࡿ࠼᭰ࢀ

(n=60)

⌧ሙࡢࡽ㊥㞳㡰࡛ࠊࡃ࡞ࡣฟሙᩆᛴ㝲ࢆ㑅ᢥࡿࡍ

(n=28)

ᩆᛴ㝲௨እࡢ㒊㝲ࢆቑᙉࡿࡍ㸦㸸PA㐃ᦠࠊ

せㄳ➼㸧(n=273)࣮࣮࢝ࢱࢡࢻ

ᩆᛴ㝲௨እࡢ㒊㝲ࡢࡳࡢฟሙᣦ௧ࢆฟࡍ

㸦㸸ᾘ㜵㝲㸯㝲ࡢࡳࡢฟሙ➼㸧(n=38)

㟁ヰ┦ㄯ❆ཱྀ㸦㸸㸡7119 ➼㸧ࢆෆࡿࡍ(n=51)

௦᭰ⓗ࡞⛣ືᡭẁ㸦㸸Ẹ㛫ᩆᛴࠊ

ㆤ࣮ࢩࢡࢱ➼㸧ࢆෆࡿࡍ(n=35)

(n=53)ࡿࡍෆࢆㄯ࣭ཷデ┦ࡢ➼་ࡅࡘࡾ

ฟሙ㸦ฟሙᣦ௧ࢆฟࡎࡉ㸧(n=13)

(n=17)ࡢࡑ

ࠝ119␒㏻ሗࠞ

「119番通報時」の緊急度判定は全国で⣙㸳の消防本部で実施されていた。

緊急度判定後の㐠用として、「入㟁㡰ではなく、出ሙᣦ令の㡰番を入れ᭰える」、

「⌧ሙからの㊥㞳㡰ではなく、出ሙ救急㝲を㑅ᢥする」を実施している本部

はᑡなかった。

なお、「㟁ヰ┦ㄯ❆口をෆする」、「௦᭰的な⛣動手ẁをෆする」、「かか

りつけ医等への┦ㄯ・受診をෆする」、「出ሙ」等を実施するᑡᩘの本部に

㏣加ㄪᰝを行ったが、通報者・傷病者等のᕼ望・同意、ప緊急であることの☜

ㄆが実施する๓ᥦであり、㐠用実⦼は㝈定的であった（ᅗ⾲㸰㸫11、ᅗ⾲㸰㸫

12）。
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すべての事で実施している

93.6㸣(442本部)

基本的には実施しているが、救急需

要が消防ຊをୖᅇることが見㎸まれ

る時のみ実施ࡏず

1.7㸣(8本部)

基本的には実施しているが、救急

需要が消防ຊをୖᅇることが見㎸

まれる時のみ、高緊急をᢳ出でき

るよう実施している

2.1㸣(10本部)

基本的には実施していないが、救急需

要が消防ຊをୖᅇることが見㎸まれる

時のみ実施している

2.5㸣(12本部)

N=472
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N=422

άື᪉㔪㸦㸸᪩ᮇ㌴ෆᐜ➼㸧ࡢỴᐃ(n=390)

་⒪ᶵ㛵ࡢ㑅ᐃ(n=420)

ᩆᛴ㝲௨እࡢ㒊㝲ࡢቑᙉ㸦㸸PA 㐃ᦠࠊ

せㄳ➼㸧(n=342)࣮࣮࢝ࢱࢡࢻ

௦᭰ⓗ࡞⛣ືᡭẁ㸦㸸Ẹ㛫ᩆᛴࠊ

ㆤ࣮ࢩࢡࢱ➼㸧ࡢෆ(n=40)

ᦙ㏦ࡢỴᐃ(n=161)

(n=4)ࡢࡑ

ࠝᩆᛴ⌧ሙࠞ

「救急⌧ሙ」の緊急度判定は、全国で⣙㸵の消防本部で実施されていた。

緊急度判定後の㐠用として、「௦᭰的な⛣動手ẁをෆする」、「搬送のỴ定」

を実施する本部はᑡなかった。「࢙ࢳッࢩࢡートにより基準に๎って実施する」

本部もあったが、≉に搬送先医療機関がỴまらない≧ἣで、⮬ຊ受診のᕼ望

が♧され、緊急ᛶの判᩿を踏まえて救急搬送௨外の㑅ᢥ⫥をෆしたୖで、

ᕼ望・同意を᭱⤊☜ㄆしたሙྜに実施されており、㐠用実⦼は㝈定的であっ

た（ᅗ⾲㸰㸫13、ᅗ⾲㸰㸫14）。

搬送を行わない理⏤としては、基準により年齢・᪤ 症等で一ᚊ㝖外さ

れる、ㄝ᫂に時㛫がかかり⌧ሙ在時㛫の▷⦰に繋がらない、救急搬送のᕼ

望者からはࡑもࡑも同意をᚓるのがᅔ㞴等がᣲげられた。

ᅗ⾲㸰㸫13 ᩆᛴ⌧ሙ࡛ࡢ⥭ᛴᗘุᐃࢆᐇࡿ࠸࡚ࡋሙྜࡢᐇ≧ἣ

ᅗ⾲㸰㸫14 ⏝㐠ࡢᛴᗘุᐃᚋ⥭ࡢᩆᛴ⌧ሙ࡛ࠊࡢሙྜࠖࡿ࠸࡚ࡋ࡛ᐇࡢ࡚ࡍࠕ

すべての事で実施している

75.7㸣(289本部)

基本的には実施しているが、救急需要が

消防ຊをୖᅇることが見㎸まれる時のみ

実施ࡏず

5.5㸣(21本部)

基本的には実施しているが、救急需要が

消防ຊをୖᅇることが見㎸まれる時のみ、

高緊急のみをᢳ出できるよう実施している

4.2㸣(21本部)

基本的には実施していないが、

救急需要が消防ຊをୖᅇることが見

㎸まれる時のみ実施している

14.7㸣(56本部)

ᅗ⾲㸰㸫11 119␒㏻ሗࡢ⥭ᛴᗘุᐃࢆᐇࡿ࠸࡚ࡋሙྜࡢᐇ≧ἣ

N=382

20.8

9.7

94.5

13.1

17.6

12.1

18.3

4.5

5.9

 0�  20�  40�  60�  80�  100�

ᅗ⾲㸰㸫12 ࠊࡢሙྜࠖࡿ࠸࡚ࡋ࡛ᐇࡢ࡚ࡍࠕ

119␒㏻ሗ࡛ࡢ⥭ᛴᗘุᐃᚋࡢ㐠⏝

N=289

ධ㟁㡰࡛ࠊࡃ࡞ࡣฟሙᣦ௧ࡢ㡰␒ࢆධࡿ࠼᭰ࢀ

(n=60)

⌧ሙࡢࡽ㊥㞳㡰࡛ࠊࡃ࡞ࡣฟሙᩆᛴ㝲ࢆ㑅ᢥࡿࡍ

(n=28)

ᩆᛴ㝲௨እࡢ㒊㝲ࢆቑᙉࡿࡍ㸦㸸PA㐃ᦠࠊ

せㄳ➼㸧(n=273)࣮࣮࢝ࢱࢡࢻ

ᩆᛴ㝲௨እࡢ㒊㝲ࡢࡳࡢฟሙᣦ௧ࢆฟࡍ

㸦㸸ᾘ㜵㝲㸯㝲ࡢࡳࡢฟሙ➼㸧(n=38)

㟁ヰ┦ㄯ❆ཱྀ㸦㸸㸡7119 ➼㸧ࢆෆࡿࡍ(n=51)

௦᭰ⓗ࡞⛣ືᡭẁ㸦㸸Ẹ㛫ᩆᛴࠊ

ㆤ࣮ࢩࢡࢱ➼㸧ࢆෆࡿࡍ(n=35)

(n=53)ࡿࡍෆࢆㄯ࣭ཷデ┦ࡢ➼་ࡅࡘࡾ

ฟሙ㸦ฟሙᣦ௧ࢆฟࡎࡉ㸧(n=13)

(n=17)ࡢࡑ

ࠝ119␒㏻ሗࠞ

「119番通報時」の緊急度判定は全国で⣙㸳の消防本部で実施されていた。

緊急度判定後の㐠用として、「入㟁㡰ではなく、出ሙᣦ令の㡰番を入れ᭰える」、

「⌧ሙからの㊥㞳㡰ではなく、出ሙ救急㝲を㑅ᢥする」を実施している本部

はᑡなかった。

なお、「㟁ヰ┦ㄯ❆口をෆする」、「௦᭰的な⛣動手ẁをෆする」、「かか

りつけ医等への┦ㄯ・受診をෆする」、「出ሙ」等を実施するᑡᩘの本部に

㏣加ㄪᰝを行ったが、通報者・傷病者等のᕼ望・同意、ప緊急であることの☜

ㄆが実施する๓ᥦであり、㐠用実⦼は㝈定的であった（ᅗ⾲㸰㸫11、ᅗ⾲㸰㸫

12）。
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ղ ⥭ᛴᗘุᐃࡢᐇ≧ἣ㸦つᶍᾘ㜵ᮏ㒊ࢢࣥࣜࣄ㸧

大つᶍ消防本部の༠ຊをᚓてಶูࣄアࣜングを実施し、「119番通報時」及び

「救急⌧ሙ」のコロナ禍に救急ひっ迫時における緊急度判定の実施≧ἣについ

て⢭ᰝした。なお、平時から共通するㄢ題が多く含まれていた。

  

ࠝ119␒㏻ሗࠞ

「119番通報時」の緊急度判定は、消防本部ࡈとに㐠用基準や実施≧ἣは␗

なる。判定後の㐠用はおおࡡࡴ共通しており、ప緊急・非緊急についても通

ಙᣦ令ဨのみの判᩿による出動はཎ๎行われていなかった。

コロナ禍の救急ひっ迫時に通ಙᣦ令ဨによる出動ඃ先㡰けが行われた

ሙྜもあったが、高緊急௨外の判定には⫈取時㛫がᘏఙすること、高緊急の

判定に㝈定するなの⦰ᑠ㐠用によりప緊急の判定を行わないሙྜは出動ᣦ

令を出さずに␃めておく出動保␃の㑅ᢥがᅔ㞴であること、出動保␃に対す

る通ಙᣦ令ဨのᚰ的ストࣞスが大きいこと等の平時から共通するㄢ題がᣲげ

られた（ᅗ⾲㸰㸫15）。

ᅗ⾲㸰㸫15 ᾘ㜵ᮏ㒊ࡈとࡢẚ㍑⾲
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ࠝᩆᛴ⌧ሙࠞ

「救急⌧ሙ」の緊急度判定は、平時の㐠用基準、判定後の㐠用はおおࡡࡴ共

通している。ప緊急・非緊急に対して௦᭰⛣動手ẁのෆや⮬ຊ受診のಁし

が行われているሙྜなもあるが、救急㝲ဨのみの判᩿による搬送はཎ๎

行われていなかった。

≉にコロナ禍の救急ひっ迫時は、各地域で定められた搬送ルールがឤᰁ者

のな搬送先㑅定の一ຓとなっていた（ᅗ⾲㸰㸫16）。

ճ ഴྥศᯒࡢᩆᛴᦙ㏦ᅔ㞴ࡿࡅ࠾⚝ࢼࣟࢥ

コロナ禍において増加した救急搬送ᅔ㞴事について、一つの消防本部から

༏ྡの༠ຊをᚓて、平成 31年㸯᭶㹼令和㸲年６᭶の事についてഴ向分ᯒを行

った。

各᭶の救急搬送ᅔ㞴事について、年齢༊分ู・傷病程度ูの㞟計を行い、

コロナ๓のᮇ㛫（平成 31年㸯᭶㹼令和ඖ年 12᭶）、コロナ禍のᮇ㛫（オࢡ࣑ロ

ンᰴのὶ行๓ 令和㸰年㸯᭶㹼令和㸲年㸱᭶、オࢡ࣑ロンᰴのὶ行後 令和㸲年

㸲᭶㹼令和㸳年６᭶）に分けてࢡロス㞟計を行った。

中等症・重症、ⱝ年ᒙ高齢者、ࡕの⤖ᯝ、救急搬送ᅔ㞴事のうࡑ

軽症が༨めるྜが大きく、᪂ᆺコロナὶ行のࣆーࢡ時は軽症者ᩘが⣙㸲㹼㸳

ಸに急増した。

この⤖ᯝを考ᐹするに、全体として救急搬送ᅔ㞴事௳ᩘの多い高齢者への

対応の検討はもとより、ࣆーࢡ時に増加㔞の大きい軽症者には、ప緊急・非緊

急の傷病者も多く含まれることが᥎ᐹされ、緊急度に応じた対応を行うことの

重要ᛶが改めてㄆ識された。なお、救急搬送ᅔ㞴事の発生は地域ࡈとに事

が␗なることは␃意が必要である。

ᅗ⾲㸰㸫16 ᾘ㜵ᮏ㒊ࡈとࡢẚ㍑⾲

ղ ⥭ᛴᗘุᐃࡢᐇ≧ἣ㸦つᶍᾘ㜵ᮏ㒊ࢢࣥࣜࣄ㸧

大つᶍ消防本部の༠ຊをᚓてಶูࣄアࣜングを実施し、「119番通報時」及び

「救急⌧ሙ」のコロナ禍に救急ひっ迫時における緊急度判定の実施≧ἣについ

て⢭ᰝした。なお、平時から共通するㄢ題が多く含まれていた。

  

ࠝ119␒㏻ሗࠞ

「119番通報時」の緊急度判定は、消防本部ࡈとに㐠用基準や実施≧ἣは␗

なる。判定後の㐠用はおおࡡࡴ共通しており、ప緊急・非緊急についても通

ಙᣦ令ဨのみの判᩿による出動はཎ๎行われていなかった。

コロナ禍の救急ひっ迫時に通ಙᣦ令ဨによる出動ඃ先㡰けが行われた

ሙྜもあったが、高緊急௨外の判定には⫈取時㛫がᘏఙすること、高緊急の

判定に㝈定するなの⦰ᑠ㐠用によりప緊急の判定を行わないሙྜは出動ᣦ

令を出さずに␃めておく出動保␃の㑅ᢥがᅔ㞴であること、出動保␃に対す

る通ಙᣦ令ဨのᚰ的ストࣞスが大きいこと等の平時から共通するㄢ題がᣲげ

られた（ᅗ⾲㸰㸫15）。

ᅗ⾲㸰㸫15 ᾘ㜵ᮏ㒊ࡈとࡢẚ㍑⾲
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մ ࡞ᦙ㏦ඛㄪᩚྲྀࡓࡆ⧄⤌

≉に「救急⌧ሙ」においては関係機関と連携した搬送先㑅定が重要であり、

࣡ー࢟ンググループでは、コロナ禍における保健所の入院ㄪ整の方ἲ、軽症者、

受診にᅔ㞴をకう者等に対応する医療体制の整備を含めて取組事例について意

見があった。

取組事例（例）

・高緊急のコロナឤᰁ者は保健所のᣦ♧をᚅたずに、医師のᣦ♧のୗ、救急

㝲が搬送するプロトコルを作成した。

・医療⫋が㓄⨨された入院ㄪ整本部による医療ᥦ౪のほ点を踏まえた一ඖ

的な入院ㄪ整を行った。

     ・入院適応外となった方へのフ࢛ロー体制として、健ᗣほᐹを行うᐟἩ療養     

施設等を救急㝲の搬送先ೃ⿵に組み入れた。

・民㛫事業者と⮬体が連携して、発⇕┦ㄯセンࢱーや通ಙᣦ令センࢱーか

らオンライン診療、ゼ問診療による緊急 診に繋げる取組も行った。

     ・」ᩘのコロナ㝧ᛶ者が発生した高齢者施設等に対するゼ問診療の体制を

強化した。

࡚ࡅྥ⟇ᑐࡢᚋࡓ࠼㋃まࢆᩍカࡢ⚝ࢼࣟࢥ

コロナ禍においては、救急ひっ迫時の対応に様ࠎなㄢ題があったが、平時を

見据えた♧၀もᚓられた。

保健所等は、බ⾗⾨生の⥔持のほ点からឤᰁ症ἲに基づきコロナ㝧ᛶ者の入

院ㄪ整を行い、≉に「救急⌧ሙ」で、平時には救急㝲が行っている搬送先ㄪ整

を一部௦᭰するᙺもᯝたした。᪂たなឤᰁ症ὶ行という≉Ṧな≧ἣୗでの対

応について、ࡑの枠組みをࡑのまま平時に適応することは㞴しいが、地域にお

いてな搬送先ㄪ整、報連携を行い、軽症者等に対応する医療へ繋げる取

組を進める重要ᛶが改めてㄆ識された。

また、保健所は重症者へඃ先的に対応したが、同様の考え方に基づく消防機

関でも「119番通報時」に応用ྍ能な「重症事対応㝲の☜保」の取組があり、

次㡯で⤂する。
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㸳 ᩆᛴ㝲㐠⏝ࡢ⤂

コロナ禍においては、119番通報が多ᩘ入㟁して救急㝲の出動⋡が高まり、高緊

急の 119番通報に対して、出動ᣦ令及び⌧ሙ฿着に時㛫を要する事が発生した。

こうしたཝしい≧ἣの中でも、各消防本部においてはⱞ៖しながらも救急ひっ迫

に対応し、一部では高緊急の 119 番通報に㎿㏿に出動するための取組も実施され

た。

全国においても┤ࡕに取り組める対策として、また、平時の救急需要増加時に

も応用できる事例として⤂する。

㸦ᴫせ㸧

重症事対応のᑓ用救急㝲を☜保して、「119 番通報時」の緊急度判定に基

づき、高緊急（CPA等）に出動さࡏる取組である。

地域の実及び各消防本部の考え方により、ࡑの㐠用方ἲは␗なり、௨ୗに

ẚ㍑⾲を♧す。㐠用開始基準は出動⋡ 70㹼90㸣で、㐠用開始・解㝖の判᩿体

の多くはᣦ令ㄢとなっている。重症事対応㝲のྜは全救急㝲ᩘの⣙㸳㸣、

出動基準は高緊急や重症事としている本部が多かった（ᅗ⾲㸰㸫17）。

㸦┠ⓗ࣭ຠᯝ㸧

救急ひっ迫時に᪂たに発生した高緊急の 119 番通報に対して、一定時㛫ෆ

に⌧ሙ฿着する体制☜保がな┠的である。

高緊急への対応をඃ先することは、救急出動全体として、⮬ずと準緊急から

非緊急のඃ先㡰けがなされることも、次的なຠᯝとしてᮇᚅされる。

さらに、緊急度判定も高緊急のみで行うことによる省ຊ化、組織的㐠用によ

る㈐௵分ᩓ、通ಙᣦ令ဨのᚰ理的負担の軽ῶ等のຠᯝもᮇᚅでき、高緊急の救

急出動௳ᩘのྜはᑡないため、重症事対応㝲のᚅ機時㛫を労ົ⟶理ୖの㓄

៖として㐠用することも考えられる。

ᅗ⾲㸰㸫17 㔜ᑐᛂ㝲ࡢ☜ಖ

մ ࡞ᦙ㏦ඛㄪᩚྲྀࡓࡆ⧄⤌

≉に「救急⌧ሙ」においては関係機関と連携した搬送先㑅定が重要であり、

࣡ー࢟ンググループでは、コロナ禍における保健所の入院ㄪ整の方ἲ、軽症者、

受診にᅔ㞴をకう者等に対応する医療体制の整備を含めて取組事例について意

見があった。

取組事例（例）

・高緊急のコロナឤᰁ者は保健所のᣦ♧をᚅたずに、医師のᣦ♧のୗ、救急

㝲が搬送するプロトコルを作成した。

・医療⫋が㓄⨨された入院ㄪ整本部による医療ᥦ౪のほ点を踏まえた一ඖ

的な入院ㄪ整を行った。

     ・入院適応外となった方へのフ࢛ロー体制として、健ᗣほᐹを行うᐟἩ療養     

施設等を救急㝲の搬送先ೃ⿵に組み入れた。

・民㛫事業者と⮬体が連携して、発⇕┦ㄯセンࢱーや通ಙᣦ令センࢱーか

らオンライン診療、ゼ問診療による緊急 診に繋げる取組も行った。

     ・」ᩘのコロナ㝧ᛶ者が発生した高齢者施設等に対するゼ問診療の体制を

強化した。

࡚ࡅྥ⟇ᑐࡢᚋࡓ࠼㋃まࢆᩍカࡢ⚝ࢼࣟࢥ

コロナ禍においては、救急ひっ迫時の対応に様ࠎなㄢ題があったが、平時を

見据えた♧၀もᚓられた。

保健所等は、බ⾗⾨生の⥔持のほ点からឤᰁ症ἲに基づきコロナ㝧ᛶ者の入

院ㄪ整を行い、≉に「救急⌧ሙ」で、平時には救急㝲が行っている搬送先ㄪ整

を一部௦᭰するᙺもᯝたした。᪂たなឤᰁ症ὶ行という≉Ṧな≧ἣୗでの対

応について、ࡑの枠組みをࡑのまま平時に適応することは㞴しいが、地域にお

いてな搬送先ㄪ整、報連携を行い、軽症者等に対応する医療へ繋げる取

組を進める重要ᛶが改めてㄆ識された。

また、保健所は重症者へඃ先的に対応したが、同様の考え方に基づく消防機

関でも「119番通報時」に応用ྍ能な「重症事対応㝲の☜保」の取組があり、

次㡯で⤂する。
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㸦ㄢ㢟㸧

㔜事案対応隊の運用᪉ἲは、さらに知ぢを✚するᚲ要があり、えࡤ、

௨ୗのࡼうな課題があると⪃えられる。

まࡎ、⤌⧊的運用の㛤ጞには、運用㛤ጞ・ゎ㝖基‽あるいは⮬治体ෆで意ᛮ

Ỵ定を行うุ᩿体をỴめるᚲ要がある。

㒊隊㓄置の᪉ἲを検討する際には、㠃✚、ேཱྀᐦ度、㧗㱋者⋡なを᮲௳と

して⪃៖するᾘ㜵本㒊がከいと⪃えられるが、カバー⠊ᅖのᣑ、ᐦな対応の

実には☜ಖ隊ᩘをቑࡸすᚲ要があり、ᾘ㜵本㒊としてこまで࣐ン࣡ࣃーを

けるのかという観点から、運用ᣑのྍ⬟ᛶࡸ現場┠ᶆ時間のタ定とࡶ関㐃

する事項である。また、ᣦ定時間を定めてᣦ定隊を௦さࡏるな、ᰂ㌾な運

用ࡶ⪃えられる。

さらに、運用㛤ጞࡸᣑを図る場合には、ఫẸに対して㧗⥭急に㔜点的に対

応していることを、ศかりࡸすࡃㄝ᫂するᚲ要がある（図表２－18）。

㐠⏝のㄢ㢟㸦㸧 ෆᐜ

⤌⧊的㐠⏝の㛤ጞ 㛤ጞ基‽࣭ゎ㝖基‽ࠊ⮬యෆの意ᛮỴ定ࠊ㛵ಀ㒊⨫㛫のコࢣࢽ࣑ࣗーࣥࣙࢩ

㒊㝲㓄⨨の᪉ἲ 㸦᮲௳ձ㸧㠃✚࣭ேཱྀᐦᗘ࣭ᖺ㱋ᵓᡂࠊ㸦᮲௳②㸧ࣂ࢝ー⠊ᅖ☜ಖ㝲ᩘ

㐠⏝ᣑのྍ⬟ᛶ 㧗⥭ᛴ㸦CPA等㸧ࡽฟື基‽のᣑࠊ

のᙳ㡪⏝㏻ᖖᩆᛴ㝲の㐠ࡧཬࠊಖ㝲ᩘのᣑ☜ー⠊ᅖࣂ࢝

⌧╔┠ᶆ㛫のタ定 ᩆᛴࡗࡦ㏕㏻ᖖᩆᛴ㝲ẚ㍑࡚ࡋ┦ᑐ的᪩࠸⌧╔┠ᶆ୍ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ定の

┠ᶆ㛫のタ定

ᕷẸの⌮ゎಁ㐍 㔜事ᑐᛂ㝲㝈ࡓࡗ⌧╔㛫のグ㘓࣭ホ౯ࠊ㧗⥭ᛴ㔜Ⅼ的ᑐᛂ࡚ࡋ

のㄝ᫂ࡇࡿ࠸

のࡑ ప⥭ᛴ࣭㠀⥭ᛴࠕࡓࡵྵࢆ⥭ᛴᗘุ定プロトコルࠖࠕ㐠⏝せ㡿ࠖの⟇定

᭷⏝ᛶྥୖࡿࡼ

図表２－18 㔜事ᑐᛂ㝲の㐠⏝のㄢ㢟㸦㸧
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ࠝᶓᕷᾘ㜵ᒁࠞ

令和㸲年度から「ᣦ定救急㝲」として重症事対応㝲の㐠用を開始し、通

年で㐠用している。

㐠用開始は、救急㝲✌働⋡がおおࡡࡴ 80㸣（67㝲）௨ୖが一定時㛫続くと

ண想されるሙྜを基準としているが、㐠用解㝖には᫂☜な基準は設けておら

ず、開始・解㝖ともにྖ令ㄢで判᩿している。

重症事対応㝲は、ᕷෆを６方㠃に分け、各方㠃の✌働救急㝲から㸯㝲を

ᣦ定（ྜ計６㝲）し、㸯部㝲のᣦ定時㛫は㸯時㛫をཎ๎とし、各方㠃ෆのᙜ

事⨫㛫でㄪ整のୖ、各⨫㆙防ㄢ㛗のᣦ♧を受けた部㝲の௦をྍ能としてい

る。

また、出動基準にヱᙜする事は、緊急度・重症度判定により $ͻ判定（生

命の༴㝤が切迫しているྍ能ᛶがᴟめて高いもの）となった事や、ࡑの他、

ྖ令ㄢ㛗が必要とㄆめた事である（ᅗ⾲㸰㸫19）。

ᅗ⾲㸰㸫19 ᶓᕷᾘ㜵ᒁ㸦㏻▱㸧࠙ ᢤ⢋ࠚ

㸦ㄢ㢟㸧

㔜事案対応隊の運用᪉ἲは、さらに知ぢを✚するᚲ要があり、えࡤ、

௨ୗのࡼうな課題があると⪃えられる。

まࡎ、⤌⧊的運用の㛤ጞには、運用㛤ጞ・ゎ㝖基‽あるいは⮬治体ෆで意ᛮ

Ỵ定を行うุ᩿体をỴめるᚲ要がある。

㒊隊㓄置の᪉ἲを検討する際には、㠃✚、ேཱྀᐦ度、㧗㱋者⋡なを᮲௳と

して⪃៖するᾘ㜵本㒊がከいと⪃えられるが、カバー⠊ᅖのᣑ、ᐦな対応の

実には☜ಖ隊ᩘをቑࡸすᚲ要があり、ᾘ㜵本㒊としてこまで࣐ン࣡ࣃーを

けるのかという観点から、運用ᣑのྍ⬟ᛶࡸ現場┠ᶆ時間のタ定とࡶ関㐃

する事項である。また、ᣦ定時間を定めてᣦ定隊を௦さࡏるな、ᰂ㌾な運

用ࡶ⪃えられる。

さらに、運用㛤ጞࡸᣑを図る場合には、ఫẸに対して㧗⥭急に㔜点的に対

応していることを、ศかりࡸすࡃㄝ᫂するᚲ要がある（図表２－18）。

㐠⏝のㄢ㢟㸦㸧 ෆᐜ

⤌⧊的㐠⏝の㛤ጞ 㛤ጞ基‽࣭ゎ㝖基‽ࠊ⮬యෆの意ᛮỴ定ࠊ㛵ಀ㒊⨫㛫のコࢣࢽ࣑ࣗーࣥࣙࢩ

㒊㝲㓄⨨の᪉ἲ 㸦᮲௳ձ㸧㠃✚࣭ேཱྀᐦᗘ࣭ᖺ㱋ᵓᡂࠊ㸦᮲௳②㸧ࣂ࢝ー⠊ᅖ☜ಖ㝲ᩘ

㐠⏝ᣑのྍ⬟ᛶ 㧗⥭ᛴ㸦CPA等㸧ࡽฟື基‽のᣑࠊ

のᙳ㡪⏝㏻ᖖᩆᛴ㝲の㐠ࡧཬࠊಖ㝲ᩘのᣑ☜ー⠊ᅖࣂ࢝

⌧╔┠ᶆ㛫のタ定 ᩆᛴࡗࡦ㏕㏻ᖖᩆᛴ㝲ẚ㍑࡚ࡋ┦ᑐ的᪩࠸⌧╔┠ᶆ୍ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ定の

┠ᶆ㛫のタ定

ᕷẸの⌮ゎಁ㐍 㔜事ᑐᛂ㝲㝈ࡓࡗ⌧╔㛫のグ㘓࣭ホ౯ࠊ㧗⥭ᛴ㔜Ⅼ的ᑐᛂ࡚ࡋ

のㄝ᫂ࡇࡿ࠸

のࡑ ప⥭ᛴ࣭㠀⥭ᛴࠕࡓࡵྵࢆ⥭ᛴᗘุ定プロトコルࠖࠕ㐠⏝せ㡿ࠖの⟇定

᭷⏝ᛶྥୖࡿࡼ

図表２－18 㔜事ᑐᛂ㝲の㐠⏝のㄢ㢟㸦㸧
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ࠝྡྂᒇᕷᾘ㜵ᒁࠞ

救急㝲の✌働⋡ୖ᪼をᢚえるため、✌働⋡にあわࡏた㆙防本部㐠用を行っ

ており、救急㝲の✌働⋡ 90㸣௨ୖで㐠用される次㐠用開始時にᣦ定する救

急㝲として重症事対応㝲の㐠用を開始し、通年で㐠用している。

㐠用開始は、救急㝲✌働⋡がおおࡡࡴ 90㸣௨ୖとなった次㐠用開始時を

基準としているが、㐠用解㝖には᫂☜な基準は設けておらず、開始・解㝖と

もに防災ᣦ令センࢱーで判᩿している。

次㐠用の体制⛣行時には⮫時救急㝲の⦅成による増㝲を行ったୖで、常

設の本部救急㝲６㝲のうࡕ重症事対応㝲㸰㝲をᣦ定しているが、もし常設

の本部救急㝲６㝲で重症事対応㝲をᣦ定できないሙྜは、一時的に所ᒓの

救急㝲をᣦ定している。

また、出動基準にヱᙜする事は、緊急度・重症度の高い事である（ᅗ

⾲㸰㸫20）。

ᅗ⾲㸰㸫20 ྡྂᒇᕷᾘ㜵ᒁ㸦㏻▱㸧࠙ ᢤ⢋ࠚ
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ᩆᛴ㝲ဨࡢປົ⟶⌮

救急隊員の適正な労務管理については、「救急隊員の適正な労務管理の徹底に

ついて（通知）」（令和５年１月 25日付け消防救第 25号消防庁救急企画室長通

知）によりこれまでも周知してきたが、救急隊が一定基準を超えて連続出動し

た場合に一定時間出動不能として、休憩時間を確保する取組が複数の本部で実

施されている。こうした取組は、コロナ禍において出動件数が大幅に増加する

中で、救急搬送体制を確保するため、特に重要となった。なお、いずれの本部

においても、直近の重症事案発生時には出動可能な体制確保に努めていた。

労務管理上の基準は、「出動時間」、「出動件数」、「運転距離」に設定している

本部が多く、基準を超えた場合に「休憩時間確保」、「機関員の交代」の対応を

定めている本部が多くあった。

労務管理の方法（例）

①基準

ア出動時間

・連続３時間以上の救急活動

・22時～翌５時の間に連続２時間以上の救急活動

・法定の休憩時刻を超えた場合

イ出動件数

・連続４件以上の救急出動

・22時から翌５時 59分の間での３件以上の救急出動

ウ運転距離

・機関員の運転距離が累積 100kmに達した場合

②対応

ア休憩時間確保

・病院引揚げから帰署までの間及び帰署後１時間

・出動状況に応じて 30分～60分間

イ機関員の交代

ࠝྡྂᒇᕷᾘ㜵ᒁࠞ

救急㝲の✌働⋡ୖ᪼をᢚえるため、✌働⋡にあわࡏた㆙防本部㐠用を行っ

ており、救急㝲の✌働⋡ 90㸣௨ୖで㐠用される次㐠用開始時にᣦ定する救

急㝲として重症事対応㝲の㐠用を開始し、通年で㐠用している。

㐠用開始は、救急㝲✌働⋡がおおࡡࡴ 90㸣௨ୖとなった次㐠用開始時を

基準としているが、㐠用解㝖には᫂☜な基準は設けておらず、開始・解㝖と

もに防災ᣦ令センࢱーで判᩿している。

次㐠用の体制⛣行時には⮫時救急㝲の⦅成による増㝲を行ったୖで、常

設の本部救急㝲６㝲のうࡕ重症事対応㝲㸰㝲をᣦ定しているが、もし常設

の本部救急㝲６㝲で重症事対応㝲をᣦ定できないሙྜは、一時的に所ᒓの

救急㝲をᣦ定している。

また、出動基準にヱᙜする事は、緊急度・重症度の高い事である（ᅗ

⾲㸰㸫20）。

ᅗ⾲㸰㸫20 ྡྂᒇᕷᾘ㜵ᒁ㸦㏻▱㸧࠙ ᢤ⢋ࠚ
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㸴 ᚋࡽࡉ㆟ㄽࡀᚲせ࡞ㄢ㢟

令和㸳年度は、救急需要の適ṇ化等に関する検討࣡ー࢟ンググループにおいて、

᪂ᆺコロナ࢘イルスのឤᰁᣑ大による救急ひっ迫時に行われた対応に↔点をᙜて

た検討を行ったが、ࡑの他にも、増加する救急需要への対応策について、多岐に

わたる論点について議論を行った。

これらの論点についても本㡯において整理してとりまとめ、今後さらに議論を

῝めていくこととしたい。

各地域の救急ひっ迫ᅇ㑊のため、消防ᗇは救急Ᏻᚰセンࢱー事業（7119ݡ）の

全国ᒎ開をこれまで᥎進し、都道府県・ᕷ⏫ᮧ一となった取組を᥎進してきた

（ᅗ⾲㸰㸫21）。

実施地域はコロナ禍を経て᭦にᣑ大してきたところであるが、引き続き用ಁ

進をᅗるとともに、より一ᒙ有ຠά用するための方策も✚ᴟ的に検討する必要が

ある。

例えば、7119ݡ の┦ㄯ者ྜはⱝ年ᒙが高く、119 番通報の๓ẁ㝵でݡ       

7119の用を考៖いただくため、年齢ᒙࡈとの普及ಁ進、ㄆ▱度向ୖのあり方に

ついて検討することで、救急需要のᢚ制に繋がるのではないか。

また、119番通報時点で、ప緊急・非緊急と判᩿された方に対し㟁ヰ┦ㄯ❆口

7119ݡ） 等）をෆする組みも考えられるが、ᣦ令センࢱーから7119ݡ へ繋

。組み等の有用ᛶ、実⌧ᛶ等から検討することも考えられるࡄ

ᅗ⾲㸰㸫21 ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗ㸦7119ݡ㸧ࡢᴫせ
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転院搬送出動௳ᩘ 全体の出動௳ᩘに対するྜ
（㸣）（௳）
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29.8㸣(14ᅋ体)

検討中（策定中も含ࡴ）

6.4㸣(3ᅋ体)

検討ண定

12.8㸣(6ᅋ体)

策定しない、または、ண定なし

51.1㸣(24ᅋ体) N=47

ᩆᛴ㝲ࡿࡼᦙ㏦௨እࡢᑐᛂ

救急ひっ迫時にも高緊急の 119番通報に㎿㏿・☜実に対応できるように、平時

から緊急度に応じた社会㈨源をά用する体制が整備されることが望まれる。

例えば、各消防本部のㄆ定を受けた民㛫の患者等搬送事業者は、ㄆ定ᩘ、搬送

௳ᩘは増加ഴ向にあるが、搬送先をỴめてからばないと引き受けてもらえない、

経῭的にಶே負担の有ൾサービスにはㄏᑟされにくい、高緊急の傷病者は消防救

急への適切な引⥅ࡂが必要といった意見も出たところである。これらに対応する

ල体的な取組事例として、転院搬送࢞イドラインの見┤しによる転院搬送でのά

用ಁ進、事業者ෆの࣡ンストップ❆口となるコールセンࢱー設⨨、搬送㈨ჾᮦ

の取ᢅいや急変時対応の◊ಟ会の開ദなが取り組まれている。

また、医療機関が保有する搬送用㌴୧（病院救急㌴）は、厚生労働省において

地域におけるຠ⋡的なά用が検討されており、࢞イドライン等を策定して≉に緊

急ᛶのపい転院搬送等でά用することが考えられる（ᅗ⾲㸰㸫22、ᅗ⾲㸰㸫23）。

㸺ཧ⪃㸼

ᅗ⾲㸰㸫22 ㌿㝔ᦙ㏦ࡢᩆᛴฟື௳ᩘとᵓᡂẚࡢ᥎⛣

ᅗ⾲㸰㸫23 ㌿㝔ᦙ㏦ࡢࣥࣛࢻ࢞ࡿࡅ࠾⟇ᐃ≧ἣ

㸴 ᚋࡽࡉ㆟ㄽࡀᚲせ࡞ㄢ㢟

令和㸳年度は、救急需要の適ṇ化等に関する検討࣡ー࢟ンググループにおいて、

᪂ᆺコロナ࢘イルスのឤᰁᣑ大による救急ひっ迫時に行われた対応に↔点をᙜて

た検討を行ったが、ࡑの他にも、増加する救急需要への対応策について、多岐に

わたる論点について議論を行った。

これらの論点についても本㡯において整理してとりまとめ、今後さらに議論を

῝めていくこととしたい。

各地域の救急ひっ迫ᅇ㑊のため、消防ᗇは救急Ᏻᚰセンࢱー事業（7119ݡ）の

全国ᒎ開をこれまで᥎進し、都道府県・ᕷ⏫ᮧ一となった取組を᥎進してきた

（ᅗ⾲㸰㸫21）。

実施地域はコロナ禍を経て᭦にᣑ大してきたところであるが、引き続き用ಁ

進をᅗるとともに、より一ᒙ有ຠά用するための方策も✚ᴟ的に検討する必要が

ある。

例えば、7119ݡ の┦ㄯ者ྜはⱝ年ᒙが高く、119 番通報の๓ẁ㝵でݡ       

7119の用を考៖いただくため、年齢ᒙࡈとの普及ಁ進、ㄆ▱度向ୖのあり方に

ついて検討することで、救急需要のᢚ制に繋がるのではないか。

また、119番通報時点で、ప緊急・非緊急と判᩿された方に対し㟁ヰ┦ㄯ❆口

7119ݡ） 等）をෆする組みも考えられるが、ᣦ令センࢱーから7119ݡ へ繋

。組み等の有用ᛶ、実⌧ᛶ等から検討することも考えられるࡄ

ᅗ⾲㸰㸫21 ᩆᛴᏳᚰ࣮ࢱࣥࢭᴗ㸦7119ݡ㸧ࡢᴫせ
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ᑐᛂࡁ࠺⾜㏕ࠖࡗࡦᩆᛴࠕ

救急需要の増ῶ幅は平時から大きいが、救急需要が搬送ຊ・受入体制を㉸過す

ると需⤥バランスのᆒ⾮が生じて救急ひっ迫が㢧在化する。⇕中症、᪂ᆺコロ

ナ、NBC・テロ、⮬↛災害等の平時、有事の≧ἣが考えられるが、のような≧

ἣが「救急ひっ迫時」とゝえるのか、ࡑの㝿にのような救急対応が望まれるの

か、さらにಶࠎのᥐ⨨を発動する㝿の基準等については、今後検討が必要である。

㛵ಀᛶࡢᛴᛶࠖ⥭ࠕᩆᛴᴗົࠖとࠕ

消防ἲ第㸰᮲第㸷㡯の「救急業ົ」の対㇟は、緊急に搬送する必要がある（㸻

「緊急ᛶ」がある）傷病者であり、「緊急ᛶ」は緊急度判定プロトコルにおいて

医Ꮫ的ほ点から生理Ꮫ的にල体化され、「緊急ᛶ」のᣦᶆとして「緊急度」がά

用されている。≉に救急ひっ迫時は、ప緊急・非緊急の搬送ඃ先度は┦対的にప

ୗすることが考えられるが、☜⋡論に基づく⌧在の医Ꮫ的水準でも緊急度判定プ

ロトコルによるアンࢲートࣜアーࢪの全㝖はᅔ㞴であり、傷病者対応に全

をᮇすため、ᚑ᮶、消防機関は 119番通報を受㟁すれば救急搬送を行うことをཎ

๎にά動してきた。

このような背景がある中、᪂ᆺコロナ࢘イルスឤᰁ症のὶ行では、救急⌧ሙの

ᠱ命なດຊにも関わらず「救急ひっ迫」により救えるはずの命が救えない事ែが

ᠱᛕされた。

「緊急ᛶ」は、地域の社会㈨源、医療入の必要度、ᶆ準的な医療水準等によ

り変化しᚓること、傷病者のᐜែ等も経時的に変化することから、「救急業ົ」

のヱᙜᛶは、消防ἲ体系や緊急度判定プロトコルをᣦ㔪として、᭱ ⤊的には通ಙ

ᣦ令ဨや救急㝲ဨが事ࡈとの判᩿を行っている。しかし、これまでにッゴがᥦ

㉳された事例もあり、平時にまたがるㄢ題として、消防機関、医師、行政ᐁまで

も含めたἲ的な保ㆤ・ච㈐の必要ᛶ等について意見があった。

「救急業ົ」の要௳である「緊急ᛶ」について᭦に議論を῝めて、まずは、消

防ἲ体系や緊急度判定プロトコルにおいてのように考え方を᫂☜化して♧す

か、さらに緊急度判定後の受療手ẁの㑅ᢥ、適切な行政サービスへの振り分け等

を地域ࡈとにのように定めるか（ͤ）、引き続き検討が必要である。
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ͤ受療༊分࣐トࣜッࢡス（例）

後述する広⩏の緊急度（急ࡂᣦᩘ）を用いて、地域ࡈとにのようにルール

化するか◊✲⌜においてイ࣓ーࢪᅗがᥦされている（ᅗ⾲㸰㸫24）。

ᗈ⩏ࡢ⥭ᛴᗘุᐃ࠼⪄ࡢ᪉

高齢化の進ᒎ等も踏まえ、消防ᗇ◊✲⌜（᳃ᮧ⌜（平成 29年度㹼令和ඖ年度））

により、生理Ꮫ的基準に基づく⌧行の緊急度判定体系に加えて、傷病者の基♏疾

患・社会背景等を踏まえた「本ேの意ᛮに基づく療入の程度」や「⌧ሙや地

域のࣜࢯース」等の」ྜ的要⣲を加した「広⩏の緊急度判定（急ࡂᣦᩘ）」が

ᥦされた。

「緊急ᛶ」に対する考え方は๓述のとおりだが、≉にコロナ禍における保健所

の入院ㄪ整では、高齢者救急、地域ໟᣓケア等の医療・ㆤ㡿域にまたがるㄢ題

がᣦされ、これまでの報࿌（ͤ）にもあったように、平時から₯在する背景が

ある。⌧在も、ゼ問診療等を行うかかりつけ医の฿着をᚅってから傷病者の意ᛮ

にἢった救急対応が行われるሙྜもあるが、消防機関によるトࣜアーࢪから適切

な医療・ケアに繋ࡄため、「広⩏の緊急度判定（急ࡂᣦᩘ）」をのようにල体化

できるか⥅続的な◊✲が必要である。

     なお、搬送ேဨ及び救急搬送ᅔ㞴事のうࡕ中等症・重症は、コロナ禍௨๓か

らᜏ常的に一定ྜを༨めるが、病ែとして軽症ཪはప緊急であっても緊急入院

となる事もᣦされるところである。消防ᗇ救急⤫計における「傷病程度」は

ึ診時の入院加療の必要程度に基づく分㢮であり、かつ「緊急度」とは必ずしも

ྜ⮴しておらず、⤫計ㄪᰝのあり方についてもㄢ題ᥦ㉳がなされた。

ͤ厚生労働省⪁ே保健健ᗣ増進等事業「⮬宅やㆤ保㝤施設等における要ㆤ

高齢者の急変時対応の負担軽ῶおよび化するためのㄪᰝ◊✲事業報࿌

᭩（令和㸳年㸱᭶）」 https://www.mhlw.go.jp/content/001103268.pdf

ᅗ⾲㸰㸫24 ཷ⒪༊ศࢫࢡࢵࣜࢺ࣐

ᑐᛂࡁ࠺⾜㏕ࠖࡗࡦᩆᛴࠕ

救急需要の増ῶ幅は平時から大きいが、救急需要が搬送ຊ・受入体制を㉸過す

ると需⤥バランスのᆒ⾮が生じて救急ひっ迫が㢧在化する。⇕中症、᪂ᆺコロ

ナ、NBC・テロ、⮬↛災害等の平時、有事の≧ἣが考えられるが、のような≧

ἣが「救急ひっ迫時」とゝえるのか、ࡑの㝿にのような救急対応が望まれるの

か、さらにಶࠎのᥐ⨨を発動する㝿の基準等については、今後検討が必要である。

㛵ಀᛶࡢᛴᛶࠖ⥭ࠕᩆᛴᴗົࠖとࠕ

消防ἲ第㸰᮲第㸷㡯の「救急業ົ」の対㇟は、緊急に搬送する必要がある（㸻

「緊急ᛶ」がある）傷病者であり、「緊急ᛶ」は緊急度判定プロトコルにおいて

医Ꮫ的ほ点から生理Ꮫ的にල体化され、「緊急ᛶ」のᣦᶆとして「緊急度」がά

用されている。≉に救急ひっ迫時は、ప緊急・非緊急の搬送ඃ先度は┦対的にప

ୗすることが考えられるが、☜⋡論に基づく⌧在の医Ꮫ的水準でも緊急度判定プ

ロトコルによるアンࢲートࣜアーࢪの全㝖はᅔ㞴であり、傷病者対応に全

をᮇすため、ᚑ᮶、消防機関は 119番通報を受㟁すれば救急搬送を行うことをཎ

๎にά動してきた。

このような背景がある中、᪂ᆺコロナ࢘イルスឤᰁ症のὶ行では、救急⌧ሙの

ᠱ命なດຊにも関わらず「救急ひっ迫」により救えるはずの命が救えない事ែが

ᠱᛕされた。

「緊急ᛶ」は、地域の社会㈨源、医療入の必要度、ᶆ準的な医療水準等によ

り変化しᚓること、傷病者のᐜែ等も経時的に変化することから、「救急業ົ」

のヱᙜᛶは、消防ἲ体系や緊急度判定プロトコルをᣦ㔪として、᭱ ⤊的には通ಙ

ᣦ令ဨや救急㝲ဨが事ࡈとの判᩿を行っている。しかし、これまでにッゴがᥦ

㉳された事例もあり、平時にまたがるㄢ題として、消防機関、医師、行政ᐁまで

も含めたἲ的な保ㆤ・ච㈐の必要ᛶ等について意見があった。

「救急業ົ」の要௳である「緊急ᛶ」について᭦に議論を῝めて、まずは、消

防ἲ体系や緊急度判定プロトコルにおいてのように考え方を᫂☜化して♧す

か、さらに緊急度判定後の受療手ẁの㑅ᢥ、適切な行政サービスへの振り分け等

を地域ࡈとにのように定めるか（ͤ）、引き続き検討が必要である。
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７ まとめ

増加する救急需要への対策は、119番通報の契機となる救急需要に加えて、医療

機関の受入体制、入院患者の転院及び退院（いわゆる医療の「出口問題」）に至る

まで、消防機関の外部を取り巻く幅広い社会環境の影響を受けるものであり、こ

れまでに述べた論点の他にも非常に多岐にわたる着眼点があり、背景となる制度

設計、財源、組織等も含めて検討が必要なものが含まれている。

例えば、救急需要は国民の年齢・疾病構造、救急医療への理解度、費用負担、医

療水準等によっても変動すると考えられる。令和６年度からは各都道府県が策定

する第８次医療計画も開始されるが、厚生労働省で検討が進められてきた地域医

療構想、医師の働き方改革、医師偏在対策、さらにかかりつけ医機能の強化にも

救急体制は大きな影響を受けるだろう。また、軽症者等に対応するオンライン診

療、在宅医療等へ繋げる取組も重要である。さらに、医療の「出口問題」は、救命

後の医療として高齢者救急と関連して議論されているが、高齢者福祉施策の充実、

療養環境の整備、ACP（アドバンス・ケア・プランニング）の普及といった動向と

も関連するだろう。

わが国において、歴史的に災害・事故等のセーフティネットの一つとして 119番

通報を消防機関が一手に担ってきた経緯があり、傷病者の搬送から医療機関の受

入れ、入院・退院に至るまでの過程の一部を構成している。このため、コロナ禍に

おいて、保健所にとって地域のルールが重要であったことと同様、緊急度判定体

系において、緊急度に応じた傷病者の適切な搬送先・サービス等が整備され、適

切な連携体制と振り分け機能が構築されることは、消防機関にとって重要な意味

を持っている。

緊急度判定体系は、救急需要の発生から医療機関の受入れまでを繋いでおり、

救急需要に対応する基盤は平時を見据えて国全体として同時並行で整備すべきも

のである。根本的な対策を進めるには、引き続き、適切な作業・連携体制に基づ

き、救急ひっ迫時のみならず平時を見据えて、救急需要対策の視点から全体像を

もって体系的に議論を行うことが肝要である。

今後とも救急分野に閉じることなく視点を高くもって関係機関や社会全体で問

題意識を共有し、わが国の社会保障政策の枠組みの中で救急のあるべき姿が議論

され、社会環境の変化を踏まえた救急体制が構築されることが強く望まれる。
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➨㸱❶ ᩆᛴᴗົ㛵࢛ࣟࣇࡿࡍ㸫ࣉࢵ

ᩆᛴ㝲ဨの⫋ົ⎔ቃ㛵ࡿࡍㄪᰝ᳨࣭ウ

ᖹ成ࠕ 29 ᖺᗘ救急業務のあり方に㛵する᳨ウ会ࠖにおいて、救急隊員の適ṇ

な労務管理方策について᳨ウを行い、ࠕ救急隊員の適ṇな労務管理の推進につい

て㸦㏻▱㸧ࠖ㸦ᖹ成 30ᖺ㸱᭶ 30᪥け消防救➨ 56ྕ消防ᗇ救急⏬ᐊ㛗㏻▱㸧

㸦௨ୗࠕᖹ成 30ᖺ消防ᗇ㏻▱ࠖという。㸧をⓎ出した。

᪂ᆺࣝ࢘ࢼࣟࢥスឤᰁのឤᰁᣑや㧗㱋化等のᙳ㡪により、௧㸲ᖺ୰の

救急⮬動㌴による救急出動件数は、⣙ 723件㸦対๓ᖺẚ⣙ 17㸣増㸧と増加し、

㞟ィ௨᮶᭱ከとなった㸦ᅗ⾲㸱㸫１㸧。

௧㸲ᖺ୰の救急⮬動㌴による現場฿╔ᡤ要時間は、全国ᖹᆒで⣙ 10.3ศ㸦᪂

ᆺࢼࣟࢥὶ行๓の௧ඖᖺẚ⣙ 1.6ศ増㸧となっており、病㝔ᐜᡤ要時間は全

国ᖹᆒで⣙ 47.2ศ㸦௧ඖᖺẚ⣙ 7.7ศ増㸧となった㸦ᅗ⾲㸱㸫㸰㸧。また、௧

㸲ᖺと௧ඖᖺをẚ㍑すると、消防本部つᶍのᑠに㛵ࡎࡽࢃ、病㝔ᐜᡤ要

時間は延伸となった㸦ᅗ⾲㸱㸫㸱㸧。

ᅗ⾲㸱㸫㸰 ⌧ሙ฿╔ᡤせ㛫ཬࡧ㝔ᐜᡤせ㛫の᥎⛣

55,000

57,000

59,000

61,000

63,000

65,000

67,000

69,000

4,500,000
4,700,000
4,900,000
5,100,000
5,300,000
5,500,000
5,700,000
5,900,000
6,100,000
6,300,000
6,500,000
6,700,000
6,900,000
7,100,000
7,300,000
7,500,000
7,700,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

救急隊員数 救急出動件数

救急出動件数(件)

搬送人員数（人） 救急隊員数(人)

ᅗ⾲㸱㸫㸯 ᩆᛴฟື௳ᩘࠊᩆᛴ㝲ဨᩘ

39.5

８.7
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ᅗ⾲㸱㸫㸱 ᾘ㜵ᮏ㒊つᶍูࡿࡼᖹᆒᡤせ㛫

  

㸺௧ඖᖺ㸼             㸺௧㸲ᖺ㸼

௧㸳ᖺの⇕୰による救急搬送ே員は 91,467 ேで、㐣ཤ᭱ከとなったᖹ成

30 ᖺにḟいで⤫ィ㛤ጞ௨㝆㸰␒┠にከࡃなった。௧㸳ᖺは㠀ᖖに厳しいᬬさ

が㛗ᮇ間にࢃたって続き、㸳᭶かࡽ㸵᭶及び㸷᭶がࡑれࡒれの᭶で㐣ཤ㸰␒┠、

㸶᭶が㐣ཤ㸱␒┠にከい搬送ே員となった㸦ᅗ⾲㸱㸫㸲㸧。

ᅗ⾲㸱㸫㸲 ᖹᡂ 20ᖺ㹼௧㸳ᖺの⇕୰ࡿࡼᩆᛴᦙ㏦ேဨの᥎⛣
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ここ数ᖺの᭶ࡈとの救急出動件数を見ると、ኟとがከࡃなっている。また、

ᖹ成 31ᖺ１᭶かࡽ௧㸱ᖺ 12᭶の間では、ᖹ成 31ᖺ１᭶の 643,780件が᭱ከ

であったが、௧㸲ᖺのኟとはࡑれ௨ୖの件数となった㸦ᅗ⾲㸱㸫㸳㸧。

ᅗ⾲㸱㸫㸳 ௧ඖᖺ（ᖹᡂ 31ᖺ）㹼௧㸲ᖺのᅜの᭶ูᩆᛴฟື௳ᩘの᥎⛣

救急搬送ᅔ㞴事㸦全国のな 52 消防本部の㐌༢の件数㸧については、᪂

ᆺࢼࣟࢥのឤᰁがᣑした、௧㸳ᖺ１᭶の➨㸰㐌には、㐣ཤ᭱ከの 8,161件と

なり、ࡑのᚋは減ᑡしたものの、᪂ᆺࢼࣟࢥのὶ行๓㸦௧ඖᖺ㸧とẚると、

なお㧗Ỉ‽である㸦ᅗ⾲㸱㸫㸴㸧。

ᅗ⾲㸱㸫㸴 ᩆᛴᦙ㏦ᅔ㞴の᥎⛣
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ᅗ⾲㸱㸫㸱 ᾘ㜵ᮏ㒊つᶍูࡿࡼᖹᆒᡤせ㛫

  

㸺௧ඖᖺ㸼             㸺௧㸲ᖺ㸼

௧㸳ᖺの⇕୰による救急搬送ே員は 91,467 ேで、㐣ཤ᭱ከとなったᖹ成

30 ᖺにḟいで⤫ィ㛤ጞ௨㝆㸰␒┠にከࡃなった。௧㸳ᖺは㠀ᖖに厳しいᬬさ

が㛗ᮇ間にࢃたって続き、㸳᭶かࡽ㸵᭶及び㸷᭶がࡑれࡒれの᭶で㐣ཤ㸰␒┠、

㸶᭶が㐣ཤ㸱␒┠にከい搬送ே員となった㸦ᅗ⾲㸱㸫㸲㸧。

ᅗ⾲㸱㸫㸲 ᖹᡂ 20ᖺ㹼௧㸳ᖺの⇕୰ࡿࡼᩆᛴᦙ㏦ேဨの᥎⛣
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こうした୰、ᚋも㧗㱋化の進ᒎ、Ẽೃኚ動、ឤᰁのὶ行等により、救急㟂

要の増及びከᵝ化が懸ᛕされるため、救急業務の質の維持等のほ点かࡽ、救急

隊員の職務環境の一層の整備が重要となっている。

の一環として、救急隊員の職務環境ࣉーアッ࢛ࣟࣇこで、救急業務に㛵するࡑ

に㛵する調査᳨࣭ウを実施するため、ྛ㒔㐨ᗓ┴か１ࡽ消防本部ࡎつ㸦ィ 47 消

防本部㸧の実務担当者を㞟めた連絡会を設置し、アンケート調査及び対面会議に

よる意見交換等を行った。

な調査᳨࣭ウ㡯┠は、௨ୗのとおりである。

ձ救急隊員の効果的な労務管理の方策

ղ救急㌴の交㏻事ᨾの防Ṇ対策

ճዪᛶ救急隊員の職務環境の整備促進

մ救急業務における DXの推進
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ձ

 ᴫせ
ᖹ成 30ᖺ消防ᗇ㏻▱で♧した方策等について、消防本部の取組を調、先

進的な取組事例をとりまとめた。

㸦ϸ㸧救急隊を㸲ྡ㓄置にして、１ྡを交᭰要員にする取組は有効とឤࡌて

いる。

㸦Ϲ㸧救急業務の⿵ຓ等を担当するアࢩスࢱント職㸦会ィᖺᗘ௵⏝職員㸧を

ྛ消防⨫に㓄置している。

㸦Ϻ㸧事務負担軽減の取組において、㧗㱋ᮇ職員の活⏝や DX のᑟධを᳨ウ

する必要がある。

㸦ϻ㸧22時かࡽ⩣᪥㸳時の間にᣦ௧される出動について、連続㸰時間௨ୖの

対応をした場ྜ、病㝔引ᥭࡆかࡽᖐ⨫までの間及びᖐ⨫ᚋ１時間ఇ᠁

時間を☜ಖしている。㸦たࡔし、救急要ㄳ㍽㍵時及び┤㏆重事が

Ⓨ⏕した場ྜを㝖ࡃ㸧

࠙事例１ྛࠚ救急救命ኈの⑂労ᗘを೫ᕪ್で見࠼る化し㌴調整

┦対的なᣦᶆとして、出動件数࣭㊥㞳࣭活動時間のྛ㡯┠のྜィにより⑂

労ᗘの೫ᕪ್を出し、救急救命ኈの労務負担軽減にᙺ❧てている。༢に、出

動件数࣭㊥㞳࣭活動時間ࡔけの೫ᕪ್ではなࡑ、ࡃこにࠕ重ࠖࡳを加࠼೫ᕪ

್を出している。

活動時間、ࡤ࠼例、ࡃけをホ౯するのではなࡔとは、༢⣧に数್ࠖࡳ重ࠕ

が㛗いのは負担ではないが、件数がከいのは負担であるというேもいれࡤ、

㏫のཷけṆめ方のேもいる。ࡑのことかࡽ、アンケートを行い、ࡑれࡒれの

救急救命ኈがどこに負担をឤࡌているのかを数್化し、ࡑれをࠕ重ࡳ とࠖし

てྛ㡯┠に組ࡳ㎸ࡴ方ἲで行っている。

このアンケートでは、ᇶ‽್㸦出動件数㸦1件㸧࣭㊥㞳㸦15km㸧࣭活動時

間㸦60ศ㸧㸧を設ᐃし、どこに負担をឤࡌているかを調査した⤖果、出動件

数を１とした場ྜ、㊥㞳が 0.1、活動時間が 0.3の負担となることがศかっ

た。        

೫ᕪ್が、40ࠥ60、ࡳ㎸ࡳの数Ꮠをಀ数として೫ᕪ್に組ࡑ の⠊ᅖにな

るよう、務等を調整している。

こうした୰、ᚋも㧗㱋化の進ᒎ、Ẽೃኚ動、ឤᰁのὶ行等により、救急㟂

要の増及びከᵝ化が懸ᛕされるため、救急業務の質の維持等のほ点かࡽ、救急

隊員の職務環境の一層の整備が重要となっている。

の一環として、救急隊員の職務環境ࣉーアッ࢛ࣟࣇこで、救急業務に㛵するࡑ

に㛵する調査᳨࣭ウを実施するため、ྛ㒔㐨ᗓ┴か１ࡽ消防本部ࡎつ㸦ィ 47 消

防本部㸧の実務担当者を㞟めた連絡会を設置し、アンケート調査及び対面会議に

よる意見交換等を行った。

な調査᳨࣭ウ㡯┠は、௨ୗのとおりである。

ձ救急隊員の効果的な労務管理の方策

ղ救急㌴の交㏻事ᨾの防Ṇ対策

ճዪᛶ救急隊員の職務環境の整備促進

մ救急業務における DXの推進
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࠙ᡂᯝࠚ ⑂ປᗘ೫ᕪ್のᆒ୍（ᖹ‽）ࡇࡿࡍとࡓࡁ࡛ࡀ

࠙事例㸰ࠚ㌿㝔搬送ᑓ⏝の救急隊を㐠⏝し、の救急隊の負担を軽減

㌿㝔搬送౫㢗とあࡽかࡌめᢕᥱできている事については、᪥業務の職

員ཪは௵⏝職員で構成する⮫時救急隊が対応する。

࠙事例㸱ࠚ救急隊の㐠⏝方ἲのᕤኵ

一ᐃの㢖ᗘで救急隊௨እの業務をり当てる取組ۑ

㸱ᅇの当┤務㸦24時間㸧のう１ࡕᅇは、救急隊௨እの業務㸦消防隊、

ᣦ隊等㸧を行うこととし、隊員の負担の軽減をᅗる。

務⤊時間となった救急隊には、出動ᣦ௧をかけない取組ۑ

ᖐ⨫時や病㝔ᐜ時に務⤊時間となった場ྜ、ࡑの救急隊を出動

⬟に設ᐃする、ཪは、交᭰要員を病㝔にྥかࢃせることで、隊員の負担

の軽減をᅗる。

現場ᅾが㛗時間となった㝿にูの隊に交᭰させる取組ۑ

出動ᣦ௧ᚋ、救急隊の活動時間が一ᐃ時間㸦例:１時間㸧を㉸㐣する場

ྜ、消ⅆ隊を㏣加出動㸦PA連ᦠ㸧し、隊員間のࣟーࢸーࣙࢩンを行うこ

とで、隊員の負担の軽減をᅗる。

࠙事例㸲ࠚ救急隊のᡓ␎的な増隊

ᕷ⏫ᮧは、これまで、消防ຊの整備ᣦ㔪㸦ᖹ成 12ᖺ消防ᗇ࿌♧➨１ྕ㸧

にᇶ࡙いてே員࣭施設の整備にດめており、ྠ ᣦ㔪が、ᕷ⏫ᮧの消防ຊの

実ᙉ化にきなᙺを果たしてきたとこࢁである。ᖹ成 26ᖺ、ྠᣦ㔪がᨵ

ṇされ、救急⮬動㌴の㓄置ᇶ‽について、຺要⣲としてࠕ㧗㱋化の状況ࠖ

が᫂グされるとともに、救急隊の隊員の㓄置ᇶ‽について、ᆅᇦの実に応

。て、救急隊の隊員の௦᭰要員を☜ಖすることとした㸦ᅗ⾲㸱̿㸵㸧ࡌ
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ᅗ⾲㸱㸫㸵 ᾘ㜵ຊのᩚഛᣦ㔪のᨵṇのᴫせ࠙ᡂᯝࠚ ⑂ປᗘ೫ᕪ್のᆒ୍（ᖹ‽）ࡇࡿࡍとࡓࡁ࡛ࡀ

࠙事例㸰ࠚ㌿㝔搬送ᑓ⏝の救急隊を㐠⏝し、の救急隊の負担を軽減

㌿㝔搬送౫㢗とあࡽかࡌめᢕᥱできている事については、᪥業務の職

員ཪは௵⏝職員で構成する⮫時救急隊が対応する。

࠙事例㸱ࠚ救急隊の㐠⏝方ἲのᕤኵ

一ᐃの㢖ᗘで救急隊௨እの業務をり当てる取組ۑ

㸱ᅇの当┤務㸦24時間㸧のう１ࡕᅇは、救急隊௨እの業務㸦消防隊、

ᣦ隊等㸧を行うこととし、隊員の負担の軽減をᅗる。

務⤊時間となった救急隊には、出動ᣦ௧をかけない取組ۑ

ᖐ⨫時や病㝔ᐜ時に務⤊時間となった場ྜ、ࡑの救急隊を出動

⬟に設ᐃする、ཪは、交᭰要員を病㝔にྥかࢃせることで、隊員の負担

の軽減をᅗる。

現場ᅾが㛗時間となった㝿にูの隊に交᭰させる取組ۑ

出動ᣦ௧ᚋ、救急隊の活動時間が一ᐃ時間㸦例:１時間㸧を㉸㐣する場

ྜ、消ⅆ隊を㏣加出動㸦PA連ᦠ㸧し、隊員間のࣟーࢸーࣙࢩンを行うこ

とで、隊員の負担の軽減をᅗる。

࠙事例㸲ࠚ救急隊のᡓ␎的な増隊

ᕷ⏫ᮧは、これまで、消防ຊの整備ᣦ㔪㸦ᖹ成 12ᖺ消防ᗇ࿌♧➨１ྕ㸧

にᇶ࡙いてே員࣭施設の整備にດめており、ྠ ᣦ㔪が、ᕷ⏫ᮧの消防ຊの

実ᙉ化にきなᙺを果たしてきたとこࢁである。ᖹ成 26ᖺ、ྠᣦ㔪がᨵ

ṇされ、救急⮬動㌴の㓄置ᇶ‽について、຺要⣲としてࠕ㧗㱋化の状況ࠖ

が᫂グされるとともに、救急隊の隊員の㓄置ᇶ‽について、ᆅᇦの実に応

。て、救急隊の隊員の௦᭰要員を☜ಖすることとした㸦ᅗ⾲㸱̿㸵㸧ࡌ
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この消防ຊの整備ᣦ㔪を活⏝し、救急隊の増隊につなࡆている消防本部の取組は

ḟのとおり。

࠙Aᮏ㒊ࠚ㧗㱋➼క࠺ᩆᛴฟືの≧ἣ຺ࢆࠊࡋᩆᛴ㝲のቑ㝲ྲྀࡓࡆ⧄⤌

救急隊の整備ᣦᶆについては、消防ຊの整備ᣦ㔪㸦௨ୗࠕ国ᣦ㔪ࠖという。㸧にᇶ࡙

㧗㱋化の状況ࠖを຺したᣦᶆを加⟬し⟬ᐃしてࠕ、ேཱྀをᇶ‽に⟬ᐃしたᣦᶆに⥲ࡃ

いたが、ேཱྀ減の୰においても、㧗㱋化の進ᒎによって増加することがண される救急

㟂要に適切に対応していかなけれࡤなࡽないㄢ㢟があった。

とに␗なる救急㌴の⏝率をᑗࡈをศᯒし、☜ㄆされたᖺ㱋ࢱーࢹこで、救急出動ࡑ

᮶推ィேཱྀで推ィされたேཱྀに⿵ṇするなどにより、ᑗ᮶の救急㟂要ேཱྀ㸦௬ேཱྀ㸧

を⟬出し、当該救急㟂要ேཱྀを国ᣦ㔪にᇶ࡙ࡃேཱྀᇶ‽による⟬ᐃ方ἲにより⟬出して

ᚓࡽれたᣦᶆを救急隊の整備ᣦᶆとするなど、管㎄ᕷ⏫ᮧのᑗ᮶推ィேཱྀかࡽண され

る救急㟂要をண し、必要な救急体ไを構⠏することができる、よりᡓ␎的な⪃࠼方な

どにᨵめた。これにᇶ࡙きᕷ㛗部ᒁと調整し、救急隊の増隊につながった㸦ᅗ⾲㸱㸫㸶㸧。

ᅗ⾲㸱㸫㸶 Aᮏ㒊のྲྀ⤌のヲ⣽

࠙国ᣦᶆによる⟬ᐃ方ἲをᇶ‽に、⊂⮬の整備ᣦᶆを⏝いた⪃࠼方ࠚ

救急出動ࢹーࢱのศᯒ⤖果をᇶに、ᖺ㱋を㸷༊ศ㸦ͤ１㸧にしたୖで、全ᖺ㱋の

救急㌴の⏝率㸦ᖹᆒ್㸦㸣㸧㸧とྛᖺ㱋ᖏの救急㌴の⏝率をẚ㍑してᚓࡽれた

ಸ率をಀ数とし、ࡑのಀ数をྛᖺ㱋ᖏのᑗ᮶推ィேཱྀにࡌて⟬出したேཱྀ㸦救急

㟂要ேཱྀͤ㸰㸧にᇶ࡙き、救急⮬動㌴の整備ᣦᶆを⟬ᐃ。

㸦ͤ１㸸ᖺ㱋༊ศメーࢪ㸧

ձ㸳ṓ௨ୗ ղ㸴ṓ㹼64ṓ ճ65ṓ㹼69ṓ մ70ṓ㹼74ṓ յ75ṓ㹼79ṓ

ն80ṓ㹼84ṓ շ85ṓ㹼89ṓ ո90ṓ㹼99ṓ չ100ṓ௨ୖ

㸦⟬ᐃメーࢪ㸧

࣭ͤ㸰㸸救急㟂要ேཱྀ

㸻 管㎄ᕷ⏫ᮧのᑗ᮶推ィேཱྀにᇶ࡙ࡃேཱྀ × ྛᖺ㱋ᖏの救急㟂要㸦ಀ数㸧…

࣭国ᣦᶆをᇶ本に、⊂⮬の整備ᣦᶆを⏝いた⟬ᐃ

㸻㸦 㸫 100,000ே㸧 ÷ 50,000ே 㸩 㸳ྎ
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࠙Bᮏ㒊ࠚ⌧ሙ฿╔㛫ࡸάື㛫➼の≧ἣ຺ࢆࠊࡋᩆᛴ㝲のቑ㝲ྲྀࡓࡆ⧄⤌

消防ຊの整備ᣦ㔪における救急⮬動㌴の㓄置ᇶ‽のうࡕ、㧗㱋化の状況と救急業務の

出動の状況について、ࢹーࢱをゎᯒし、ィ⏬的に救急隊を増隊することとしたものであ

る。

一⯡的に、ᚰ⫵Ṇᚋ㸳ศを㉸࠼ると、救命率が┦当పࡃなるとゝࢃれているため、

救急隊の出動かࡽ現場฿╔までの時間㸦௨ୗࠕ現場฿╔時間ࠖという。㸧が㐜延するこ

とがないよう、救急㌴を㓄備してきた。しかし、௧㸱ᖺは、᪂ᆺࣝ࢘ࢼࣟࢥスឤᰁ

のᙳ㡪をཷけ、救急隊の現場活動時間が延伸したことにకい、現場฿╔時間の㐜延ഴ

ྥがㄆめࡽれた。加࠼て、救急隊１隊あたりの出動件数がከࡃ、救急隊員の労務管理の

点でもきなㄢ㢟となっていた。

救急出動した、ࡽこで、௧㸲ᖺかࡑ 1件１件の活動時間も⪃៖したᣦᶆを⏝い、ే

せてᕷのேཱྀのᑗ᮶ண 、ᖺ㱋層ࡈとの救急要ㄳ率等をศᯒし、ᚋ必要とされる救急

隊数を⟬出し、実㝿に増隊につながった㸦ᅗ⾲㸱㸫㸷㸧。

なお、救急隊の増隊に加࠼て、消ⅆ隊を一時的に救急隊として㐠⏝し、救急活動体ไ

のᙉ化をᅗる取組も進めている。

ᅗ⾲㸱㸫㸷 Bᮏ㒊のྲྀ⤌のヲ⣽

㸺ᡭ㡰１㸼 増隊の必要ᛶを㋃ま࠼たᣦᶆの設ᐃ

࣭ 現場฿╔時間の延伸を㋃まࠕ࠼現場฿╔時間㸳ศࠖをᣦᶆとする。

࣭ 救急隊の活動時間の延伸を㋃まࠕ࠼活動時間⥲㸦救急出動件数�救急隊の

活動時間㸧ࠖ をᣦᶆとする。

㸺ᡭ㡰㸰㸼 救急隊１隊あたりの活動時間⥲のୖ㝈್の⟬出

㐣ཤ 10ᖺのྛᖺのࠕ救急隊１隊あたりの活動時間⥲㸦ᖹᆒ್㸧ࠖ を⦪㍈に、

現場฿╔時間㸦ᖹᆒ್㸧ࠖࠕ をᶓ㍈にࣟࣉットしたᅗかࡽ㏆ఝ᭤⥺をస成し、

現場฿╔時間が㸳ศとなる置かࡽ㏆ఝ᭤⥺に交ࢃる置を活動時間⥲の

ୖ㝈್とする。

  

㸺ᡭ㡰㸱㸼 救急隊１隊あたりの活動時間⥲のண ್の⟬出

ᕷのேཱྀのᑗ᮶ண 、ᖺ㱋層ࡈとの救急要ㄳ率の推⛣㸦㸱ẁ㝵㸧、救急隊の活動

時間㸦実⦼㸧かࡽ、ᑗ᮶㸦例ࡤ࠼௧㸵ᖺ㸧の活動時間⥲のண ್を⟬出する。

㸺ᡭ㡰㸲㸼 救急隊の必要隊数の⟬出

ᡭ㡰㸱で⟬出した救急隊１隊あたりの活動時間⥲のண ್㸦例ࡤ࠼௧㸵ᖺ

୰㸧を、ᡭ㡰㸰で⟬出した救急隊１隊あたりの活動時間⥲のୖ㝈್でることで、

救急隊の必要隊数を⟬出する。

この消防ຊの整備ᣦ㔪を活⏝し、救急隊の増隊につなࡆている消防本部の取組は

ḟのとおり。

࠙Aᮏ㒊ࠚ㧗㱋➼క࠺ᩆᛴฟືの≧ἣ຺ࢆࠊࡋᩆᛴ㝲のቑ㝲ྲྀࡓࡆ⧄⤌

救急隊の整備ᣦᶆについては、消防ຊの整備ᣦ㔪㸦௨ୗࠕ国ᣦ㔪ࠖという。㸧にᇶ࡙

㧗㱋化の状況ࠖを຺したᣦᶆを加⟬し⟬ᐃしてࠕ、ேཱྀをᇶ‽に⟬ᐃしたᣦᶆに⥲ࡃ

いたが、ேཱྀ減の୰においても、㧗㱋化の進ᒎによって増加することがண される救急

㟂要に適切に対応していかなけれࡤなࡽないㄢ㢟があった。

とに␗なる救急㌴の⏝率をᑗࡈをศᯒし、☜ㄆされたᖺ㱋ࢱーࢹこで、救急出動ࡑ

᮶推ィேཱྀで推ィされたேཱྀに⿵ṇするなどにより、ᑗ᮶の救急㟂要ேཱྀ㸦௬ேཱྀ㸧

を⟬出し、当該救急㟂要ேཱྀを国ᣦ㔪にᇶ࡙ࡃேཱྀᇶ‽による⟬ᐃ方ἲにより⟬出して

ᚓࡽれたᣦᶆを救急隊の整備ᣦᶆとするなど、管㎄ᕷ⏫ᮧのᑗ᮶推ィேཱྀかࡽண され

る救急㟂要をண し、必要な救急体ไを構⠏することができる、よりᡓ␎的な⪃࠼方な

どにᨵめた。これにᇶ࡙きᕷ㛗部ᒁと調整し、救急隊の増隊につながった㸦ᅗ⾲㸱㸫㸶㸧。

ᅗ⾲㸱㸫㸶 Aᮏ㒊のྲྀ⤌のヲ⣽

࠙国ᣦᶆによる⟬ᐃ方ἲをᇶ‽に、⊂⮬の整備ᣦᶆを⏝いた⪃࠼方ࠚ

救急出動ࢹーࢱのศᯒ⤖果をᇶに、ᖺ㱋を㸷༊ศ㸦ͤ１㸧にしたୖで、全ᖺ㱋の

救急㌴の⏝率㸦ᖹᆒ್㸦㸣㸧㸧とྛᖺ㱋ᖏの救急㌴の⏝率をẚ㍑してᚓࡽれた

ಸ率をಀ数とし、ࡑのಀ数をྛᖺ㱋ᖏのᑗ᮶推ィேཱྀにࡌて⟬出したேཱྀ㸦救急

㟂要ேཱྀͤ㸰㸧にᇶ࡙き、救急⮬動㌴の整備ᣦᶆを⟬ᐃ。

㸦ͤ１㸸ᖺ㱋༊ศメーࢪ㸧

ձ㸳ṓ௨ୗ ղ㸴ṓ㹼64ṓ ճ65ṓ㹼69ṓ մ70ṓ㹼74ṓ յ75ṓ㹼79ṓ

ն80ṓ㹼84ṓ շ85ṓ㹼89ṓ ո90ṓ㹼99ṓ չ100ṓ௨ୖ

㸦⟬ᐃメーࢪ㸧

࣭ͤ㸰㸸救急㟂要ேཱྀ

㸻 管㎄ᕷ⏫ᮧのᑗ᮶推ィேཱྀにᇶ࡙ࡃேཱྀ × ྛᖺ㱋ᖏの救急㟂要㸦ಀ数㸧…

࣭国ᣦᶆをᇶ本に、⊂⮬の整備ᣦᶆを⏝いた⟬ᐃ

㸻㸦 㸫 100,000ே㸧 ÷ 50,000ே 㸩 㸳ྎ
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ղᩆᛴ㌴の㏻ᨾの㜵Ṇᑐ⟇

 ᴫせ
救急出動件数の増加等によりᶵ㛵員㸦㐠㌿員㸧の負担が増加している。ᶵ

㛵員のఇ᠁の☜ಖや交᭰にಀる消防本部の取組を調、先進的な事例をとり

まとめるとともに、救急㌴の交㏻事ᨾの防Ṇ対策についてもྠᵝに先進的な

事例をとりまとめた。

 㐃⤡ࡿࡅ࠾࡞ពぢ
㸦ϸ㸧事ᨾ防Ṇに対する㞟ྜᩍ⫱でࢻラࣈレࢥーࢲーのᫎീを⏝して

いる。ࡑのことかࡽ、隊員ྠኈがྠࡌ༴ᶵ意㆑を持って事ᨾ防Ṇに

ດめることができている。

㸦Ϲ㸧㌴୧を༢⊂㸦１ே㸧で動かさないࣝーࣝにしている㸦ᚋ㏥時には、

ㄏᑟする職員を㓄置している㸧。

㸦Ϻ㸧࢝メラを設置して、ᶵ㛵員のハンࣝࢻ᧯సやࣈレー࢟の࣑ࢱンࢢ

などの᳨ドを行う、ࢥメンࣜࢱー◊ಟを、እ部ጤクにより実施して

いる。

㸦ϻ㸧㌴୧᭦᪂時、㌴୧࿘ᅖの㞀害≀との㊥㞳を᳨出するᶵ⬟や、㐠㌿者が

Ṛゅをᢕᥱできるࣔࢱࢽーをᦚ㍕し、事ᨾ防Ṇにᙺ❧てている。

࢘ ᶵ㛵ဨのఇ᠁の☜ಖࠊཪࠊࡣᶵ㛵ဨࢆ᭰ྲྀࡿࡍ⤌の
ᖹ成 17ᖺ 10᭶㸵᪥け消防消➨ 205 ྕ࣭ 消防救➨ 239ྕ㏻▱のグ㸰では、

ᐈほ的なᇶ‽にᇶ࡙ࡃ交᭰として、出場件数㸸１当務 10件、時間እ務時間㸸

連続㸲時間、㉮行㊥㞳㸸100というᇶ‽を設けている消防本部があった᪨を

グ㍕した。

ᅇの調査᳨ウによりᚓࡽれた消防本部の取組はḟのとおり。

࠙事例１ࠚ救急出動件数でᇶ‽をᐃめている消防本部があった。

࠙事例㸰ࠚ時間と救急出動件数でᇶ‽をᐃめている消防本部があった。
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࠙事例㸱 。救急出動件数と㉮行㊥㞳でᇶ‽をᐃめている消防本部があったࠚ

࠙事例㸲ࠚ㉮行㊥㞳でᇶ‽をᐃめている消防本部があった。

   

࠙事例㸳ࠚ⣼✚出動時間でᇶ‽をᐃめている消防本部があった。

࠙事例㸴ࠚᐃめࡽれた時間でᇶ‽をᐃめている消防本部があった。

࠙事例㸵ࠚ῝ኪ時間ᖏの出動でᇶ‽をᐃめている消防本部があった。

。とにᶵ㛵員を交᭰させるࡈኪ時間ᖏは、出動῝ۑ

。た場ྜにఇ᠁時間を☜ಖさせる࠼௬╀時間ᖏに連続出場が㸱時間を㉸ۑ

ղᩆᛴ㌴の㏻ᨾの㜵Ṇᑐ⟇

 ᴫせ
救急出動件数の増加等によりᶵ㛵員㸦㐠㌿員㸧の負担が増加している。ᶵ

㛵員のఇ᠁の☜ಖや交᭰にಀる消防本部の取組を調、先進的な事例をとり

まとめるとともに、救急㌴の交㏻事ᨾの防Ṇ対策についてもྠᵝに先進的な

事例をとりまとめた。

 㐃⤡ࡿࡅ࠾࡞ពぢ
㸦ϸ㸧事ᨾ防Ṇに対する㞟ྜᩍ⫱でࢻラࣈレࢥーࢲーのᫎീを⏝して

いる。ࡑのことかࡽ、隊員ྠኈがྠࡌ༴ᶵ意㆑を持って事ᨾ防Ṇに

ດめることができている。

㸦Ϲ㸧㌴୧を༢⊂㸦１ே㸧で動かさないࣝーࣝにしている㸦ᚋ㏥時には、

ㄏᑟする職員を㓄置している㸧。

㸦Ϻ㸧࢝メラを設置して、ᶵ㛵員のハンࣝࢻ᧯సやࣈレー࢟の࣑ࢱンࢢ

などの᳨ドを行う、ࢥメンࣜࢱー◊ಟを、እ部ጤクにより実施して

いる。

㸦ϻ㸧㌴୧᭦᪂時、㌴୧࿘ᅖの㞀害≀との㊥㞳を᳨出するᶵ⬟や、㐠㌿者が

Ṛゅをᢕᥱできるࣔࢱࢽーをᦚ㍕し、事ᨾ防Ṇにᙺ❧てている。

࢘ ᶵ㛵ဨのఇ᠁の☜ಖࠊཪࠊࡣᶵ㛵ဨࢆ᭰ྲྀࡿࡍ⤌の
ᖹ成 17ᖺ 10᭶㸵᪥け消防消➨ 205 ྕ࣭ 消防救➨ 239ྕ㏻▱のグ㸰では、

ᐈほ的なᇶ‽にᇶ࡙ࡃ交᭰として、出場件数㸸１当務 10件、時間እ務時間㸸

連続㸲時間、㉮行㊥㞳㸸100というᇶ‽を設けている消防本部があった᪨を

グ㍕した。

ᅇの調査᳨ウによりᚓࡽれた消防本部の取組はḟのとおり。

࠙事例１ࠚ救急出動件数でᇶ‽をᐃめている消防本部があった。

࠙事例㸰ࠚ時間と救急出動件数でᇶ‽をᐃめている消防本部があった。
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࢚ ᶵ㛵ဨࢆఇ᠁ཪࡣ᭰ࡓࡿࡏࡉめᕤኵྲྀࡿ࠸࡚ࡋ⤌の
࠙事例１ࠚව務隊員㸦１ྡ㹼㸰ྡ㸧をあࡽかࡌめ交᭰要員としてᣦᐃして

交᭰要員を☜ಖしている。

࠙事例㸰ࠚ㝵⣭が㧗い者もᶵ㛵員として活動できるよう要件を⦆してい

る。

࠙事例㸱 。ンで出動しているࣙࢩーࢸ救急隊を１当務㸲ྡ㓄置としてࣟーࠚ

࠙事例㸲ࠚ消防隊に救急の有㈨᱁者を㓄置し、ྍ⬟な⠊ᅖで交᭰しやすい

環境をసっている。

࢜ ᩆᛴ㌴の㏻ᨾ㜵Ṇಀࡿඛ㐍ⓗ࡞
࠙事例１ࠚ㌴୧᭦᪂時、㌴୧࿘ᅖの㞀害≀との㊥㞳を᳨出するᶵ⬟や、㐠

㌿者がṚゅをᢕᥱできるࣔࢱࢽーをᦚ㍕する。

救急出動時における㐨㊰⊃㝼ᆅᇦや㌴୧のᚋ㏥時にⓎ⏕する事ᨾを防

Ṇするため、┠視ではṚゅとなる⟠ᡤの☜ㄆを㌴୧のᏳ全置で☜ㄆす

る。

࠙事例㸰ࠚᶵ㛵員のハンࣝࢻ᧯స等の᳨ドをእ部ጤクにより実施

ᶵ㛵員の㐠㌿≉ᛶを㌴୧に設置した࢝メラで、┠⥺や㊊ୗ㸦ࣈレー࢟᧯

స㸧、ィჾ等をᙳし、ಶேではホ౯しにࡃい≉ᛶをᢕᥱする。

࠙事例㸱ࠚCRMᩍ⫱の実施

CRMとは、ࠕCrew Resource Management㸸クࣝー࣭ࣜࢯース࣭ࢪࢿ࣐メ

ントࠖで、Ᏻ全かつ効率的な㐠⯟のために全ての⏝ྍ⬟なே員、㈨ᶵᮦ

及びሗを効果的に活⏝するᥐ置で⯟✵業⏺の㐠⯟ᴫᛕの一つである。

ே間は、࢚ࠕラーかࡽ㏨れࡽれない とࠖいうのが CRMのᇶ本的な⪃࠼方で

あるが、組⧊࣭チー࣒のࣜࢯース㸦㈨※㸧を有効活⏝することで、࢚ラー

Ⓨ⏕のྍ⬟ᛶをୗࡆることや、ᙳ㡪をᑠさࡃすることができる。

意見をⓎすることを㌋㌉しないࠖࠕ隊員の、ࡎࡽのためには、隊㛗に㝈ࡑ

ᚰ理的Ᏻ全ᛶが㧗い環境࡙ࡃりが必要となり、業務に㛵ࢃる全てのࠕ௰間ࠖ

をࠕ㈨※ࠖとしてࠕ活⏝ࠖし、࢚ラーが事ᨾに⤖びつかないようにするこ

とで、より㧗ᗘなᕷẸࢧーࣅスを実現することを┠ᣦし、A´消防本部では

CRM 実施要㡿を策ᐃしている。この CRM は、消防のあࡺࡽる業務の推進に

活⏝できるものとして、現ᅾ、現場ㄗㄆ防Ṇ対策カ⦎にもᙺ❧てている。
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㸦例㸧災害現場ㄗㄆ防Ṇ対策 CRMカ⦎

㸦ᇶ本の☜ㄆ㸧ࢢンࣇーࣜࣈ㐠行๓ۑ

災害現場ㄗㄆ防Ṇに有効となる部隊ෆࢽ࣑ࣗࢥケーࣙࢩンスࣝ࢟の

ྥୖ及び⩦័化を┠的として、ẖ当┤実施している。

ンࣙࢩッ࢝スࢹㄗㄆ防Ṇۑ

災害出動時における部隊ෆࢽ࣑ࣗࢥケーࣙࢩンの事例や実㝿の災害

出動時のᫎീをᇶに、⮬ศや┦ᡭの❧場になってࠗⰋዲなとこ࠘ࢁや

ࠗどうすれࡤⰋかったか࠘をヰしྜい、ࡑの୰でも重要となった࣏

ントをヰしྜい⪃ᐹしている。

り㏉りۑ

災害出動時のᶵ会を活⏝し、災害出動୰の部隊ෆࢽ࣑ࣗࢥケーࣙࢩン

等について、り㏉りを実施する。り㏉りは、ᐃᮇ的な࣑ーࢸン

が、ᖐ⨫㏵ୖやᖐ⨫ᚋのఇࡔなど時間をかけて実施することも切ࢢ

᠁を⏝するなど⡆༢に実施するものでも༑ศ効果がᚓࡽれる。

࢚ ᶵ㛵ဨࢆఇ᠁ཪࡣ᭰ࡓࡿࡏࡉめᕤኵྲྀࡿ࠸࡚ࡋ⤌の
࠙事例１ࠚව務隊員㸦１ྡ㹼㸰ྡ㸧をあࡽかࡌめ交᭰要員としてᣦᐃして

交᭰要員を☜ಖしている。

࠙事例㸰ࠚ㝵⣭が㧗い者もᶵ㛵員として活動できるよう要件を⦆してい

る。

࠙事例㸱 。ンで出動しているࣙࢩーࢸ救急隊を１当務㸲ྡ㓄置としてࣟーࠚ

࠙事例㸲ࠚ消防隊に救急の有㈨᱁者を㓄置し、ྍ⬟な⠊ᅖで交᭰しやすい

環境をసっている。

࢜ ᩆᛴ㌴の㏻ᨾ㜵Ṇಀࡿඛ㐍ⓗ࡞
࠙事例１ࠚ㌴୧᭦᪂時、㌴୧࿘ᅖの㞀害≀との㊥㞳を᳨出するᶵ⬟や、㐠

㌿者がṚゅをᢕᥱできるࣔࢱࢽーをᦚ㍕する。

救急出動時における㐨㊰⊃㝼ᆅᇦや㌴୧のᚋ㏥時にⓎ⏕する事ᨾを防

Ṇするため、┠視ではṚゅとなる⟠ᡤの☜ㄆを㌴୧のᏳ全置で☜ㄆす

る。

࠙事例㸰ࠚᶵ㛵員のハンࣝࢻ᧯స等の᳨ドをእ部ጤクにより実施

ᶵ㛵員の㐠㌿≉ᛶを㌴୧に設置した࢝メラで、┠⥺や㊊ୗ㸦ࣈレー࢟᧯

స㸧、ィჾ等をᙳし、ಶேではホ౯しにࡃい≉ᛶをᢕᥱする。

࠙事例㸱ࠚCRMᩍ⫱の実施

CRMとは、ࠕCrew Resource Management㸸クࣝー࣭ࣜࢯース࣭ࢪࢿ࣐メ

ントࠖで、Ᏻ全かつ効率的な㐠⯟のために全ての⏝ྍ⬟なே員、㈨ᶵᮦ

及びሗを効果的に活⏝するᥐ置で⯟✵業⏺の㐠⯟ᴫᛕの一つである。

ே間は、࢚ࠕラーかࡽ㏨れࡽれない とࠖいうのが CRMのᇶ本的な⪃࠼方で

あるが、組⧊࣭チー࣒のࣜࢯース㸦㈨※㸧を有効活⏝することで、࢚ラー

Ⓨ⏕のྍ⬟ᛶをୗࡆることや、ᙳ㡪をᑠさࡃすることができる。

意見をⓎすることを㌋㌉しないࠖࠕ隊員の、ࡎࡽのためには、隊㛗に㝈ࡑ

ᚰ理的Ᏻ全ᛶが㧗い環境࡙ࡃりが必要となり、業務に㛵ࢃる全てのࠕ௰間ࠖ

をࠕ㈨※ࠖとしてࠕ活⏝ࠖし、࢚ラーが事ᨾに⤖びつかないようにするこ

とで、より㧗ᗘなᕷẸࢧーࣅスを実現することを┠ᣦし、A´消防本部では

CRM 実施要㡿を策ᐃしている。この CRM は、消防のあࡺࡽる業務の推進に

活⏝できるものとして、現ᅾ、現場ㄗㄆ防Ṇ対策カ⦎にもᙺ❧てている。
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ճዪ性ᩆᛴ㝲ဨの⫋ົ⎔ቃのᩚഛಁ㐍

 ᴫせ
⫱ඣ等で救急隊を一ᐃᮇ間㞳れていた職員の救急隊ᖐをᨭする取組や、

ዪᛶ消防ྣ員が救急隊員として活動しやすい環境整備にಀる消防本部の取組

を調、先進的な取組事例をとりまとめた。

 㐃⤡ࡿࡅ࠾࡞ពぢ
㸦ϸ㸧ዪᛶ救急隊員の活㌍推進をᅗるため、᪥救急隊の整備、㟁動スト

レッチࣕーのᑟධ、救急㈨ჾᮦの軽㔞化のか、務環境を整備す

るために施設のᨵಟを行っている。

㸦Ϲ㸧ዪᛶの⪃࠼をᫎできるように、ே事ㄢにዪᛶ職員を㓄置している。

㸦Ϻ㸧ዪᛶの救急隊員が㓄置されている救急㌴に㟁動ストレッチࣕーを㓄

備することで、ዪᛶ職員の᥇⏝活動時にアࣆーࣝできるかもしれな

い。

㸦ϻ㸧᪩ᮇ㏥職やⱝいうࡕに㞳職する職員が出ている。≉に⤒㦂を✚ࢇで

㧗い⬟ຊを有する救命ኈが㞳職したときはࣙࢩックࡔった。

࢘ ඛ㐍ⓗ࡞
࠙事例１ࠚ㟁動ストレッチࣕーのᑟධ、救急㈨ჾᮦの軽㔞化

傷病者搬送⏝ストレッチࣕーの᪼㝆や㌴ෆᐜ等の動సを⮬動で行うこと

ができるࠕ㟁動ストレッチࣕーࠖをᑟධしている。また、救急隊がᦠ行し現

場で活⏝する㓟⣲࣎ン࣋は㸰L のものがᶆ‽であるが、㈨ჾᮦの軽㔞化のほ

点かࡽ 1.1Lのものをᑟධしている。

࠙事例㸰ࠚዪᛶ職員が活⏝できる施設の✚ᴟ的なᑟධ

有なᆅ方മ等の国の㈈ᨻᥐ置を活⏝して、ᗇ⯋㸦消防本部࣭消防⨫࣭消

防出ᙇᡤ㸧の整備を行い、全てのᗇ⯋でዪᛶ消防ྣ員が㝸᪥務を行うこと

ができるようになっている。

ᐇ㝿の௬╀ᐊ➼のᵝᏊ(┿)
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࠙事例㸱ࣜࠚスࢱートࢢࣟࣉラ࣒の✚ᴟ的なᑟධ

⫱ඣや᪥業務により、㛗ᮇ間救急業務にᚑ事していなかった救急救命ኈ

有㈨᱁者が、救急隊にᖐする㝿に、ࣟࣉトࣝࢥの☜ㄆや救急救命ฎ置の

ᡭᢏ☜ㄆなど現場ᖐにకうᏳをゎ消するため、消防本部等が全面的にࢧ

㸶本部がྠᵝの取組をࡕートしている。連絡会ཧ加消防本部(47本部)のう࣏

実施しており、ࡑの୰には、௧㸳ᖺᗘ⥲務┬消防ᗇのࠕ消防本部における

ዪᛶ消防ྣ員活㌍推進ࣔࣝࢹ事業ࠖを活⏝し、▱見を有するẸ間業と連ᦠ

し、ྛ✀◊ಟを行っている消防本部もあった。

࠙事例㸲ࠚ┦ㄯ体ไの☜❧㸦ே事ㄢのዪᛶ職員の㓄置、ಶู面ㄯ㸧

ዪᛶの視点や意見を職場環境等にᫎするため、ே事担当にዪᛶ職員をۑ

㓄置している。

ྛ、㝶時、⫱ඣやㆤのための務ᙧែのኚ᭦ۑ ✀ไᗘをᕼᮃするなどを、

࣡ークラࣂࣇランスࢩートを活⏝しሗ࿌することで、必要なᥐ置をㅮ

。ているࡌ

࣭⏘出ۑ ⫱ఇを⤒㦂ᚋに現場ᖐをᕼᮃした職員に対しࣄアࣜンࢢを行い、

᪥を⤒てかࡽẁ㝵的に㝸᪥務㓄置するなど、ࡑの㒔ᗘࣄアࣜンࢢ

を行い職員のᕼᮃをᫎしている。

ճዪ性ᩆᛴ㝲ဨの⫋ົ⎔ቃのᩚഛಁ㐍

 ᴫせ
⫱ඣ等で救急隊を一ᐃᮇ間㞳れていた職員の救急隊ᖐをᨭする取組や、

ዪᛶ消防ྣ員が救急隊員として活動しやすい環境整備にಀる消防本部の取組

を調、先進的な取組事例をとりまとめた。

 㐃⤡ࡿࡅ࠾࡞ពぢ
㸦ϸ㸧ዪᛶ救急隊員の活㌍推進をᅗるため、᪥救急隊の整備、㟁動スト

レッチࣕーのᑟධ、救急㈨ჾᮦの軽㔞化のか、務環境を整備す

るために施設のᨵಟを行っている。

㸦Ϲ㸧ዪᛶの⪃࠼をᫎできるように、ே事ㄢにዪᛶ職員を㓄置している。

㸦Ϻ㸧ዪᛶの救急隊員が㓄置されている救急㌴に㟁動ストレッチࣕーを㓄

備することで、ዪᛶ職員の᥇⏝活動時にアࣆーࣝできるかもしれな

い。

㸦ϻ㸧᪩ᮇ㏥職やⱝいうࡕに㞳職する職員が出ている。≉に⤒㦂を✚ࢇで

㧗い⬟ຊを有する救命ኈが㞳職したときはࣙࢩックࡔった。

࢘ ඛ㐍ⓗ࡞
࠙事例１ࠚ㟁動ストレッチࣕーのᑟධ、救急㈨ჾᮦの軽㔞化

傷病者搬送⏝ストレッチࣕーの᪼㝆や㌴ෆᐜ等の動సを⮬動で行うこと

ができるࠕ㟁動ストレッチࣕーࠖをᑟධしている。また、救急隊がᦠ行し現

場で活⏝する㓟⣲࣎ン࣋は㸰L のものがᶆ‽であるが、㈨ჾᮦの軽㔞化のほ

点かࡽ 1.1Lのものをᑟධしている。

࠙事例㸰ࠚዪᛶ職員が活⏝できる施設の✚ᴟ的なᑟධ

有なᆅ方മ等の国の㈈ᨻᥐ置を活⏝して、ᗇ⯋㸦消防本部࣭消防⨫࣭消

防出ᙇᡤ㸧の整備を行い、全てのᗇ⯋でዪᛶ消防ྣ員が㝸᪥務を行うこと

ができるようになっている。

ᐇ㝿の௬╀ᐊ➼のᵝᏊ(┿)
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մᩆᛴᴗົࡿࡅ࠾ DXの᥎㐍

 ᴫせ
救急業務のྛ場面㸦出動ᣦ௧時のᣦ௧ࢭンࢱーと救急隊のሗ共有、ཷධ

་⒪ᶵ㛵の㑅ᐃ、活動ሗ࿌᭩等のධຊ等㸧における DXのᑟධ事例を調、先

進的な取組事例をとりまとめた。

 㐃⤡ࡿࡅ࠾࡞ពぢ
㸦ϸ㸧救急出動ሗ࿌᭩のస成事務㔞をᚑ᮶の㸲ศの１⛬ᗘになるようなࢩ

ス࣒ࢸをᑟධするணᐃ。

㸦Ϲ㸧傷病者のほᐹሗや㌴ෆの⏬ീを་⒪ᶵ㛵に送ることができれࡤ、

傷病者のཷධ交΅で、ཱྀ㢌でఏ㐩することが減り、࢚ラーがᑡなࡃ

なるとᛮう。効率的に▷時間で搬送先がỴまっていྍࡃ⬟ᛶがあ

り、᳨ウしている。

㸦Ϻ㸧᭶に１ᅇ、་⒪ᶵ㛵と消防本部でᐃ例会を㛤ദし、㛵ಀするࢩスࢸ

。の⏝状況等を☜ㄆしている࣒

㸦ϻ㸧」数病㝔の一ᩧཷධ↷会時のᅇ⟅、デ⒪⛉┠ࡈとのᐜྍ⬟状況

等、་⒪ᶵ㛵ഃがධຊするሗについて、ࣜア࣒ࣝࢱのධຊや᭦

᪂がされていないケースもある。

㸦ϼ㸧ᑟධしたDXࢶーࣝを消防OAࢩス࣒ࢸと᥋続するには、࣋ンࢲーが␗

なり㧗㢠な㈝⏝がかかるため、DXでࢹーࢱ化したものを消防OAに⮬

動的にᫎさせることが㞴しい。
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࢘ ඛ㐍ⓗ࡞
࠙事例１ࠚ救急搬送の㎿速化及び救急業務の効率化をᅗるࢩス࣒ࢸのᑟධ

119 ␒㏻ሗሗ及び救急隊かࡽの傷病者ሗについて、アࣜࣉを㏻ࡌて

༶時に་⒪ᶵ㛵共有し、㎿速なཷධ体ไの☜ಖに⧅ࡆるとともに、救急

現場でධຊしたሗを活動ሗ࿌᭩にᫎできるࢩス࣒ࢸをᑟධした。これ

により、病㝔のཷධ交΅ᅇ数の๐減、救急隊の現場ᅾ時間及び病㝔

ᅾ時間の▷⦰、救急隊の事務ฎ理負担の軽減をᅗっている。

Xᾘ㜵ᮏ㒊ࡀᑟධ࣒ࢸࢫࢩࡓࡋのᴫせ

Yᾘ㜵ᮏ㒊ࡀᑟධ࣒ࢸࢫࢩࡓࡋのᴫせ

մᩆᛴᴗົࡿࡅ࠾ DXの᥎㐍

 ᴫせ
救急業務のྛ場面㸦出動ᣦ௧時のᣦ௧ࢭンࢱーと救急隊のሗ共有、ཷධ

་⒪ᶵ㛵の㑅ᐃ、活動ሗ࿌᭩等のධຊ等㸧における DXのᑟධ事例を調、先

進的な取組事例をとりまとめた。

 㐃⤡ࡿࡅ࠾࡞ពぢ
㸦ϸ㸧救急出動ሗ࿌᭩のస成事務㔞をᚑ᮶の㸲ศの１⛬ᗘになるようなࢩ

ス࣒ࢸをᑟධするணᐃ。

㸦Ϲ㸧傷病者のほᐹሗや㌴ෆの⏬ീを་⒪ᶵ㛵に送ることができれࡤ、

傷病者のཷධ交΅で、ཱྀ㢌でఏ㐩することが減り、࢚ラーがᑡなࡃ

なるとᛮう。効率的に▷時間で搬送先がỴまっていྍࡃ⬟ᛶがあ

り、᳨ウしている。

㸦Ϻ㸧᭶に１ᅇ、་⒪ᶵ㛵と消防本部でᐃ例会を㛤ദし、㛵ಀするࢩスࢸ

。の⏝状況等を☜ㄆしている࣒

㸦ϻ㸧」数病㝔の一ᩧཷධ↷会時のᅇ⟅、デ⒪⛉┠ࡈとのᐜྍ⬟状況

等、་⒪ᶵ㛵ഃがධຊするሗについて、ࣜア࣒ࣝࢱのධຊや᭦

᪂がされていないケースもある。

㸦ϼ㸧ᑟධしたDXࢶーࣝを消防OAࢩス࣒ࢸと᥋続するには、࣋ンࢲーが␗

なり㧗㢠な㈝⏝がかかるため、DXでࢹーࢱ化したものを消防OAに⮬

動的にᫎさせることが㞴しい。
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࠙事例㸰ཷࠚධ་⒪ᶵ㛵とࣜア࣒ࣝࢱでሗを共有するࢶーࣝのᑟධ

救急隊と་ᖌがアࣜࣉを㏻ࡌて、ࣜ ア࣒ࣝࢱの傷病者ሗ㸦現場状況、

ಖ㝤ド等㸧を共有し、救急現場と་⒪現場の連ᦠを行うࢶーࣝをᑟධした。

これにより、救急隊の現場ᅾ時間の▷⦰、病㝔のཷධ交΅時のఏ㐩

ሗのṇ☜化、救急活動の事ᚋ᳨ドの᪩ᮇ化㸦་ᖌかࡽ救急隊の傷病者の

ணᚋ状況の⣲᪩い共有㸧をᅗっている。
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࠙事例㸱ࠚ救急業務の効率化をᅗるࢩス࣒ࢸのᑟධ᳨ウ

救急現場でᚓたሗをࣈࢱレットやᦠᖏ㟁ヰ等の➃ᮎでධຊすると、救

急隊の活動ሗ࿌᭩に⮬動的にᫎされ、これまでは消防⨫でしかస成࣭༳

ๅができなかった活動ሗ࿌᭩やཷධ病㝔のᥦ出㈨ᩱを、救急の活動現場

等でもస成࣭༳ๅすることができる。ᣦ௧ࢩス࣒ࢸや消防 OAࢩス࣒ࢸ、ᚰ

㟁ᅗࣔࢱࢽーとのンࢱーࣇェースによるࢹーࢱ連ᦠを実現し、活動時間

▷⦰と業務負担軽減をᨭする組ࡳ㸦ࢩス࣒ࢸ㸧のᑟධを᳨ウしている。

ͤཧ⪃㸸本ࢩス࣒ࢸのᶵ⬟

搬送先㑅ᐃ時の་⒪ᶵ㛵ཷධ࣭搬送状況を救急隊員全体で共有ۑ

ཷධ་⒪ᶵ㛵の状況を搬送した隊員がࣈࢱレットධຊし状況を共有

できる。

་⒪ᶵ㛵と搬送ሗの共有ۑ

ධຊした傷病者ሗや⏬ീを་⒪ᶵ㛵とࣜア࣒ࣝࢱにሗ共有する

ことができるため、なཷධれ‽備、体ไの☜ಖをྍ⬟とする。

㞟ᅋ救急࣭つᶍ災害ۑ

㞀害状況をධຊしトࣜアーุࢪᐃのᨭができ、་⒪ᶵ㛵のཷධ࣭搬送

状況の見࠼る化ができる。

備ရ管理ۑ

消⪖ရやྛ✀備ရを管理するᶵ⬟により、Ჴ༺等のᅾᗜ管理業務の負担

を軽減できる。

࠙事例㸰ཷࠚධ་⒪ᶵ㛵とࣜア࣒ࣝࢱでሗを共有するࢶーࣝのᑟධ

救急隊と་ᖌがアࣜࣉを㏻ࡌて、ࣜ ア࣒ࣝࢱの傷病者ሗ㸦現場状況、

ಖ㝤ド等㸧を共有し、救急現場と་⒪現場の連ᦠを行うࢶーࣝをᑟධした。

これにより、救急隊の現場ᅾ時間の▷⦰、病㝔のཷධ交΅時のఏ㐩

ሗのṇ☜化、救急活動の事ᚋ᳨ドの᪩ᮇ化㸦་ᖌかࡽ救急隊の傷病者の

ணᚋ状況の⣲᪩い共有㸧をᅗっている。
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まとめ（今後の方向性）
救急出動件数が増加し、救急出動１件あたりの活動時間が延伸するなど、救急

業務は厳しい状況に置かれている。救急業務の質を維持し、災害等による傷病者

の搬送を適切に行うためには、救急隊員の職務環境の一層の整備が重要となって

いる。

全国の 47 消防本部の実務担当者で構成される連絡会を設置し、アンケート調

査及び対面会議による意見交換を実施することで、救急隊員の効果的な労務管理

の方策等について、消防本部における先進的な取組事例等をとりまとめた。

当該事例等を全国の消防本部に速やかに共有し、現場で懸命に活動している救

急隊員の負担軽減、救急業務の効率化を促すことで、救急隊員の職務環境等の整

備を加速化させる必要がある。

なお、救急隊員が属する消防職員全体の職場環境の整備という視点でも、スト

レスチェックやハラスメント対応等の必要な取組について、引き続き推進するこ

とが重要である。
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㸰 救急業ົ全⯡にಀる࢛ࣟࣇーࣉࢵ

救急業務に関する取組≧ἣについては、地域によってᕪが生ࡌて࠾り、「平成

28 年度救急業務のあり方に関する検討会」に࠾いて、ྛ地域のフォローアップ

を行い、救急業務のࣞࣝ࣋アップにつなࡆる必要があるとのᥦゝをཷけた。この

ことから、平成 29 年度から消防ᮏ部をはࡌめとした関ಀᶵ関に向けたアンࢣー

か、全国の都道府県及び消防ᮏ部をᑐ㇟としてゼၥに調査による実ែᢕᥱのࢺ

よるフォローアップ調査を開ጞし、３年をかけて全国 47都道府県を一ᕠした。

ップとしࢸࢫけるᥦゝを踏まえ、更なる࠾のୖで、令和元年度のྠ検討会にࡑ

てྛ地域のㄢ㢟のᑐᛂ⟇について⥅続した࣏ࢧーࢺが必要であり、また、ྛ 消

防ᮏ部に࠾けるㄢ㢟ࡸඛ進事をඹ有することにより、ㅖㄢ㢟をゎỴするための

施⟇につながるࣄンࢺがᚓられ、全国ⓗな救急業務のより一ᒙのࣞࣝ࣋アップに

㈨することを目ⓗとして、令和２年度から４年をかけて、全国 47 都道府県のフ

ォローアップを実施することとした。

年度の実施にᙜたり、取組内ᐜとして௨ୗの㡯目をᥖࡆた（図表３－10）。

図表３－10 救急業ົに㛵ࡍる࢛ࣟࣇーࣉࢵの年度の取組ෆᐜ

まとめ（今後の方向性）
救急出動件数が増加し、救急出動１件あたりの活動時間が延伸するなど、救急

業務は厳しい状況に置かれている。救急業務の質を維持し、災害等による傷病者

の搬送を適切に行うためには、救急隊員の職務環境の一層の整備が重要となって

いる。

全国の 47 消防本部の実務担当者で構成される連絡会を設置し、アンケート調

査及び対面会議による意見交換を実施することで、救急隊員の効果的な労務管理

の方策等について、消防本部における先進的な取組事例等をとりまとめた。

当該事例等を全国の消防本部に速やかに共有し、現場で懸命に活動している救

急隊員の負担軽減、救急業務の効率化を促すことで、救急隊員の職務環境等の整

備を加速化させる必要がある。

なお、救急隊員が属する消防職員全体の職場環境の整備という視点でも、スト

レスチェックやハラスメント対応等の必要な取組について、引き続き推進するこ

とが重要である。
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都道府県（消防防⅏⟶部ᒁ࣭⾨⏕⟶部ᒁ）及び消防本部等を対㇟としたア

ンࢣート調査を実施した。

㸺調査ᴫ要㸼

࣭調 査 ྡ㸸ࠕ救急救యไのᩚഛ࣭実に関する調査 及ࠖび࢝ࢹ࣓ࠕルコント

ロールయไ等の実ែに関する調査ࠖ

࣭調査対㇟㸸47都道府県（消防防⅏⟶部ᒁ、⾨⏕⟶部ᒁ）

47都道府県 MC༠㆟࣭250地域 MC༠㆟࣭722消防本部

࣭調査᪉ἲ㸸WEBアンࢣート

࣭調査ᮇ間㸸令和㸳年㸶᭶ 15᪥㹼㸷᭶㸶᪥（ᇶ‽᪥㸸令和㸳年㸶᭶㸯᪥）

࣭ᅇ  ⋡㸸100㸣

  

また、今年度は年度からឤᰁにಀる調査㡯目を一部ኚ᭦し実施した（図⾲

㸱㸫11）。

図表３－11 ┠㡯ࢺ࣮ࢣࣥ
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ձ ឤᰁに㛵ࡍる㒔㐨ᗓ県㐃ᦠ༠㆟のཧ⏬≧ἣ

都道府県㐃ᦠ༠㆟に消防本部がࠕཧ⏬しているࠖとᅇ⟅した都道府県は

95.7㸣（45 ᅋయ）であった。このうࡕ、༠㆟事㡯のෆᐜについて、ࠕ⛣㏦ඛの

決定᪉ἲࠖとᅇ⟅したのは 24.4㸣（11ᅋయ）、ࠕ⛣㏦༠ຊ機関（消防機関、Ẹ間

救急、Ẹ間ࢩࢡࢱー等）のᙺศ担ࠖとᅇ⟅したのは 42.2㸣（19ᅋయ）、ࠕ⛣㏦

の་ᖌྠに関する事㡯ࠖとᅇ⟅したのは 11.1㸣（㸳ᅋయ）、ࠕ⛣㏦にかかる

㈝⏝負担ࠖとᅇ⟅したのは 13.3㸣（６ᅋయ）、ࠕ⛣㏦ᚋの消ẘやᗣ⟶⌮等ࠖと

ᅇ⟅したのは 13.3（６ᅋయ）、ࠕ⛣㏦に関㐃したឤᰁᛶᗫᲠ≀のฎ⌮㈝⏝負担ࠖ

とᅇ⟅したのは 11.1㸣（㸳ᅋయ）、ࠕ⛣㏦にಀるឤᰁ防Ṇ㈨ჾᮦの負担に関する

事㡯ࠖとᅇ⟅したのは 8.9㸣（４ᅋయ）、ࠕ救急現ሙで⛣㏦対㇟となるឤᰁᝈ

⪅とุ᫂したሙྜの対応ࠖとᅇ⟅したのは 17.8㸣（㸶ᅋయ）であった（図⾲㸱

㸫12）。

全ての都道府県において、消防本部が都道府県㐃ᦠ༠㆟にཧ⏬し、ឤࡰ

ᰁᝈ⪅等の⛣㏦に関する༠㆟が行ࢀࢃている。引き続き、関ಀ機関と消防本

部が㐃ᦠし、⛣㏦にಀる消防機関の༠ຊ等について、必要な༠㆟を行うことが

ᮃまࢀる。

図表３－12 㒔㐨ᗓ県㐃ᦠ༠㆟に࡚࠸ࡘᾘ㜵ᮏ㒊のཧ⏬≧ἣ（⾨⏕⟶㒊ᒁᅇ⟅）

༠㆟㡯ࡣのよ࡞࠺ෆᐜのࡶの（」ᩘᅇ⟅ྍ）
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42.2

11.1
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13.3

11.1

8.9
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⛣㏦ඛのỴᐃ᪉ἲ(n=11)

⛣㏦༠ຊ機㛵（ᾘ㜵機㛵ࠊẸ㛫救急ࠊẸ㛫ࢱクシ－➼）のᙺ分ᢸ

(n=19)

⛣㏦の་ᖌྠ➼に㛵ࡍる㡯(n=5)

⛣㏦にる㈝⏝㈇ᢸ(n=6)

⛣㏦ᚋのᾘẘࡸᗣ⟶⌮➼(n=6)

⛣㏦に㛵㐃ࡓࡋឤᰁᛶᗫᲠ≀のฎ⌮㈝⏝㈇ᢸ(n=5)

⛣㏦にಀるឤᰁ㜵Ṇ㈨ჾᮦの㈇ᢸに㛵ࡍる㡯(n=4)

救急⌧ሙ࡛⛣㏦ᑐ㇟࡞るឤᰁᝈ⪅ุ᫂ࡓࡋሙ合のᑐᛂ(n=8)

の(n=25)ࡑ

ཧ⏬࠸࡚ࡋる

95.7㸣(45ᅋయ)

ཧ⏬࠸࡞࠸࡚ࡋ

4.3㸣(2ᅋయ)

N=47

都道府県（消防防⅏⟶部ᒁ࣭⾨⏕⟶部ᒁ）及び消防本部等を対㇟としたア

ンࢣート調査を実施した。

㸺調査ᴫ要㸼

࣭調 査 ྡ㸸ࠕ救急救యไのᩚഛ࣭実に関する調査 及ࠖび࢝ࢹ࣓ࠕルコント

ロールయไ等の実ែに関する調査ࠖ

࣭調査対㇟㸸47都道府県（消防防⅏⟶部ᒁ、⾨⏕⟶部ᒁ）

47都道府県 MC༠㆟࣭250地域 MC༠㆟࣭722消防本部

࣭調査᪉ἲ㸸WEBアンࢣート

࣭調査ᮇ間㸸令和㸳年㸶᭶ 15᪥㹼㸷᭶㸶᪥（ᇶ‽᪥㸸令和㸳年㸶᭶㸯᪥）

࣭ᅇ  ⋡㸸100㸣

  

また、今年度は年度からឤᰁにಀる調査㡯目を一部ኚ᭦し実施した（図⾲

㸱㸫11）。

図表３－11 ┠㡯ࢺ࣮ࢣࣥ
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ᑟධ࠸࡚ࡋる

54.3㸣(362ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡞࠸࡚ࡋ

45.7㸣(360ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡚ࡋる

77.5㸣(517ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡞࠸࡚ࡋ

22.5㸣(205ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡚ࡋる

77.9㸣(563ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡞࠸࡚ࡋ

22.1㸣(160ᮏ㒊)

N=723

ղ 救急㝲の ICTのᑟධ≧ἣ

 スࢺࢵࣞࣈࢱ࣭࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐➃ᮎ࣭ࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀのᑟධ≧ἣにࡘ

࡚࠸

、コンのᑟධ状況についてࢯࣃートࣀレット➃ᮎ࣭ࣈࢱートフォン࣭࣐ࢫ

令和４年度は࣐ࢫࠕ、ࢀࡒࢀࡑートフォンをᑟධしている とࠖᅇ⟅した消防本

部は 77.9㸣（563本部）、ࣈࢱࠕレット➃ᮎをᑟධしているࠖとᅇ⟅した消防

本部は 49.4㸣（357本部）、ࣀࠕートࢯࣃコンをᑟධしているࠖとᅇ⟅した消

防本部は 2.6㸣（19本部）であったのに対し、令和㸳年度は࣐ࢫࠕートフォ

ンをᑟධしているࠖとᅇ⟅した消防本部は 77.5㸣（517本部）、ࣈࢱࠕレット

➃ᮎをᑟධしているࠖとᅇ⟅した消防本部は 54.3㸣（362本部）、ࣀࠕートࣃ

コンをᑟධしているࢯ とࠖᅇ⟅した消防本部は 2.1㸣（14本部）であった（図

⾲㸱㸫13）。

図表３－13 スࢺࢵࣞࣈࢱ࣭࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐➃ᮎ࣭ࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀのᑟධ≧ἣ

（ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅）

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

ス࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐のᑟධ≧ἣ ᮎのᑟධ≧ἣ➃ࢺࢵࣞࣈࢱ のᑟධ≧ἣࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀ

ᑟධ࠸࡚ࡋる

2.1㸣(14ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡞࠸࡚ࡋ

97.9㸣(708ᮏ㒊)

N=722 N=722
N=722

ᑟධ࠸࡚ࡋる

49.4㸣(357ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡞࠸࡚ࡋ

50.6㸣(366ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡚ࡋる

2.6㸣(19ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡞࠸࡚ࡋ

97.4㸣(704ᮏ㒊)

N=723N=723

ス࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐のᑟධ≧ἣ ᮎのᑟධ≧ἣ➃ࢺࢵࣞࣈࢱ のᑟධ≧ἣࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀ



8786

イ ᾘ㜵ᮏ㒊の救急࣎イスࢺラのᑟධ≧ἣ

救急ࢫ࣎トࣛについては、ᖹᡂ 29 年４᭶から各消防本部へのᥦ౪を㛤

ጞし、ᖹᡂ 30年㸯᭶からは Android∧に加え、iOS∧もᥦ౪を㛤ጞしている。

令和４年㸯᭶㸯᪥Ⅼでは 92.3㸣（671本部）のᑟධであったのに対し、令

和㸳年㸯᭶㸯᪥Ⅼでは 94.5㸣（683本部）に増加した（図⾲㸱㸫14）。

図表３－14 救急࣎イスࢺラのᑟධ≧ἣ

都道府県 導入本部数 全消防本部数 都道府県　導入本部数 全消防本部数

ᾏ道 55 58 　㈡ 7 7
㟷　᳃ 11 11 ி　都 15 15
ᒾ　ᡭ 12 12 　㜰 26 26
ᐑ　ᇛ 11 11 ර　ᗜ 24 24
⛅　⏣ 13 13 ዉ　Ⰻ 3 3
ᒣ　ᙧ 12 12 和ḷᒣ 15 17
⚟　ᓥ 10 12 㫽　ྲྀ 3 3
Ⲉ　ᇛ 24 24 ᓥ　᰿ 9 9
ᰣ　ᮌ 12 12 ᒸ　ᒣ 13 14
⩌　㤿 11 11 ᗈ　ᓥ 13 13
ᇸ　⋢ 27 27 ᒣ　口 10 12
༓　ⴥ 30 31 ᚨ　ᓥ 12 13
ᮾ　ி 5 5 㤶　ᕝ 9 9
⚄ዉᕝ 22 24 ឡ　 13 14
新　₲ 15 19 㧗　▱ 12 15
ᐩ　ᒣ 6 7 ⚟　ᒸ 17 24
▼　ᕝ 9 11 బ　㈡ 5 5
⚟　 6 9 㛗　ᓮ 9 10
ᒣ　 6 10 ⇃　本 8 12
㛗　㔝 12 13 　分 13 14
ᒱ　㜧 20 20 ᐑ　ᓮ 10 10
静　ᒸ 14 16 㮵ඣᓥ 19 20
ឡ　▱ 30 34 Ἀ　⦖ 18 18
୕　㔜 15 15

合　計 671 724

௧㸲ᖺ（௧㸲ᖺ㸯᭶㸯᪥⌧ᅾ） ௧㸳ᖺ（௧㸳ᖺ㸯᭶㸯᪥⌧ᅾ）

都道府県 導入本部数 全消防本部数 都道府県　導入本部数 全消防本部数

ᾏ道 56 58 　㈡ 7 7
㟷　᳃ 11 11 ி　都 15 15
ᒾ　ᡭ 12 12 　㜰 26 26
ᐑ　ᇛ 11 11 ර　ᗜ 24 24
⛅　⏣ 13 13 ዉ　Ⰻ 3 3
ᒣ　ᙧ 12 12 和ḷᒣ 16 17
⚟　ᓥ 11 12 㫽　ྲྀ 3 3
Ⲉ　ᇛ 24 24 ᓥ　᰿ 9 9
ᰣ　ᮌ 12 12 ᒸ　ᒣ 13 14
⩌　㤿 11 11 ᗈ　ᓥ 13 13
ᇸ　⋢ 27 27 ᒣ　口 11 12
༓　ⴥ 30 31 ᚨ　ᓥ 13 13
ᮾ　ி 5 5 㤶　ᕝ 9 9
⚄ዉᕝ 22 23 ឡ　 13 14
新　₲ 16 19 㧗　▱ 12 15
ᐩ　ᒣ 6 7 ⚟　ᒸ 21 24
▼　ᕝ 9 11 బ　㈡ 5 5
⚟　 6 9 㛗　ᓮ 9 10
ᒣ　 6 10 ⇃　本 8 12
㛗　㔝 13 13 　分 12 14
ᒱ　㜧 20 20 ᐑ　ᓮ 10 10
静　ᒸ 15 16 㮵ඣᓥ 20 20
ឡ　▱ 30 34 Ἀ　⦖ 18 18
୕　㔜 15 15

合　計 723683

ᑟධ࠸࡚ࡋる

54.3㸣(362ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡞࠸࡚ࡋ

45.7㸣(360ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡚ࡋる

77.5㸣(517ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡞࠸࡚ࡋ

22.5㸣(205ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡚ࡋる

77.9㸣(563ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡞࠸࡚ࡋ

22.1㸣(160ᮏ㒊)

N=723

ղ 救急㝲の ICTのᑟධ≧ἣ

 スࢺࢵࣞࣈࢱ࣭࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐➃ᮎ࣭ࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀのᑟධ≧ἣにࡘ

࡚࠸

、コンのᑟධ状況についてࢯࣃートࣀレット➃ᮎ࣭ࣈࢱートフォン࣭࣐ࢫ

令和４年度は࣐ࢫࠕ、ࢀࡒࢀࡑートフォンをᑟධしている とࠖᅇ⟅した消防本

部は 77.9㸣（563本部）、ࣈࢱࠕレット➃ᮎをᑟධしているࠖとᅇ⟅した消防

本部は 49.4㸣（357本部）、ࣀࠕートࢯࣃコンをᑟධしているࠖとᅇ⟅した消

防本部は 2.6㸣（19本部）であったのに対し、令和㸳年度は࣐ࢫࠕートフォ

ンをᑟධしているࠖとᅇ⟅した消防本部は 77.5㸣（517本部）、ࣈࢱࠕレット

➃ᮎをᑟධしているࠖとᅇ⟅した消防本部は 54.3㸣（362本部）、ࣀࠕートࣃ

コンをᑟධしているࢯ とࠖᅇ⟅した消防本部は 2.1㸣（14本部）であった（図

⾲㸱㸫13）。

図表３－13 スࢺࢵࣞࣈࢱ࣭࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐➃ᮎ࣭ࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀのᑟධ≧ἣ

（ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅）

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

ス࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐のᑟධ≧ἣ ᮎのᑟධ≧ἣ➃ࢺࢵࣞࣈࢱ のᑟධ≧ἣࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀ

ᑟධ࠸࡚ࡋる

2.1㸣(14ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡞࠸࡚ࡋ

97.9㸣(708ᮏ㒊)

N=722 N=722
N=722

ᑟධ࠸࡚ࡋる

49.4㸣(357ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡞࠸࡚ࡋ

50.6㸣(366ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡚ࡋる

2.6㸣(19ᮏ㒊)

ᑟධ࠸࡞࠸࡚ࡋ

97.4㸣(704ᮏ㒊)

N=723N=723

ス࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐のᑟධ≧ἣ ᮎのᑟධ≧ἣ➃ࢺࢵࣞࣈࢱ のᑟධ≧ἣࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀ
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⟇ᐃ῭み

29.8㸣(14ᅋయ)

᳨ウ୰（⟇ᐃ୰ྵࡶ

（ࡴ

6.4㸣(3ᅋయ)

᳨ウணᐃ

12.8㸣(6ᅋయ)

⟇ᐃࠊࡣࡓࡲࠊ࠸࡞ࡋ

ணᐃࡋ࡞

51.1㸣(24ᅋయ)

N=47

ճ ㌿㝔ᦙ㏦࢞イドライࣥ⟇ᐃの᭷無ཬྲྀࡧ組≧ἣ

ᖹᡂࠕ 27年度救急業務のあり᪉に関する᳨ウ のࠖ中で、救急㌴の㐺ṇ⏝

に向けた取組について㆟ㄽが行ࢀࢃ、㔜要なㄽⅬの一つとして㌿㝔ᦙ㏦におけ

る救急㌴の㐺ṇ⏝について᳨ウがなࢀࡉ、この⤖ᯝをཷけて、ࠕ㌿㝔ᦙ㏦にお

ける救急㌴の㐺ṇ⏝の᥎進について （ࠖᖹᡂ 28年㸱᭶ 31᪥け消防救➨ 34

ྕ消防庁ḟ㛗、་ᨻⓎ 0331➨ 48ྕཌ⏕労ാ┬་ᨻᒁ㛗通知）をⓎฟし、各都

道府県のᨭのもと各地域において、実に応ࡌたルール化に向けたྜ意ᙧᡂ

を促した。

㌿㝔ᦙ㏦ࣛࢻ࢞ンを策定῭ࡳの都道府県は、令和４年度とኚࢃらず

29.8㸣（14ᅋయ）であった（図⾲㸱㸫15）。

また、ࠕ策定しない、または予定なし とࠖᅇ⟅したᅋయは令和４年度は 55.3㸣

（26ᅋయ）であったのに対し、令和㸳年度は 51.1㸣（24ᅋయ）となっており、

地域の実をよく⪺き取りながら、引き続き㌿㝔ᦙ㏦ࣛࢻ࢞ンの策定をാ

きかけていく必要がある。

図表３－15 ㌿㝔ᦙ㏦࢞イドライࣥ⟇ᐃ≧ἣ（㒔㐨ᗓ県ᅇ⟅）

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ） ௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

⟇ᐃ῭み

29.8㸣(14ᅋయ)

᳨ウ୰（⟇ᐃ

୰ࡴྵࡶ）

6.4㸣(3ᅋయ)

᳨ウணᐃ

8.5㸣(4ᅋయ)

⟇ᐃࠊࡣࡓࡲࠊ࠸࡞ࡋ

ணᐃࡋ࡞

55.3㸣(26ᅋయ)

N=47
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ࡓࡗ⾜

44.7㸣(21ᅋయ)

࠸࡞࡚ࡗ⾜

55.3㸣(26ᅋయ)

մ യ⪅のᦙ㏦ཬࡧയ⪅のཷධࢀのᐇに㛵ࡍるᇶ‽のᨵṇ≧ἣ

令和㸱年度中にയ⪅のᦙ㏦及びയ⪅のཷධࢀの実施に関するᇶ‽のᨵ

ṇを行ったのは 44.7㸣（21ᅋయ）であったのに対し、令和４年度中にᨵṇを行

ったのは 52.4㸣（22ᅋయ）であった（図⾲㸱㸫16）。

各地域 MC ༠㆟において把握した事ᚋ᳨ド⤖ᯝ及び༠㆟⤖ᯝを踏まえたう

えで、ࠕയ⪅のᦙ㏦及びയ⪅のཷධࢀの実施に関するᇶ‽ にࠖついて、㐺ᐉ

ᨵṇ、ཪはぢ┤しがなࢀࡉることがᮃまࢀる。

図表３－16 യ⪅のᦙ㏦ཬࡧയ⪅のཷධࢀのᐇに㛵ࡍるᇶ‽のᨵṇの᭷無

（㒔㐨ᗓ県ᅇ⟅）

ࡓࡗ⾜

52.4㸣(22ᅋయ)

࠸࡞࡚ࡗ⾜

47.6㸣(20ᅋయ)

N=47 N=42

௧３ᖺᗘ ௧㸲ᖺᗘ

⟇ᐃ῭み

29.8㸣(14ᅋయ)

᳨ウ୰（⟇ᐃ୰ྵࡶ

（ࡴ

6.4㸣(3ᅋయ)

᳨ウணᐃ

12.8㸣(6ᅋయ)

⟇ᐃࠊࡣࡓࡲࠊ࠸࡞ࡋ

ணᐃࡋ࡞

51.1㸣(24ᅋయ)

N=47

ճ ㌿㝔ᦙ㏦࢞イドライࣥ⟇ᐃの᭷無ཬྲྀࡧ組≧ἣ

ᖹᡂࠕ 27年度救急業務のあり᪉に関する᳨ウ のࠖ中で、救急㌴の㐺ṇ⏝

に向けた取組について㆟ㄽが行ࢀࢃ、㔜要なㄽⅬの一つとして㌿㝔ᦙ㏦におけ

る救急㌴の㐺ṇ⏝について᳨ウがなࢀࡉ、この⤖ᯝをཷけて、ࠕ㌿㝔ᦙ㏦にお

ける救急㌴の㐺ṇ⏝の᥎進について （ࠖᖹᡂ 28年㸱᭶ 31᪥け消防救➨ 34

ྕ消防庁ḟ㛗、་ᨻⓎ 0331➨ 48ྕཌ⏕労ാ┬་ᨻᒁ㛗通知）をⓎฟし、各都

道府県のᨭのもと各地域において、実に応ࡌたルール化に向けたྜ意ᙧᡂ

を促した。

㌿㝔ᦙ㏦ࣛࢻ࢞ンを策定῭ࡳの都道府県は、令和４年度とኚࢃらず

29.8㸣（14ᅋయ）であった（図⾲㸱㸫15）。

また、ࠕ策定しない、または予定なし とࠖᅇ⟅したᅋయは令和４年度は 55.3㸣

（26ᅋయ）であったのに対し、令和㸳年度は 51.1㸣（24ᅋయ）となっており、

地域の実をよく⪺き取りながら、引き続き㌿㝔ᦙ㏦ࣛࢻ࢞ンの策定をാ

きかけていく必要がある。

図表３－15 ㌿㝔ᦙ㏦࢞イドライࣥ⟇ᐃ≧ἣ（㒔㐨ᗓ県ᅇ⟅）

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ） ௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

⟇ᐃ῭み

29.8㸣(14ᅋయ)

᳨ウ୰（⟇ᐃ

୰ࡴྵࡶ）

6.4㸣(3ᅋయ)

᳨ウணᐃ

8.5㸣(4ᅋయ)

⟇ᐃࠊࡣࡓࡲࠊ࠸࡞ࡋ

ணᐃࡋ࡞

55.3㸣(26ᅋయ)

N=47
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յ 救急救ኈの㈨᱁ࢆ᭷ࡍる救急㝲ဨᩘの᥎⛣

全国で、救急救ኈの㈨᱁を有する救急㝲ဨᩘは、令和４年度では 31,762ே

であったのに対し、令和㸳年度では 32,767ேに増加した（図⾲㸱㸫17）。

図表３－17 救急救ኈの㈨᱁ࢆ᭷ࡍる救急㝲ဨᩘの᥎⛣

（ᢤ⢋ࡾ௧㸳ᖺ∧救急࣭救ຓの⌧ἣࠖよࠕࡧ௧㸲ᖺ∧救急࣭救ຓの⌧ἣࠖཬࠕ）

(㸨1)࢜ࢹࣅႃ㢌㙾とは、࢜ࢹࣅࠕ◳ᛶᤄ⟶⏝ႃ㢌㙾ࠖをᣦす。
(㸨2)࢘ࢻࣈ⢾ᢞとは、ࠕప⾑⢾Ⓨసへの࢘ࢻࣈ⢾⁐ᾮのᢞࠖをᣦす。
(㸨3)CPA๓㟼⬦㊰☜ಖとは、ࠕᚰ⫵機⬟Ṇ๓の㔜度യ⪅に対する㟼⬦㊰☜ಖ及び㍺ᾮࠖをᣦす。

R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5

ᾏ㐨 2,597 2,673 46.6% 48.4% 88.8% 90.0% 46.1% 47.7% 34.8% 37.4% 74.2% 79.6% 74.4% 79.4%

㟷᳃県 534 552 76.6% 77.2% 92.1% 91.3% 74.2% 75.5% 41.8% 48.4% 92.7% 91.1% 86.5% 91.1%

ᒾᡭ県 457 468 84.7% 85.0% 93.0% 93.8% 84.0% 84.8% 61.5% 63.5% 92.6% 92.7% 92.6% 92.9%

ᐑᇛ県 493 516 62.3% 59.7% 93.1% 94.0% 62.3% 59.7% 10.3% 21.9% 93.1% 93.2% 93.1% 93.2%

⛅⏣県 431 438 34.1% 32.4% 91.9% 91.1% 34.1% 32.4% 27.6% 27.4% 92.6% 92.2% 92.6% 92.2%

ᒣᙧ県 333 344 27.6% 27.3% 92.2% 92.4% 27.6% 27.3% 0.0% 0.0% 92.2% 92.4% 92.2% 92.4%

⚟ᓥ県 567 582 42.3% 41.8% 93.3% 95.4% 41.4% 40.9% 6.7% 7.2% 88.9% 93.1% 88.9% 92.6%

Ⲉᇛ県 1,072 1,085 59.9% 61.7% 91.9% 94.4% 59.5% 61.4% 0.0% 0.0% 90.4% 93.0% 90.4% 93.0%

ᰣᮌ県 570 589 51.9% 52.0% 89.5% 89.6% 50.7% 51.1% 13.2% 15.3% 88.9% 88.6% 88.9% 83.9%

⩌㤿県 518 521 22.4% 22.1% 77.6% 80.6% 21.2% 21.3% 13.3% 14.4% 74.7% 78.5% 74.7% 78.5%

ᇸ⋢県 1,333 1,406 57.8% 57.6% 93.3% 93.0% 57.8% 57.6% 49.4% 49.8% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9%

༓ⴥ県 1,246 1,315 53.1% 51.6% 93.0% 94.1% 52.9% 50.4% 21.0% 23.0% 92.5% 93.4% 92.6% 93.4%

ᮾி㒔 2,142 2,180 25.6% 25.8% 90.6% 92.5% 25.4% 25.6% 10.8% 9.2% 76.0% 84.2% 76.0% 84.2%

⚄ዉᕝ県 1,638 1,699 38.6% 37.7% 93.5% 93.5% 37.2% 37.3% 30.5% 33.5% 93.3% 93.1% 93.2% 93.1%

᪂₲県 721 764 15.3% 13.6% 96.1% 96.1% 15.3% 13.6% 2.8% 2.6% 97.1% 96.1% 97.1% 93.1%

ᐩᒣ県 269 274 66.2% 66.1% 87.0% 90.1% 65.1% 65.0% 0.0% 0.0% 85.9% 88.7% 85.9% 88.7%

▼ᕝ県 357 362 41.2% 35.4% 74.2% 76.5% 41.2% 35.4% 0.0% 0.0% 74.2% 76.5% 74.2% 76.5%

⚟県 254 257 81.5% 73.9% 98.0% 98.1% 81.5% 73.9% 24.8% 25.7% 98.0% 98.4% 98.0% 98.4%

ᒣ県 288 291 48.6% 46.0% 94.4% 90.4% 48.6% 46.0% 35.8% 33.7% 92.4% 90.4% 94.4% 90.4%

㛗㔝県 711 749 77.9% 73.0% 93.0% 95.2% 76.4% 72.9% 15.0% 25.0% 92.4% 92.3% 92.4% 92.3%

ᒱ㜧県 667 677 44.8% 45.1% 85.2% 86.9% 43.6% 43.9% 19.2% 21.0% 65.7% 68.8% 65.7% 68.8%

㟼ᒸ県 796 815 62.8% 61.1% 94.2% 94.7% 62.1% 60.4% 50.1% 50.3% 89.3% 89.1% 89.3% 89.1%

ឡ▱県 1,632 1,648 25.9% 26.8% 81.6% 82.5% 25.9% 26.8% 1.5% 1.7% 75.5% 76.4% 75.5% 74.9%

୕㔜県 592 604 30.2% 31.0% 92.6% 91.7% 29.9% 31.0% 18.1% 19.0% 92.1% 93.2% 92.1% 93.2%

㈡県 364 367 40.4% 40.6% 89.8% 92.9% 40.1% 40.6% 0.0% 0.0% 87.4% 89.4% 87.4% 89.4%

ி㒔ᗓ 539 570 65.3% 61.4% 93.7% 92.1% 65.3% 61.4% 3.0% 11.2% 93.1% 91.6% 93.1% 91.6%

大㜰ᗓ 1,615 1,776 71.0% 64.3% 91.4% 85.3% 70.2% 63.9% 51.1% 49.9% 87.9% 82.7% 87.9% 84.2%

රᗜ県 1,303 1,334 58.4% 58.1% 86.7% 86.7% 58.0% 58.1% 47.4% 49.6% 86.2% 85.9% 86.2% 85.9%

ዉⰋ県 328 333 37.8% 40.8% 93.3% 93.7% 37.8% 40.8% 20.7% 21.9% 92.7% 93.7% 92.7% 93.7%

ḷᒣ県 343 340 82.5% 79.1% 82.5% 81.5% 77.6% 75.3% 0.0% 0.0% 81.6% 81.2% 82.2% 81.2%

㫽ྲྀ県 197 210 84.8% 81.9% 95.4% 93.3% 84.8% 81.9% 7.1% 15.2% 95.4% 93.3% 95.4% 93.3%

ᓥ᰿県 271 276 55.4% 54.7% 96.7% 96.4% 55.4% 54.7% 51.3% 50.7% 94.8% 94.6% 94.8% 94.6%

ᒸᒣ県 516 534 70.9% 72.1% 92.8% 92.9% 70.7% 72.1% 43.6% 46.4% 89.1% 88.6% 89.1% 88.6%

ᗈᓥ県 743 746 33.0% 33.0% 88.8% 90.3% 33.0% 32.8% 27.5% 28.2% 88.7% 89.9% 88.8% 89.9%

ᒣཱྀ県 398 409 59.0% 59.4% 97.0% 94.9% 58.8% 59.4% 8.5% 21.8% 95.2% 93.6% 95.2% 93.6%

ᚨᓥ県 235 240 80.0% 77.1% 94.9% 95.0% 80.0% 77.1% 60.4% 62.9% 95.7% 95.0% 95.7% 95.0%

㤶ᕝ県 286 285 78.7% 78.9% 87.8% 90.5% 73.4% 58.9% 61.9% 63.2% 82.9% 85.6% 82.9% 85.6%

ឡ県 389 401 78.1% 77.6% 93.8% 94.5% 77.9% 76.6% 67.6% 71.3% 92.8% 94.3% 92.8% 94.3%

㧗▱県 320 336 90.9% 91.4% 97.2% 97.9% 90.3% 91.4% 4.7% 4.8% 97.2% 97.9% 97.2% 97.9%

⚟ᒸ県 851 854 41.4% 42.9% 88.5% 91.5% 36.8% 39.3% 1.3% 0.0% 85.0% 86.7% 85.0% 86.7%

బ㈡県 232 235 28.0% 29.4% 93.1% 94.9% 28.0% 29.4% 6.9% 7.7% 89.7% 86.4% 89.7% 86.4%

㛗ᓮ県 372 369 63.2% 64.2% 89.2% 92.4% 60.5% 63.1% 0.8% 0.0% 87.9% 91.6% 87.9% 92.1%

⇃ᮏ県 468 482 50.9% 54.6% 93.6% 94.2% 48.5% 54.1% 0.0% 0.0% 91.7% 92.9% 91.7% 92.9%

大分県 356 378 44.7% 46.6% 95.2% 94.4% 43.8% 43.4% 36.2% 40.7% 94.9% 93.7% 94.9% 93.7%

ᐑᓮ県 259 262 50.2% 48.5% 95.0% 96.6% 48.6% 48.5% 0.0% 0.0% 91.1% 93.5% 91.1% 93.5%

㮵ඣᓥ県 640 644 60.2% 61.3% 92.7% 94.7% 60.2% 61.3% 40.2% 45.0% 91.1% 94.3% 91.1% 94.3%

Ἀ⦖県 519 577 44.7% 46.4% 96.5% 94.6% 44.5% 41.6% 10.4% 12.1% 90.4% 89.1% 90.4% 89.1%

合ࠉィ 31,762 32,767 50.3% 49.9% 90.8% 91.2% 49.6% 49.1% 23.8% 25.7% 86.8% 88.0% 86.7% 87.9%

ႃ㢌㙾࢜ࢹࣅ
（㸨�）
ㄆᐃ合

ドウ⢾ᢞࣈ
（㸨�）
ㄆᐃ合

&3$๓㟼⬦㊰☜ಖ
（㸨�）
ㄆᐃ合

㒔㐨ᗓ県

救急救ኈ
᭷㈨᱁⪅ᩘ

（ே） Ẽ⟶ᤄ⟶（$）
ㄆᐃ合

⸆
（ࣥࣜࢼドࣞ）

ᢞ�%�
ㄆᐃ合

�%�ࠊ�$�
୧ㄆᐃ合
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ն ᣦᑟ救ኈのㄆᐃ≧ἣ

ᣦᑟ救ኈをㄆ定しているཪは᧦している都道府県 MC ༠㆟は、令和４年

度からは 100㸣（47都道府県 MC༠㆟）となっている。

また、ᣦᑟ救ኈㄆ定⪅等のᩘのྜィは、令和４年度では 2,955ேであった

のに対し、令和㸳年度では 3,301ேに増加した（図⾲㸱㸫18）。

図表３－18 ᣦᑟ救ኈㄆᐃ⪅➼のᩘͤ㸯（㒔㐨ᗓ県 MC༠㆟ᅇ⟅）

ͤ㸯 ᣦᑟ救ኈㄆ定⪅等のᩘ（ឡ知県を㝖く）については、令和４年度及び令和㸳年度のࠕࠕ救急救యไのᩚഛ࣭
実に関する調査ࠖ及び࢝ࢹ࣓ࠕルコントロールయไ等の実ែに関する調査ࠖࠖ における都道府県 MC༠㆟ᅇ⟅⚊
にᇶ࡙いている。

ͤ２ ឡ知県については、ㄆ定᪉ἲཪはྡ⛠等が␗なるが、ᣦᑟ救ኈとྠ様のᙺをᯝたしている救ኈのᩘ（各年４
᭶㸯᪥現在の現在ဨᩘ）を別㏵調査し、ィ上している。

令和４年䠔月１日現ᅾ 令和５年䠔月１日現ᅾ

No. 都道府県名
指導救命士

認定者等の数（人）
指導救命士

認定者等の数（人）

1  ᾏ 道 33 52

2 㟷 ᳃ 県 50 58

3 ᒾ ᡭ 県 38 50

4 ᐑ ᇛ 県 33 46

5 ⛅ ⏣ 県 40 49

6 ᒣ ᙧ 県 36 38

7 ⚟ ᓥ 県 55 66

8 Ⲉ ᇛ 県 121 147

9 ᰣ ᮌ 県 59 61

10 ⩌ 㤿 県 57 67

11 ᇸ ⋢ 県 176 219

12 ༓ ⴥ 県 133 155

13 ᮾ ி 都 3 3

14 ⚄ ዉ ᕝ 県 132 140

15 新 ₲ 県 45 57

16 ᐩ ᒣ 県 8 14

17 ▼ ᕝ 県 40 49

18 ⚟  県 33 42

19 ᒣ  県 42 45

20 㛗 㔝 県 54 61

21 ᒱ 㜧 県 75 92

22 静 ᒸ 県 60 70

23 ឡ ▱ 県 119 100

24 ୕ 㔜 県 87 104

25  ㈡ 県 39 41

26 ி 都 府 55 63

27  㜰 府 150 160

28 ර ᗜ 県 127 132

29 ዉ Ⰻ 県 37 38

30 和 ḷ ᒣ 県 60 59

31 㫽 ྲྀ 県 31 34

32 ᓥ ᰿ 県 39 44

33 ᒸ ᒣ 県 39 45

34 ᗈ ᓥ 県 76 60

35 ᒣ 口 県 68 77

36 ᚨ ᓥ 県 23 27

37 㤶 ᕝ 県 29 35

38 ឡ  県 71 75

39 㧗 ▱ 県 42 48

40 ⚟ ᒸ 県 140 141

41 బ ㈡ 県 42 44

42 㛗 ᓮ 県 34 42

43 ⇃ 本 県 116 124

44  分 県 59 63

45 ᐑ ᓮ 県 17 21

46 㮵 ඣ ᓥ 県 60 63

47 Ἀ ⦖ 県 72 80

合計 㻠㻣都道府県　2,㻥55人 㻠㻣都道府県　㻟,㻟01人

ͤ㸰

յ 救急救ኈの㈨᱁ࢆ᭷ࡍる救急㝲ဨᩘの᥎⛣

全国で、救急救ኈの㈨᱁を有する救急㝲ဨᩘは、令和４年度では 31,762ே

であったのに対し、令和㸳年度では 32,767ேに増加した（図⾲㸱㸫17）。

図表３－17 救急救ኈの㈨᱁ࢆ᭷ࡍる救急㝲ဨᩘの᥎⛣

（ᢤ⢋ࡾ௧㸳ᖺ∧救急࣭救ຓの⌧ἣࠖよࠕࡧ௧㸲ᖺ∧救急࣭救ຓの⌧ἣࠖཬࠕ）

(㸨1)࢜ࢹࣅႃ㢌㙾とは、࢜ࢹࣅࠕ◳ᛶᤄ⟶⏝ႃ㢌㙾ࠖをᣦす。
(㸨2)࢘ࢻࣈ⢾ᢞとは、ࠕప⾑⢾Ⓨసへの࢘ࢻࣈ⢾⁐ᾮのᢞࠖをᣦす。
(㸨3)CPA๓㟼⬦㊰☜ಖとは、ࠕᚰ⫵機⬟Ṇ๓の㔜度യ⪅に対する㟼⬦㊰☜ಖ及び㍺ᾮࠖをᣦす。

R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5 R4 R5

ᾏ㐨 2,597 2,673 46.6% 48.4% 88.8% 90.0% 46.1% 47.7% 34.8% 37.4% 74.2% 79.6% 74.4% 79.4%

㟷᳃県 534 552 76.6% 77.2% 92.1% 91.3% 74.2% 75.5% 41.8% 48.4% 92.7% 91.1% 86.5% 91.1%

ᒾᡭ県 457 468 84.7% 85.0% 93.0% 93.8% 84.0% 84.8% 61.5% 63.5% 92.6% 92.7% 92.6% 92.9%

ᐑᇛ県 493 516 62.3% 59.7% 93.1% 94.0% 62.3% 59.7% 10.3% 21.9% 93.1% 93.2% 93.1% 93.2%

⛅⏣県 431 438 34.1% 32.4% 91.9% 91.1% 34.1% 32.4% 27.6% 27.4% 92.6% 92.2% 92.6% 92.2%

ᒣᙧ県 333 344 27.6% 27.3% 92.2% 92.4% 27.6% 27.3% 0.0% 0.0% 92.2% 92.4% 92.2% 92.4%

⚟ᓥ県 567 582 42.3% 41.8% 93.3% 95.4% 41.4% 40.9% 6.7% 7.2% 88.9% 93.1% 88.9% 92.6%

Ⲉᇛ県 1,072 1,085 59.9% 61.7% 91.9% 94.4% 59.5% 61.4% 0.0% 0.0% 90.4% 93.0% 90.4% 93.0%

ᰣᮌ県 570 589 51.9% 52.0% 89.5% 89.6% 50.7% 51.1% 13.2% 15.3% 88.9% 88.6% 88.9% 83.9%

⩌㤿県 518 521 22.4% 22.1% 77.6% 80.6% 21.2% 21.3% 13.3% 14.4% 74.7% 78.5% 74.7% 78.5%

ᇸ⋢県 1,333 1,406 57.8% 57.6% 93.3% 93.0% 57.8% 57.6% 49.4% 49.8% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9%

༓ⴥ県 1,246 1,315 53.1% 51.6% 93.0% 94.1% 52.9% 50.4% 21.0% 23.0% 92.5% 93.4% 92.6% 93.4%

ᮾி㒔 2,142 2,180 25.6% 25.8% 90.6% 92.5% 25.4% 25.6% 10.8% 9.2% 76.0% 84.2% 76.0% 84.2%

⚄ዉᕝ県 1,638 1,699 38.6% 37.7% 93.5% 93.5% 37.2% 37.3% 30.5% 33.5% 93.3% 93.1% 93.2% 93.1%

᪂₲県 721 764 15.3% 13.6% 96.1% 96.1% 15.3% 13.6% 2.8% 2.6% 97.1% 96.1% 97.1% 93.1%

ᐩᒣ県 269 274 66.2% 66.1% 87.0% 90.1% 65.1% 65.0% 0.0% 0.0% 85.9% 88.7% 85.9% 88.7%

▼ᕝ県 357 362 41.2% 35.4% 74.2% 76.5% 41.2% 35.4% 0.0% 0.0% 74.2% 76.5% 74.2% 76.5%

⚟県 254 257 81.5% 73.9% 98.0% 98.1% 81.5% 73.9% 24.8% 25.7% 98.0% 98.4% 98.0% 98.4%

ᒣ県 288 291 48.6% 46.0% 94.4% 90.4% 48.6% 46.0% 35.8% 33.7% 92.4% 90.4% 94.4% 90.4%

㛗㔝県 711 749 77.9% 73.0% 93.0% 95.2% 76.4% 72.9% 15.0% 25.0% 92.4% 92.3% 92.4% 92.3%

ᒱ㜧県 667 677 44.8% 45.1% 85.2% 86.9% 43.6% 43.9% 19.2% 21.0% 65.7% 68.8% 65.7% 68.8%

㟼ᒸ県 796 815 62.8% 61.1% 94.2% 94.7% 62.1% 60.4% 50.1% 50.3% 89.3% 89.1% 89.3% 89.1%

ឡ▱県 1,632 1,648 25.9% 26.8% 81.6% 82.5% 25.9% 26.8% 1.5% 1.7% 75.5% 76.4% 75.5% 74.9%

୕㔜県 592 604 30.2% 31.0% 92.6% 91.7% 29.9% 31.0% 18.1% 19.0% 92.1% 93.2% 92.1% 93.2%

㈡県 364 367 40.4% 40.6% 89.8% 92.9% 40.1% 40.6% 0.0% 0.0% 87.4% 89.4% 87.4% 89.4%

ி㒔ᗓ 539 570 65.3% 61.4% 93.7% 92.1% 65.3% 61.4% 3.0% 11.2% 93.1% 91.6% 93.1% 91.6%

大㜰ᗓ 1,615 1,776 71.0% 64.3% 91.4% 85.3% 70.2% 63.9% 51.1% 49.9% 87.9% 82.7% 87.9% 84.2%

රᗜ県 1,303 1,334 58.4% 58.1% 86.7% 86.7% 58.0% 58.1% 47.4% 49.6% 86.2% 85.9% 86.2% 85.9%

ዉⰋ県 328 333 37.8% 40.8% 93.3% 93.7% 37.8% 40.8% 20.7% 21.9% 92.7% 93.7% 92.7% 93.7%

ḷᒣ県 343 340 82.5% 79.1% 82.5% 81.5% 77.6% 75.3% 0.0% 0.0% 81.6% 81.2% 82.2% 81.2%

㫽ྲྀ県 197 210 84.8% 81.9% 95.4% 93.3% 84.8% 81.9% 7.1% 15.2% 95.4% 93.3% 95.4% 93.3%

ᓥ᰿県 271 276 55.4% 54.7% 96.7% 96.4% 55.4% 54.7% 51.3% 50.7% 94.8% 94.6% 94.8% 94.6%

ᒸᒣ県 516 534 70.9% 72.1% 92.8% 92.9% 70.7% 72.1% 43.6% 46.4% 89.1% 88.6% 89.1% 88.6%

ᗈᓥ県 743 746 33.0% 33.0% 88.8% 90.3% 33.0% 32.8% 27.5% 28.2% 88.7% 89.9% 88.8% 89.9%

ᒣཱྀ県 398 409 59.0% 59.4% 97.0% 94.9% 58.8% 59.4% 8.5% 21.8% 95.2% 93.6% 95.2% 93.6%

ᚨᓥ県 235 240 80.0% 77.1% 94.9% 95.0% 80.0% 77.1% 60.4% 62.9% 95.7% 95.0% 95.7% 95.0%

㤶ᕝ県 286 285 78.7% 78.9% 87.8% 90.5% 73.4% 58.9% 61.9% 63.2% 82.9% 85.6% 82.9% 85.6%

ឡ県 389 401 78.1% 77.6% 93.8% 94.5% 77.9% 76.6% 67.6% 71.3% 92.8% 94.3% 92.8% 94.3%

㧗▱県 320 336 90.9% 91.4% 97.2% 97.9% 90.3% 91.4% 4.7% 4.8% 97.2% 97.9% 97.2% 97.9%

⚟ᒸ県 851 854 41.4% 42.9% 88.5% 91.5% 36.8% 39.3% 1.3% 0.0% 85.0% 86.7% 85.0% 86.7%

బ㈡県 232 235 28.0% 29.4% 93.1% 94.9% 28.0% 29.4% 6.9% 7.7% 89.7% 86.4% 89.7% 86.4%

㛗ᓮ県 372 369 63.2% 64.2% 89.2% 92.4% 60.5% 63.1% 0.8% 0.0% 87.9% 91.6% 87.9% 92.1%

⇃ᮏ県 468 482 50.9% 54.6% 93.6% 94.2% 48.5% 54.1% 0.0% 0.0% 91.7% 92.9% 91.7% 92.9%

大分県 356 378 44.7% 46.6% 95.2% 94.4% 43.8% 43.4% 36.2% 40.7% 94.9% 93.7% 94.9% 93.7%

ᐑᓮ県 259 262 50.2% 48.5% 95.0% 96.6% 48.6% 48.5% 0.0% 0.0% 91.1% 93.5% 91.1% 93.5%

㮵ඣᓥ県 640 644 60.2% 61.3% 92.7% 94.7% 60.2% 61.3% 40.2% 45.0% 91.1% 94.3% 91.1% 94.3%

Ἀ⦖県 519 577 44.7% 46.4% 96.5% 94.6% 44.5% 41.6% 10.4% 12.1% 90.4% 89.1% 90.4% 89.1%

合ࠉィ 31,762 32,767 50.3% 49.9% 90.8% 91.2% 49.6% 49.1% 23.8% 25.7% 86.8% 88.0% 86.7% 87.9%

ႃ㢌㙾࢜ࢹࣅ
（㸨�）
ㄆᐃ合

ドウ⢾ᢞࣈ
（㸨�）
ㄆᐃ合

&3$๓㟼⬦㊰☜ಖ
（㸨�）
ㄆᐃ合

㒔㐨ᗓ県

救急救ኈ
᭷㈨᱁⪅ᩘ

（ே） Ẽ⟶ᤄ⟶（$）
ㄆᐃ合

⸆
（ࣥࣜࢼドࣞ）

ᢞ�%�
ㄆᐃ合
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ཧ⏬࠸࡚ࡋる

87.2㸣(41ᅋయ)

ཧ⏬᳨ࢆウ࠸࡚ࡋる

6.4㸣(3ᅋయ)

ཧ⏬ࡍるணᐃ࠸࡞ࡣ

6.4㸣(3ᅋయ)

շ ᦙ㏦ᅔ㞴のᑐᛂ

ᖹᡂࠕ 28年度救急業務のあり᪉に関する᳨ウ のࠖ中で、ᦙ㏦ᅔ㞴事（⢭

⚄ᝈ関ಀ）に対するຠᯝ的な取組について᳨ウし、ࡑの⤖ᯝを踏まえて、ࠕ⢭

⚄⛉救急における消防機関と関ಀ機関の㐃ᦠについて （ࠖᖹᡂ 28年 12᭶ 26

᪥け消防救➨ 189 ྕ消防庁救急⏬ᐊ㛗通知）を各都道府県ᐄにⓎฟした。

 ⢭⚄⛉救急་⒪యไ㐃⤡ㄪᩚጤဨ➼のᾘ㜵機㛵のཧ⏬≧ἣ

都道府県にタけらࢀているࠕ⢭⚄⛉救急་⒪యไ㐃⤡調ᩚጤဨ等（་⒪

ᅪ域ẖの᳨ウ部を含む。）ࠖ に、消防機関がཧ⏬している都道府県は、令和

４年度は 85.1㸣（40ᅋయ）であったのに対し、令和㸳年度は 87.2㸣（41ᅋ

య）であった（図⾲㸱㸫19）。

図表３－19 ⢭⚄⛉救急་⒪యไ㐃⤡ㄪᩚጤဨ➼のᾘ㜵機㛵のཧ⏬≧ἣ

（㒔㐨ᗓ県ᅇ⟅）

                     

                  

ཧ⏬࠸࡚ࡋる

85.1㸣(40ᅋయ)

ཧ⏬᳨ࢆウ࠸࡚ࡋる

4.3㸣(2ᅋయ)

ཧ⏬ࡍるணᐃ࠸࡞ࡣ

10.6㸣(5ᅋయ)

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶ 1᪥⌧ᅾ）

N=47

௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶ 1᪥⌧ᅾ）

N=47
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ཧ⏬࠸࡚ࡋる

66.0㸣(31ᅋయ)ཧ⏬᳨ࢆウࡋ

る࠸࡚

6.4㸣(3ᅋయ)

ཧ⏬ࡍるணᐃ࠸࡞ࡣ

27.7㸣(13ᅋయ)

N=47

イ യ⪅のᦙ㏦ཬࡧയ⪅のཷධࢀのᐇに㛵ࡍるᇶ‽⟇ᐃの⢭⚄

⛉་のཧ⏬≧ἣ

യ⪅のᦙ㏦及びയ⪅のཷධࢀの実施に関するᇶ‽策定に際し、⢭⚄⛉

་がཧ⏬しているᅋయは、令和４年度とኚࢃらず 66.0㸣（31ᅋయ）であった

（図⾲㸱㸫20）。

図表３－20 യ⪅のᦙ㏦ཬࡧയ⪅のཷධࢀのᐇに㛵ࡍるᇶ‽⟇ᐃの⢭⚄

⛉་のཧ⏬≧ἣ（㒔㐨ᗓ県ᅇ⟅）

                    

                                   

ཧ⏬࠸࡚ࡋる

66.0㸣(31ᅋయ)
ཧ⏬᳨ࢆウࡋ

る࠸࡚

4.3㸣(2ᅋయ)

ཧ⏬ࡍるணᐃ࠸࡞ࡣ

29.8㸣(14ᅋయ)

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ） ௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

N=47

ཧ⏬࠸࡚ࡋる

87.2㸣(41ᅋయ)

ཧ⏬᳨ࢆウ࠸࡚ࡋる

6.4㸣(3ᅋయ)

ཧ⏬ࡍるணᐃ࠸࡞ࡣ

6.4㸣(3ᅋయ)

շ ᦙ㏦ᅔ㞴のᑐᛂ

ᖹᡂࠕ 28年度救急業務のあり᪉に関する᳨ウ のࠖ中で、ᦙ㏦ᅔ㞴事（⢭

⚄ᝈ関ಀ）に対するຠᯝ的な取組について᳨ウし、ࡑの⤖ᯝを踏まえて、ࠕ⢭

⚄⛉救急における消防機関と関ಀ機関の㐃ᦠについて （ࠖᖹᡂ 28年 12᭶ 26

᪥け消防救➨ 189 ྕ消防庁救急⏬ᐊ㛗通知）を各都道府県ᐄにⓎฟした。

 ⢭⚄⛉救急་⒪యไ㐃⤡ㄪᩚጤဨ➼のᾘ㜵機㛵のཧ⏬≧ἣ

都道府県にタけらࢀているࠕ⢭⚄⛉救急་⒪యไ㐃⤡調ᩚጤဨ等（་⒪

ᅪ域ẖの᳨ウ部を含む。）ࠖ に、消防機関がཧ⏬している都道府県は、令和

４年度は 85.1㸣（40ᅋయ）であったのに対し、令和㸳年度は 87.2㸣（41ᅋ

య）であった（図⾲㸱㸫19）。

図表３－19 ⢭⚄⛉救急་⒪యไ㐃⤡ㄪᩚጤဨ➼のᾘ㜵機㛵のཧ⏬≧ἣ

（㒔㐨ᗓ県ᅇ⟅）

                     

                  

ཧ⏬࠸࡚ࡋる

85.1㸣(40ᅋయ)

ཧ⏬᳨ࢆウ࠸࡚ࡋる

4.3㸣(2ᅋయ)

ཧ⏬ࡍるணᐃ࠸࡞ࡣ

10.6㸣(5ᅋయ)

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶ 1᪥⌧ᅾ）

N=47

௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶ 1᪥⌧ᅾ）

N=47
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備࠸࡚ࡋる

82.3㸣(594ᮏ㒊)

備࠸࡞࠸࡚ࡋ

17.7㸣(128ᮏ㒊)

N=722

ո 㐣ཤに救急⏬ᐊࡀⓎฟࡓࡋ㏻▱➼のᐇ≧ἣ

 ᾘ㜵機㛵にࡅ࠾る᪂型イࣥࣇルࢨ࢚ࣥᑐ⟇のࡵࡓのᴗົ⥅⥆ィ⏬の

⟇ᐃに࡚࠸ࡘ

の業務継続ィ⏬の策定ࡵ対策のたࢨン࢚ンフル消防機関における᪂ᆺࠕ

について （ࠖᖹᡂ 20年 12᭶ 22᪥け消防救➨ 257ྕ消防庁救急⏬ᐊ㛗通

知）をⓎฟし、ឤᰁᣑに対応するたࡵのឤᰁ防Ṇ対策⏝㈨ჾᮦの☜ಖ

を促しているが、ഛ状況についてࠕഛしているࠖとᅇ⟅した消防本部が

令和４年度は 79.4㸣（574 本部）であったのに対し、令和㸳年度は 82.3㸣

（594本部）であった（図⾲㸱㸫21）。

᪂ᆺコロナ࢘ルࢫឤᰁのឤᰁᣑ等にకい、救急需要が増加し、ឤᰁ

防Ṇ㈨ჾᮦの⏝㔞が増加したたࡵ、ឤᰁ防Ṇ㈨ჾᮦの☜ಖにᨭ㞀が⏕ずる

消防機関もⓎ⏕したことから、必要な㈨ჾᮦを☜ಖできるよう、あらかࡵࡌ

ഛ状況を把握し、㐺ษに実施することがᮃまࢀる。

図表３－21 ឤᰁ㜵Ṇ㈨ჾᮦの備に࡚࠸ࡘ（ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅）

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ） ௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

備࠸࡚ࡋる

79.4㸣(574ᮏ㒊)

備࠸࡞࠸࡚ࡋ

20.6㸣(149ᮏ㒊)

N=723
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ឤᰁ防Ṇ㈨ჾᮦのഛについて、令和㸳年度ではࠕឤᰁ防Ṇ⾰（上⾰）ࠖ と

ᅇ⟅した消防本部が 94.3㸣（560本部）、ࠕឤᰁ防Ṇ⾰（ୗ⾰）ࠖ とᅇ⟅した消

防本部が 94.1㸣（559本部）、ࠕ全㌟つなࡂᆺのឤᰁ防Ṇ⾰ࠖとᅇ⟅した消防

本部が 64.5㸣（383本部）、ࠕN95ࠖࢡࢫ࣐とᅇ⟅した消防本部が 94.9㸣（564

本部）、ࠕサー࢝ࢪルࠖࢡࢫ࣐とᅇ⟅した消防本部が 87.7㸣（521本部）、ࠕឤ

ᰁ防Ṇᡭ⿄ࠖとᅇ⟅した消防本部が 91.1㸣（541本部）、ࢦࠕーグルཪはフ࢙

ࢻールࢩࢫ とࠖᅇ⟅した消防本部が 70.9㸣（421本部）、ࣗࢩࠕーࣂ࢝ࢬーࠖ

とᅇ⟅した消防本部が 63.6㸣（378本部）、ࠕアーࣂ࣒࢝ーࠖとᅇ⟅した消防

本部が 18.5㸣（110本部）、ࠕ消ẘ⏝ࣀࢱ࢚ール とࠖᅇ⟅した消防本部が 67.2㸣

（399本部）、ࠕḟளሷ⣲㓟ナトリ࣒࢘ とࠖᅇ⟅した消防本部が 45.1㸣（268本

部）であった（図⾲㸱㸫22）。

図表３－22 備࠸࡚ࡋる㈨ჾᮦに࡚࠸ࡘ（ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅）
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91.1

70.9

63.6
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67.2

45.1

9.9

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

ឤᰁ㜵Ṇ⾰（ୖ⾰）(n=560)

ឤᰁ㜵Ṇ⾰（ୗ⾰） (n=559)

㌟ࡂ࡞ࡘ型のឤᰁ㜵Ṇ⾰(n=383)

N95࣐スク(n=564)

スク(n=521)࣐ル࢝ࢪ࣮ࢧ

ឤᰁ㜵Ṇᡭ⿄(n=541)

イスシ࣮ルド(n=421)࢙ࣇࡣルཪࢢ࣮ࢦ

シ࣮ࣗ࢝ࢬバ࣮(n=378)

バ࣮(n=110)࢝ム࣮

ᾘẘ⏝࣮ࣀࢱ࢚ル(n=399)

ḟளሷ⣲㓟ࣜࢺࢼウム(n=268)

の(n=59)ࡑ

௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

備࠸࡚ࡋる

82.3㸣(594ᮏ㒊)

備࠸࡞࠸࡚ࡋ

17.7㸣(128ᮏ㒊)

N=722

ո 㐣ཤに救急⏬ᐊࡀⓎฟࡓࡋ㏻▱➼のᐇ≧ἣ

 ᾘ㜵機㛵にࡅ࠾る᪂型イࣥࣇルࢨ࢚ࣥᑐ⟇のࡵࡓのᴗົ⥅⥆ィ⏬の

⟇ᐃに࡚࠸ࡘ

の業務継続ィ⏬の策定ࡵ対策のたࢨン࢚ンフル消防機関における᪂ᆺࠕ

について （ࠖᖹᡂ 20年 12᭶ 22᪥け消防救➨ 257ྕ消防庁救急⏬ᐊ㛗通

知）をⓎฟし、ឤᰁᣑに対応するたࡵのឤᰁ防Ṇ対策⏝㈨ჾᮦの☜ಖ

を促しているが、ഛ状況についてࠕഛしているࠖとᅇ⟅した消防本部が

令和４年度は 79.4㸣（574 本部）であったのに対し、令和㸳年度は 82.3㸣

（594本部）であった（図⾲㸱㸫21）。

᪂ᆺコロナ࢘ルࢫឤᰁのឤᰁᣑ等にకい、救急需要が増加し、ឤᰁ

防Ṇ㈨ჾᮦの⏝㔞が増加したたࡵ、ឤᰁ防Ṇ㈨ჾᮦの☜ಖにᨭ㞀が⏕ずる

消防機関もⓎ⏕したことから、必要な㈨ჾᮦを☜ಖできるよう、あらかࡵࡌ

ഛ状況を把握し、㐺ษに実施することがᮃまࢀる。

図表３－21 ឤᰁ㜵Ṇ㈨ჾᮦの備に࡚࠸ࡘ（ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅）

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ） ௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

備࠸࡚ࡋる

79.4㸣(574ᮏ㒊)

備࠸࡞࠸࡚ࡋ

20.6㸣(149ᮏ㒊)

N=723
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௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

イ እᅜேയ⪅ににᑐᛂࡍるࡵࡓのᾘ㜵機㛵にࡅ࠾るྲྀ組の᥎㐍

に࡚࠸ࡘ

令和ඖ年度救急業務のあり᪉に関する᳨ウࠖの中で、እ国ேയ⪅対ࠕ

応について᳨ウし、ࡑの⤖ᯝを踏まえて、ࠕእ国ேയ⪅にに対応するた

の消防機関における取組の᥎進についてࡵ （ࠖ令和２年㸱᭶ 27᪥け消防救

➨ 82ྕ消防庁救急⏬ᐊ㛗通知）をⓎฟし、各消防本部における取組を᥎進

している。

യ⪅とእ国ㄒでのなコࢣࢽ࣑ࣗーࣙࢩンを図るたࡵの取組について

実施しているࠖとᅇ⟅した消防本部が令和４年度はࠕ 92.1㸣（666本部）で

あったのに対し、令和㸳年度は 95.2㸣（687本部）であった。እ国ேയ⪅

の対応がྍ⬟な་⒪機関については、ࠕ把握している とࠖᅇ⟅した消防本部が

令和４年度は 23.5㸣（170 本部）であったのに対し、令和㸳年度は 23.4㸣

（169 本部）であった。እ国ேയ⪅をཷධࢀる་⒪機関のሗを取りまと

ά⏝しているࠖとᅇ⟅した消防本部が令和４年度はࠕトについてはࢫたリࡵ

5.8㸣（42 本部）であったのに対し、令和㸳年度は 6.1㸣（44 本部）であっ

た（図⾲㸱㸫23）。

እ国ேയ⪅とのなコࢣࢽ࣑ࣗーࣙࢩンを図るたࡵの取組はとࢇど

の消防本部で行ࢀࢃているが、እ国ேയ⪅の対応がྍ⬟な་⒪機関等の把

握状況については༑ศと言えないことが☜ㄆࢀࡉたことから、地域の実を

༑ศ踏まえながら、必要な取組を行うことがᮃまࢀる。

図表３－23 እᅜேയ⪅ににᑐᛂࡍるࡵࡓのྲྀ組に࡚࠸ࡘ（ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅）

യ⪅እᅜㄒ࡛の࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞シࣙࣥࢆ図るࡵࡓのྲྀ組ࢆᐇ࠸࡚ࡋる

௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

ᐇしている

92.1％(666本部)

ᐇしてい䛺い

7.9％(57本部)

N=723

ᐇしている

95.2％(687本部)

ᐇしてい䛺い

4.8％(35本部)

N=722
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௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

ᢕᥱ࠸࡚ࡋる

23.5㸣(170ᮏ㒊)

ᢕᥱ࠸࡞࠸࡚ࡋ

76.5㸣(553ᮏ㒊)

ά⏝࠸࡚ࡋる

5.8㸣(42ᮏ㒊)

ࡣ⏝άࠊࡀる࠸࡚ࡗ▱

࠸࡞࠸࡚ࡋ

57.5㸣(416ᮏ㒊)

ࡋ⏝άࠊࡋ࠸࡞ࡽ▱

࠸࡞࠸࡚

36.7㸣(265ᮏ㒊)

ᢕᥱ࠸࡚ࡋる

23.4㸣(169ᮏ㒊)

ᢕᥱ࠸࡞࠸࡚ࡋ

76.6㸣(553ᮏ㒊)

N=722

ά⏝࠸࡚ࡋる

6.1㸣(44ᮏ㒊)

ࡣ⏝άࠊࡀる࠸࡚ࡗ▱

࠸࡞࠸࡚ࡋ

56.0㸣(404ᮏ㒊)

ࡋ⏝άࠊࡋ࠸࡞ࡽ▱

࠸࡞࠸࡚

38.0㸣(274ᮏ㒊)

N=722

እᅜேയ⪅のᑐᛂ࡞⬟ྍࡀ་⒪機㛵ࢆᢕᥱ࠸࡚ࡋる

እᅜேയ⪅ཷࢆධࢀる་⒪機㛵のሗࣜࡓࡵࡲࡾྲྀࢆスࢆࢺά⏝࠸࡚ࡋる

௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

N=723

N=723

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

イ እᅜேയ⪅ににᑐᛂࡍるࡵࡓのᾘ㜵機㛵にࡅ࠾るྲྀ組の᥎㐍

に࡚࠸ࡘ

令和ඖ年度救急業務のあり᪉に関する᳨ウࠖの中で、እ国ேയ⪅対ࠕ

応について᳨ウし、ࡑの⤖ᯝを踏まえて、ࠕእ国ேയ⪅にに対応するた

の消防機関における取組の᥎進についてࡵ （ࠖ令和２年㸱᭶ 27᪥け消防救

➨ 82ྕ消防庁救急⏬ᐊ㛗通知）をⓎฟし、各消防本部における取組を᥎進

している。

യ⪅とእ国ㄒでのなコࢣࢽ࣑ࣗーࣙࢩンを図るたࡵの取組について

実施しているࠖとᅇ⟅した消防本部が令和４年度はࠕ 92.1㸣（666本部）で

あったのに対し、令和㸳年度は 95.2㸣（687本部）であった。እ国ேയ⪅

の対応がྍ⬟な་⒪機関については、ࠕ把握している とࠖᅇ⟅した消防本部が

令和４年度は 23.5㸣（170 本部）であったのに対し、令和㸳年度は 23.4㸣

（169 本部）であった。እ国ேയ⪅をཷධࢀる་⒪機関のሗを取りまと

ά⏝しているࠖとᅇ⟅した消防本部が令和４年度はࠕトについてはࢫたリࡵ

5.8㸣（42 本部）であったのに対し、令和㸳年度は 6.1㸣（44 本部）であっ

た（図⾲㸱㸫23）。

እ国ேയ⪅とのなコࢣࢽ࣑ࣗーࣙࢩンを図るたࡵの取組はとࢇど

の消防本部で行ࢀࢃているが、እ国ேയ⪅の対応がྍ⬟な་⒪機関等の把

握状況については༑ศと言えないことが☜ㄆࢀࡉたことから、地域の実を

༑ศ踏まえながら、必要な取組を行うことがᮃまࢀる。

図表３－23 እᅜேയ⪅ににᑐᛂࡍるࡵࡓのྲྀ組に࡚࠸ࡘ（ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅）

യ⪅እᅜㄒ࡛の࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡞シࣙࣥࢆ図るࡵࡓのྲྀ組ࢆᐇ࠸࡚ࡋる

௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

ᐇしている

92.1％(666本部)

ᐇしてい䛺い

7.9％(57本部)

N=723

ᐇしている

95.2％(687本部)

ᐇしてい䛺い

4.8％(35本部)

N=722
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る(n=248)࠸࡚ࢀࡽࡵル➼にᐃࢥࢺࣟࣉ

ᾘ㜵ᮏ㒊のάືせ㡿➼࡛ᐃ࠸࡚ࢀࡽࡵる(n=45)

ྛ㒔㐨ᗓ県のࠕയ⪅のᦙ㏦ཬཷࡧධࢀのᐇに㛵ࡍるᇶ‽ࠖ

にᐃ࠸࡚ࢀࡽࡵる(n=287)

ୖグ௨እにᐃ࠸࡚ࢀࡽࡵる(n=14)

≉ẁᐃ࠸࡚ࢀࡽࡵるࡶの࠸࡞ࡣ(n=219)

ウ 救急㝲にࡅ࠾るほᐹ࣭ฎ⨨➼に࡚࠸ࡘ

ののᚠ⎔ჾにಀるࡑの⬻༞中、ᚰ⮚ࡵᗣᑑのᘏఙ等を図るたࠕ

対策に関するᇶ本ἲ （ࠖᖹᡂ 30年ἲᚊ➨ 105ྕ）の施行等を⫼ᬒに、関ಀᏛ

から消防庁に対してᥦ言がなࢀࡉたことをཷけ、ࠕ令和ඖ年度救急業務のあ

り᪉に関する᳨ウࠖの中で、救急㝲におけるほᐹ࣭ฎ⨨について᳨ウし、

救急㝲におけるほᐹ࣭ฎ⨨等についてࠕ、の⤖ᯝを踏まえてࡑ （ࠖ令和２年㸱

᭶ 27 ᪥け消防救➨ 83 ྕ消防庁救急⏬ᐊ㛗通知）（以ୗࠕ令和２年㸱᭶

27᪥通知ࠖという。）をⓎฟした。

令和㸳年度は、ᚰ⮚をったയ⪅に対するほᐹ㡯目について、ࠕプロト

コル等に定ࡵらࢀているࠖとᅇ⟅した消防本部が 34.3㸣（248本部）、ࠕ消防

本部のάື要㡿等で定ࡵらࢀている とࠖᅇ⟅した消防本部が 6.2㸣（45本部）、

ࢀらࡵの実施に関するᇶ‽ࠖに定ࢀയ⪅のᦙ㏦及びཷධࠕ各都道府県のࠕ

ている とࠖᅇ⟅した本部が 39.8㸣（287本部）、ࠕ上グ以እに定ࡵらࢀているࠖ

とᅇ⟅した消防本部が 1.9㸣（14本部）、ࠕ≉に定ࡵらࢀているものはないࠖ

とᅇ⟅した消防本部が 30.3㸣（219本部）であった。

また、救急㝲ဨへのᚠ⎔ჾᝈのほᐹ࣭ ฎ⨨に関するᩍ⫱の機について、

各救急㝲における᪥ᖖᩍ⫱ࠖとᅇ⟅した消防本部がࠕ 80.1㸣（578 本部）、

消防本部におけるᩍ⫱ࠖとᅇ⟅した消防本部がࠕ 33.1㸣（239本部）、ࠕ県࣭

地域࣓࢝ࢹルコントロール༠㆟等における◊ಟ等ࠖとᅇ⟅した消防本部

が 26.2㸣（189本部）、ࠕ事ᚋ᳨ドのフーࣂࢻッࠖࢡとᅇ⟅した消防本部が

45.6㸣（329本部）、ࠕ᳨ウ とࠖᅇ⟅した消防本部が 55.1㸣（398本部）、

救急救ኈの㝔実⩦等ࠖとᅇ⟅した消防本部がࠕ 36.1㸣（261本部）、ࠕእ

部◊ಟ等のཷㅮࠖとᅇ⟅した消防本部が 9.6㸣（69本部）、ࠕ上グのいずࢀも

実施してないࠖとᅇ⟅した消防本部が 0.6㸣（4 本部）であった（図⾲㸱㸫

24）。

こࢀらの⤖ᯝから、ᚰ⮚がࢀࢃるയ⪅に対する㌟యほᐹ等について、

消防庁からⓎฟࢀࡉた令和２年㸱᭶ 27 ᪥通知をཧ考に、よりከくの消防本

部で取り組むことがᮃまࢀる。

図表３－24 ᚰ⮚に㛵ࡍるほᐹ࣭ฎ⨨➼に࡚࠸ࡘ（ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅）

ᚰ⮚ࢆࡓࡗയ⪅にᑐࡋほᐹ㡯┠ࢆᐃ࠸࡚ࡵる（」ᩘᅇ⟅ྍ）
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救急㝲ဨのᚠ⎔ჾᝈのほᐹ࣭ฎ⨨に㛵ࡍるᩍ⫱にࠊ࡚࠸ࡘのよ࡞࠺機ࢆ㏻ࡌ

࡚ᐇ࠸࡚ࡋる（࡛ࡲࡘ３」ᩘᅇ⟅ྍ）

⬻༞中をったയ⪅に対するほᐹ㡯目について、ࠕプロトコル等に定ࡵら

ているࠖとᅇ⟅した消防本部がࢀ 42.4㸣（306本部）、ࠕ消防本部のάື要㡿

等で定ࡵらࢀているࠖとᅇ⟅した消防本部が 7.2㸣（52本部）、ࠕ各都道府県

のࠕയ⪅のᦙ㏦及びཷධࢀの実施に関するᇶ‽ࠖに定ࡵらࢀているࠖとᅇ

⟅した消防本部が 37.3㸣（269本部）、ࠕ上グ以እに定ࡵらࢀているࠖとᅇ⟅

した消防本部が 4.4㸣（32本部）、ࠕ≉ẁ定ࡵらࢀているものはないࠖとᅇ⟅

した消防本部が 24.1㸣（174本部）であった。

また、救急㝲ဨへの⬻ᝈのほᐹ࣭ฎ⨨に関するᩍ⫱の機について、ࠕ各

救急㝲における᪥ᖖᩍ⫱ࠖとᅇ⟅した消防本部が 80.5㸣（581本部）、ࠕ消防

本部におけるᩍ⫱ࠖとᅇ⟅した消防本部が 33.8㸣（244本部）、ࠕ県࣭地域࣓

ルコントロール༠㆟等における◊ಟ等ࠖとᅇ⟅した消防本部が࢝ࢹ

31.2㸣（225 本部）、ࠕ事ᚋ᳨ドのフーࣂࢻッࠖࢡとᅇ⟅した消防本部が

41.3㸣（298本部）、ࠕ᳨ウ とࠖᅇ⟅した消防本部が 55.3㸣（399本部）、

救急救ኈの㝔実⩦等ࠖとᅇ⟅した消防本部がࠕ 33.4㸣（241本部）、ࠕእ

部◊ಟ等のཷㅮ とࠖᅇ⟅した消防本部が 12.3㸣（89本部）、ࠕ上グのいずࢀも

実施していない とࠖᅇ⟅した消防本部が 0.4㸣（㸱本部）であった（図⾲㸱㸫

25）。

こࢀらの⤖ᯝから、⬻༞中がࢀࢃるയ⪅に対する㌟యほᐹ等について、

消防庁からⓎฟࢀࡉた令和２年㸱᭶ 27 ᪥通知をཧ考に、よりከくの消防本

部で取り組むことがᮃまࢀる。

80.1
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36.1

9.6

0.6

0.8

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

ྛ救急㝲にࡅ࠾る᪥ᖖᩍ⫱(n=578)

ᾘ㜵ᮏ㒊にࡅ࠾るᩍ⫱(n=239)

県࣭ᆅᇦ࣓࢝ࢹル࣮ࣟࢺࣥࢥル༠㆟➼にࡅ࠾る◊ಟ➼

(n=189)

ᚋ᳨ドの࣮ࣇドバࢵク(n=329)

᳨ウ(n=398)

救急救ኈの㝔ᐇ⩦➼(n=261)

እ㒊◊ಟ➼のཷㅮ(n=69)

ୖグのࡶࢀࡎ࠸ᐇ࠸࡞࠸࡚ࡋ(n=4)

の(n=6)ࡑ

34.3

6.2

39.8

1.9

30.3

 0%  10%  20%  30%  40%  50%

る(n=248)࠸࡚ࢀࡽࡵル➼にᐃࢥࢺࣟࣉ

ᾘ㜵ᮏ㒊のάືせ㡿➼࡛ᐃ࠸࡚ࢀࡽࡵる(n=45)

ྛ㒔㐨ᗓ県のࠕയ⪅のᦙ㏦ཬཷࡧධࢀのᐇに㛵ࡍるᇶ‽ࠖ

にᐃ࠸࡚ࢀࡽࡵる(n=287)

ୖグ௨እにᐃ࠸࡚ࢀࡽࡵる(n=14)

≉ẁᐃ࠸࡚ࢀࡽࡵるࡶの࠸࡞ࡣ(n=219)

ウ 救急㝲にࡅ࠾るほᐹ࣭ฎ⨨➼に࡚࠸ࡘ

ののᚠ⎔ჾにಀるࡑの⬻༞中、ᚰ⮚ࡵᗣᑑのᘏఙ等を図るたࠕ

対策に関するᇶ本ἲ （ࠖᖹᡂ 30年ἲᚊ➨ 105ྕ）の施行等を⫼ᬒに、関ಀᏛ

から消防庁に対してᥦ言がなࢀࡉたことをཷけ、ࠕ令和ඖ年度救急業務のあ

り᪉に関する᳨ウࠖの中で、救急㝲におけるほᐹ࣭ฎ⨨について᳨ウし、

救急㝲におけるほᐹ࣭ฎ⨨等についてࠕ、の⤖ᯝを踏まえてࡑ （ࠖ令和２年㸱

᭶ 27 ᪥け消防救➨ 83 ྕ消防庁救急⏬ᐊ㛗通知）（以ୗࠕ令和２年㸱᭶

27᪥通知ࠖという。）をⓎฟした。

令和㸳年度は、ᚰ⮚をったയ⪅に対するほᐹ㡯目について、ࠕプロト

コル等に定ࡵらࢀているࠖとᅇ⟅した消防本部が 34.3㸣（248本部）、ࠕ消防

本部のάື要㡿等で定ࡵらࢀている とࠖᅇ⟅した消防本部が 6.2㸣（45本部）、

ࢀらࡵの実施に関するᇶ‽ࠖに定ࢀയ⪅のᦙ㏦及びཷධࠕ各都道府県のࠕ

ている とࠖᅇ⟅した本部が 39.8㸣（287本部）、ࠕ上グ以እに定ࡵらࢀているࠖ

とᅇ⟅した消防本部が 1.9㸣（14本部）、ࠕ≉に定ࡵらࢀているものはないࠖ

とᅇ⟅した消防本部が 30.3㸣（219本部）であった。

また、救急㝲ဨへのᚠ⎔ჾᝈのほᐹ࣭ ฎ⨨に関するᩍ⫱の機について、

各救急㝲における᪥ᖖᩍ⫱ࠖとᅇ⟅した消防本部がࠕ 80.1㸣（578 本部）、

消防本部におけるᩍ⫱ࠖとᅇ⟅した消防本部がࠕ 33.1㸣（239本部）、ࠕ県࣭

地域࣓࢝ࢹルコントロール༠㆟等における◊ಟ等ࠖとᅇ⟅した消防本部

が 26.2㸣（189本部）、ࠕ事ᚋ᳨ドのフーࣂࢻッࠖࢡとᅇ⟅した消防本部が

45.6㸣（329本部）、ࠕ᳨ウ とࠖᅇ⟅した消防本部が 55.1㸣（398本部）、

救急救ኈの㝔実⩦等ࠖとᅇ⟅した消防本部がࠕ 36.1㸣（261本部）、ࠕእ

部◊ಟ等のཷㅮࠖとᅇ⟅した消防本部が 9.6㸣（69本部）、ࠕ上グのいずࢀも

実施してないࠖとᅇ⟅した消防本部が 0.6㸣（4 本部）であった（図⾲㸱㸫

24）。

こࢀらの⤖ᯝから、ᚰ⮚がࢀࢃるയ⪅に対する㌟యほᐹ等について、

消防庁からⓎฟࢀࡉた令和２年㸱᭶ 27 ᪥通知をཧ考に、よりከくの消防本

部で取り組むことがᮃまࢀる。

図表３－24 ᚰ⮚に㛵ࡍるほᐹ࣭ฎ⨨➼に࡚࠸ࡘ（ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅）

ᚰ⮚ࢆࡓࡗയ⪅にᑐࡋほᐹ㡯┠ࢆᐃ࠸࡚ࡵる（」ᩘᅇ⟅ྍ）
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図表３－25 ⬻༞୰に㛵ࡍるほᐹ࣭ฎ⨨➼に࡚࠸ࡘ（ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅）

⬻༞୰ࢆࡓࡗയ⪅にᑐࡋほᐹ㡯┠ࢆᐃ࠸࡚ࡵる（」ᩘᅇ⟅ྍ）

救急㝲ဨの⬻ᝈのほᐹ࣭ฎ⨨に㛵ࡍるᩍ⫱にࠊ࡚࠸ࡘのよ࡞࠺機ࢆ㏻࡚ࡌᐇ

࠸࡚ࡋる（࡛ࡲࡘ３」ᩘᅇ⟅ྍ）

42.4

7.2

37.3

4.4

24.1

 0%  10%  20%  30%  40%  50%

る(n=306)࠸࡚ࢀࡽࡵル➼にᐃࢥࢺࣟࣉ

ᾘ㜵ᮏ㒊のάືせ㡿➼࡛ᐃ࠸࡚ࢀࡽࡵる(n=52)

ྛ㒔㐨ᗓ県のࠕയ⪅のᦙ㏦ཬཷࡧධࢀのᐇに㛵ࡍるᇶ

‽ࠖにᐃ࠸࡚ࢀࡽࡵる(n=269)

ୖグ௨እにᐃ࠸࡚ࢀࡽࡵる(n=32)

≉ẁᐃ࠸࡚ࢀࡽࡵるࡶの࠸࡞ࡣ(n=174)

80.5

33.8

31.2

41.3

55.3

33.4

12.3

0.4

1.2

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

ྛ救急㝲にࡅ࠾る᪥ᖖᩍ⫱(n=581)

ᾘ㜵ᮏ㒊にࡅ࠾るᩍ⫱(n=244)

県࣭ᆅᇦ࣓࢝ࢹル࣮ࣟࢺࣥࢥル༠㆟➼にࡅ࠾る◊ಟ➼

(n=225)

ᚋ᳨ドの࣮ࣇドバࢵク(n=298)

᳨ウ(n=399)

救急救ኈの㝔ᐇ⩦➼(n=241)

እ㒊◊ಟ➼のཷㅮ(n=89)

ୖグのࡶࢀࡎ࠸ᐇ࠸࡞࠸࡚ࡋ(n=3)

の(n=9)ࡑ
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ᐇ࠸࡚ࡋる

40.2㸣(291ᮏ㒊)

ᮍᐇࠊࡀࡔᐇࢆ

᳨ウ࠸࡚ࡋる

15.9㸣(115ᮏ㒊)

ᮍᐇ࡛ࠊࡾ࠶ᐇ᳨ࢆ

ウ࠸࡞࠸࡚ࡋ

43.8㸣(317ᮏ㒊)

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ） ௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

࢚ 119 ␒㏻ሗཬࡧ救急⌧ሙにࡅ࠾る⥭急ᗘุᐃのᑟධの᥎㐍に࠸ࡘ

࡚

令和ඖ年度救急業務のあり᪉に関する᳨ウࠖの中で、⥭急度ุ定のᑟࠕ

ධの᥎進を目的として、ࣔ 急度ุ定の⥭ࠕ、ル地域における実施᳨࣭ドの上ࢹ

ᑟධ及び㐠⏝ᡭ引᭩ࠖのసᡂ等を行った。ࡑの上で、このᡭ引᭩を有ຠにά

⏝しながら、⥭急度ุ定のᑟධの᥎進にດࡵるよう、119ࠕ␒通ሗ及び救急

現ሙにおける⥭急度ุ定のᑟධの᥎進について （ࠖ令和２年㸱᭶ 27᪥け消

防救➨ 84ྕ消防庁救急⏬ᐊ㛗通知）をⓎฟした。

令和４年度は、119 ␒通ሗに⥭急度ุ定をࠕ実施しているࠖとᅇ⟅した

消防本部は 40.2㸣（291本部）であったのに対し、令和㸳年度は 52.9㸣（382

本部）、ࠕᮍ実施ࡔが、実施を᳨ウしているࠖとᅇ⟅した消防本部が令和４年

度は 15.9㸣（115本部）であったのに対し、令和㸳年度は 10.1㸣（73本部）、

ᮍ実施であり、実施を᳨ウしていないࠖとᅇ⟅した消防本部が令和４年度ࠕ

は 43.8㸣（317本部）であったのに対し、令和㸳年度は 37.0㸣（267本部）

であった。また、救急現ሙで⥭急度ุ定をࠕ実施しているࠖとᅇ⟅した消防

本部は 65.4㸣（472本部）であった（図⾲㸱㸫26）。

⥭急度ุ定を実施している消防本部は、119␒通ሗでは⣙ 53㸣、救急現

ሙでは⣙ 65㸣にとどまっていることから、消防庁からⓎฟࢀࡉたࠕ⥭急度ุ

定のᑟධ及び㐠⏝ᡭ引᭩ࠖも有ຠにά⏝し、よりከくの消防本部でᑟධが進

むことがᮃまࢀる。

図表３－26 119␒㏻ሗཬࡧ救急⌧ሙ࡛の⥭急ᗘุᐃのᑟධに࠸ࡘ （࡚ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅）

119␒㏻ሗの⥭急ᗘุᐃᑟධ⋡

ᐇ࠸࡚ࡋる

52.9㸣(382ᮏ㒊)

ᮍᐇࠊࡀࡔᐇ

る࠸࡚ࡋウ᳨ࢆ

10.1㸣(73ᮏ㒊)

ᮍᐇ࡛ࠊࡾ࠶ᐇ

࠸࡞࠸࡚ࡋウ᳨ࢆ

37.0㸣(267ᮏ㒊)

N=723 N=722

図表３－25 ⬻༞୰に㛵ࡍるほᐹ࣭ฎ⨨➼に࡚࠸ࡘ（ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅）

⬻༞୰ࢆࡓࡗയ⪅にᑐࡋほᐹ㡯┠ࢆᐃ࠸࡚ࡵる（」ᩘᅇ⟅ྍ）

救急㝲ဨの⬻ᝈのほᐹ࣭ฎ⨨に㛵ࡍるᩍ⫱にࠊ࡚࠸ࡘのよ࡞࠺機ࢆ㏻࡚ࡌᐇ

࠸࡚ࡋる（࡛ࡲࡘ３」ᩘᅇ⟅ྍ）

42.4

7.2

37.3

4.4

24.1

 0%  10%  20%  30%  40%  50%

る(n=306)࠸࡚ࢀࡽࡵル➼にᐃࢥࢺࣟࣉ

ᾘ㜵ᮏ㒊のάືせ㡿➼࡛ᐃ࠸࡚ࢀࡽࡵる(n=52)

ྛ㒔㐨ᗓ県のࠕയ⪅のᦙ㏦ཬཷࡧධࢀのᐇに㛵ࡍるᇶ

‽ࠖにᐃ࠸࡚ࢀࡽࡵる(n=269)

ୖグ௨እにᐃ࠸࡚ࢀࡽࡵる(n=32)

≉ẁᐃ࠸࡚ࢀࡽࡵるࡶの࠸࡞ࡣ(n=174)

80.5

33.8

31.2

41.3

55.3

33.4

12.3

0.4

1.2

 0%  20%  40%  60%  80%  100%

ྛ救急㝲にࡅ࠾る᪥ᖖᩍ⫱(n=581)

ᾘ㜵ᮏ㒊にࡅ࠾るᩍ⫱(n=244)

県࣭ᆅᇦ࣓࢝ࢹル࣮ࣟࢺࣥࢥル༠㆟➼にࡅ࠾る◊ಟ➼

(n=225)

ᚋ᳨ドの࣮ࣇドバࢵク(n=298)

᳨ウ(n=399)

救急救ኈの㝔ᐇ⩦➼(n=241)

እ㒊◊ಟ➼のཷㅮ(n=89)

ୖグのࡶࢀࡎ࠸ᐇ࠸࡞࠸࡚ࡋ(n=3)

の(n=9)ࡑ
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௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ） ௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

救急⌧ሙ࡛の⥭急ᗘุᐃᑟධ⋡

࢜ യ⪅のពᛮにἢࡓࡗ救急⌧ሙにࡅ࠾るᚰ⫵⸽⏕のᐇに࡚࠸ࡘ

ᖹᡂࠕ 30年度救急業務のあり᪉に関する᳨ウ のࠖ中で、高齢⪅からの救

急要ㄳが増加する中、救急㝲がയ⪅のᐙ᪘等からᚰ⫵⸽⏕の中Ṇをồࡵら

ᖹᡂࠕࠕ、の⤖ᯝを踏まえてࡑ、ていることについて᳨ウしࡌ⏕る事がࢀ 30

年度救急業務のあり᪉に関する᳨ウയ⪅の意ᛮにἢった救急現ሙにおけ

るᚰ⫵⸽⏕の実施に関する᳨ウ部ࠖሗ࿌᭩について （ࠖ令和ඖ年 11᭶㸶᪥

け消防救➨ 205ྕ消防庁救急⏬ᐊ㛗通知）をⓎฟした。

യ⪅の意ᛮにἢった救急現ሙにおけるᚰ⫵⸽⏕の実施に関する取組につ

いて、യ⪅はᚰ⫵Ṇ状ែであるが、ᐙ᪘等の関ಀ⪅からയ⪅本ேがᚰ

⫵⸽⏕をᮃࢇでいないとの意ᛮを♧ࢀࡉたሙྜについて、ఱらかの対応᪉㔪

をࠕ定ࡵているࠖとᅇ⟅した消防本部が令和４年度は 70.1㸣（507本部）で

あったのに対し、令和㸳年度は 69.8㸣（504本部）であった。

令和㸳年度にࠕ定ࡵているࠖとᅇ⟅した 504本部のうࡕ、定ࡵているෆᐜ

としてࠕᐙ᪘等からയ⪅本ேのᚰ⫵⸽⏕をᣄྰする意ᛮ⾲♧がఏえらࢀた

ሙྜ、་ᖌからのᣦ♧など一定の᮲௳のもとに、ᚰ⫵⸽⏕を実施しない、ཪ

は中᩿することができるࠖとᅇ⟅した消防本部が 58.1㸣（293本部）であっ

た（図⾲㸱㸫27）。

こࢀらの⤖ᯝから、令和ඖ年度の᳨ウ部のሗ࿌᭩等をཧ考として、各地

域における㆟ㄽが一層進むことがᮃまࢀる。また、消防庁には、各地域の取

組状況を踏まえつつ、引き続き事の㞟✚や知ぢの✚を進ࡵていくことが

ᮃまࢀる。

ᐇ࠸࡚ࡋる

57.7㸣(417ᮏ㒊)

ᮍᐇ࡛ࠊࡾ࠶ᐇࢆ

᳨ウ࠸࡞࠸࡚ࡋ

31.1㸣(225ᮏ㒊)

ᮍᐇࠊࡀࡔᐇ᳨ࢆ

ウ࠸࡚ࡋる

11.2㸣(81ᮏ㒊)

N=723

ᐇ࠸࡚ࡋる

65.4㸣(472ᮏ㒊)

ᮍᐇ࡛ࠊࡾ࠶ᐇ

࠸࡞࠸࡚ࡋウ᳨ࢆ

25.6㸣(185ᮏ㒊)

ᮍᐇࠊࡀࡔᐇ᳨ࢆ

ウ࠸࡚ࡋる

9.0㸣(65ᮏ㒊)

N=722
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ᐃ࠸࡚ࡵる

70.1㸣(507ᮏ㒊)

ᐃ࠸࡞࠸࡚ࡵ

29.9㸣(216ᮏ㒊)

௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

ᐃ࠸࡚ࡵる

69.8㸣(504ᮏ㒊)

ᐃ࠸࡞࠸࡚ࡵ

30.2㸣(218ᮏ㒊)

௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

N=723

のࡑ

6.5㸣(33ᮏ㒊)

図表３－27 ᚰ⫵⸽⏕ࢆᮃ࠸࡞࠸࡛ࢇのពᛮࡓࢀࡉ♧ࢆሙ合にఱࡽのᑐᛂ᪉㔪ࢆ

ᐃ࠸࡚ࡵるཬࡧᐃࡑࡤࢀ࠸࡚ࡵのෆᐜに࡚࠸ࡘ（ᾘ㜵ᮏ㒊ᅇ⟅）

ᑐᛂ᪉㔪ࢆᐃ࠸࡚ࡵる

ᑐᛂ᪉㔪のෆᐜに࡚࠸ࡘ

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

ᐙ᪘➼ࡽയ⪅ᮏே

のᚰ⫵⸽⏕ࢆᣄྰࡍる

ពᛮ表♧ࡀఏࡓࢀࡽ࠼

ሙ合ࠊ་ᖌࡽのᣦ♧

ࡶᐃの᮲௳の୍࡞

にࠊᚰ⫵⸽⏕ࢆᐇࡋ

ࡇるࡍ୰᩿ࡣཪࠊ࠸࡞

るࡁ࡛ࡀ

58.1㸣(293ᮏ㒊)

ᐙ᪘➼ࡽയ⪅ᮏேの

ᚰ⫵⸽⏕ࢆᣄྰࡍるពᛮ

表♧ࡀఏࠊࡶ࡚ࢀࡽ࠼ᚰ

་ࡽࡀ࡞ࡋᐇࢆ⏕⸽⫵

⒪機㛵にᦙ㏦ࡍる

36.1㸣(182ᮏ㒊)

のࡑ

5.8㸣(29ᮏ㒊)

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

N=722

ᐙ᪘➼ࡽയ⪅ᮏே

のᚰ⫵⸽⏕ࢆᣄྰࡍる

ពᛮ表♧ࡀఏࡓࢀࡽ࠼

ሙ合ࠊ་ᖌࡽのᣦ♧

ࡶᐃの᮲௳の୍࡞

にࠊᚰ⫵⸽⏕ࢆᐇࡋ

ࡇるࡍ୰᩿ࡣཪࠊ࠸࡞

るࡁ࡛ࡀ

51.7㸣(262ᮏ㒊)

ᐙ᪘➼ࡽയ⪅ᮏே

のᚰ⫵⸽⏕ࢆᣄྰࡍる

ពᛮ表♧ࡀఏ࡚ࢀࡽ࠼

ࡋᐇࢆ⏕⸽⫵ᚰࠊࡶ

་⒪機㛵にᦙ㏦ࡽࡀ࡞

るࡍ

41.8㸣(212ᮏ㒊)

N=504
N=507

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ） ௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

救急⌧ሙ࡛の⥭急ᗘุᐃᑟධ⋡

࢜ യ⪅のពᛮにἢࡓࡗ救急⌧ሙにࡅ࠾るᚰ⫵⸽⏕のᐇに࡚࠸ࡘ

ᖹᡂࠕ 30年度救急業務のあり᪉に関する᳨ウ のࠖ中で、高齢⪅からの救

急要ㄳが増加する中、救急㝲がയ⪅のᐙ᪘等からᚰ⫵⸽⏕の中Ṇをồࡵら

ᖹᡂࠕࠕ、の⤖ᯝを踏まえてࡑ、ていることについて᳨ウしࡌ⏕る事がࢀ 30

年度救急業務のあり᪉に関する᳨ウയ⪅の意ᛮにἢった救急現ሙにおけ

るᚰ⫵⸽⏕の実施に関する᳨ウ部ࠖሗ࿌᭩について （ࠖ令和ඖ年 11᭶㸶᪥

け消防救➨ 205ྕ消防庁救急⏬ᐊ㛗通知）をⓎฟした。

യ⪅の意ᛮにἢった救急現ሙにおけるᚰ⫵⸽⏕の実施に関する取組につ

いて、യ⪅はᚰ⫵Ṇ状ែであるが、ᐙ᪘等の関ಀ⪅からയ⪅本ேがᚰ

⫵⸽⏕をᮃࢇでいないとの意ᛮを♧ࢀࡉたሙྜについて、ఱらかの対応᪉㔪

をࠕ定ࡵているࠖとᅇ⟅した消防本部が令和４年度は 70.1㸣（507本部）で

あったのに対し、令和㸳年度は 69.8㸣（504本部）であった。

令和㸳年度にࠕ定ࡵているࠖとᅇ⟅した 504本部のうࡕ、定ࡵているෆᐜ

としてࠕᐙ᪘等からയ⪅本ேのᚰ⫵⸽⏕をᣄྰする意ᛮ⾲♧がఏえらࢀた

ሙྜ、་ᖌからのᣦ♧など一定の᮲௳のもとに、ᚰ⫵⸽⏕を実施しない、ཪ

は中᩿することができるࠖとᅇ⟅した消防本部が 58.1㸣（293本部）であっ

た（図⾲㸱㸫27）。

こࢀらの⤖ᯝから、令和ඖ年度の᳨ウ部のሗ࿌᭩等をཧ考として、各地

域における㆟ㄽが一層進むことがᮃまࢀる。また、消防庁には、各地域の取

組状況を踏まえつつ、引き続き事の㞟✚や知ぢの✚を進ࡵていくことが

ᮃまࢀる。

ᐇ࠸࡚ࡋる

57.7㸣(417ᮏ㒊)

ᮍᐇ࡛ࠊࡾ࠶ᐇࢆ

᳨ウ࠸࡞࠸࡚ࡋ

31.1㸣(225ᮏ㒊)

ᮍᐇࠊࡀࡔᐇ᳨ࢆ

ウ࠸࡚ࡋる

11.2㸣(81ᮏ㒊)

N=723

ᐇ࠸࡚ࡋる

65.4㸣(472ᮏ㒊)

ᮍᐇ࡛ࠊࡾ࠶ᐇ

࠸࡞࠸࡚ࡋウ᳨ࢆ

25.6㸣(185ᮏ㒊)

ᮍᐇࠊࡀࡔᐇ᳨ࢆ

ウ࠸࡚ࡋる

9.0㸣(65ᮏ㒊)

N=722
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࢝ 救急ᴗົにࡅ࠾る࣓࢝ࢹル࣮ࣟࢺࣥࢥルయไの᭦࡞るᐇᙉに

࡚࠸ࡘ

ࢹン࣓ンࣛ࢜、令和２年度救急業務のあり᪉に関する᳨ウࠖの中でࠕ

ルコントロール、事ᚋ᳨ド及び⏕ᾭᩍ⫱に関する現状の課題と解決策୪࢝

びに࣓࢝ࢹルコントロールయไにಀる PDCA の取組等を᳨ウし、ࡑの⤖ᯝ

を踏まえて、ࠕ救急業務における࣓࢝ࢹルコントロールయไの᭦なる実ᙉ

化について （ࠖ令和㸱年㸱᭶ 26 ᪥け消防救➨ 97 ྕ消防庁救急⏬ᐊ㛗通

知）（以ୗࠕ令和㸱年㸱᭶ 26᪥通知ࠖという。）をⓎฟした。

令和４年度は、令和㸱年㸱᭶ 26᪥通知において♧したように、࣓ ル࢝ࢹ

コントロールయไの PDCAのたࡵのホ౯ᣦᶆをࠕタ定している とࠖᅇ⟅した地

域 MC༠㆟は 5.6㸣（14ᅋయ）、ࠕᣦᶆはタ定していないが、救急άືに関す

る⤫ィ等のሗ㞟⣙やศᯒは行っている とࠖᅇ⟅した地域 MC༠㆟は 55.2㸣

（138 ᅋయ）、ࠕᣦᶆはタ定しておらず、救急άືに関する⤫ィ等のሗ㞟⣙

やศᯒも行っていないࠖとᅇ⟅した地域 MC༠㆟は 39.2㸣（98ᅋయ）であ

ったのに対し、令和㸳年度は、࣓ ルコントロールయไの࢝ࢹ PDCAのたࡵの

ホ౯ᣦᶆをࠕタ定しているࠖとᅇ⟅した地域 MC༠㆟は 6.0㸣（15ᅋయ）、

ᣦᶆはタ定していないが、救急άືに関する⤫ィ等のሗ㞟⣙やศᯒは行ࠕ

っている とࠖᅇ⟅した地域 MC༠㆟は 56.0㸣（140ᅋయ）、ࠕᣦᶆはタ定して

おらず、救急άືに関する⤫ィ等のሗ㞟⣙やศᯒも行っていないࠖとᅇ⟅

した地域 MC༠㆟は 38.0㸣（95ᅋయ）であった。

令和４年度、事ᚋ᳨ド⤖ᯝにᇶ࡙き必要に応ࡌて救急άືプロトコルのࠕぢ

┤しを行っている とࠖᅇ⟅した地域 MC༠㆟は 60.8㸣（152ᅋయ）、ࠕぢ┤し

は行っていないࠖとᅇ⟅した地域 MC༠㆟は 39.2㸣（98ᅋయ）であったの

に対し、令和㸳年度は、ࠕぢ┤しを行っているࠖとᅇ⟅した地域 MC༠㆟は

66.0㸣（165 ᅋయ）、ࠕぢ┤しは行っていないࠖとᅇ⟅した地域 MC ༠㆟は

34.0㸣（85ᅋయ）であった（図⾲㸱㸫28）。
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ᣦᶆࢆタᐃ࠸࡚ࡋる

5.6㸣(14ᅋయ)

ᣦᶆࡣタᐃࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋ救

急άືに㛵ࡍる統ィ➼のሗ

㞟⣙ࡸ分ᯒ࠸࡚ࡗ⾜ࡣる

55.2㸣(138ᅋయ)

ᣦᶆࡣタᐃࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋ救急ά

ືに㛵ࡍる統ィ➼のሗ㞟⣙ࡸ

分ᯒ࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜ࡶ

39.2㸣(98ᅋయ)

ᣦᶆࢆタᐃ࠸࡚ࡋる

6.0㸣(15ᅋయ)

ᣦᶆࡣタᐃࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋ救

急άືに㛵ࡍる統ィ➼のሗ

㞟⣙ࡸ分ᯒ࠸࡚ࡗ⾜ࡣる

56.0㸣(140ᅋయ)

ᣦᶆࡣタᐃࡽ࠾࡚ࡋ

るࡍ救急άືに㛵ࠊࡎ

統ィ➼のሗ㞟⣙ࡸ分

ᯒ࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜ࡶ

38.0㸣(95ᅋయ)

図表３－28 救急ᴗົにࡅ࠾る࣓࢝ࢹル࣮ࣟࢺࣥࢥルయไの᭦࡞るᐇᙉに࠸ࡘ    

      ࡚（ᆅᇦ MC༠㆟ᅇ⟅）

ぢ┤࡚ࡗ⾜ࢆࡋ

る࠸

66.0㸣(165ᅋయ)

ぢ┤࠸࡚ࡗ⾜ࡣࡋ

࠸࡞

34.0㸣(85ᅋయ)

௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

௧３ᖺ３᭶ 26 ᪥㏻▱にࡓࡋ♧࡚࠸࠾よ࠺に࢝ࢹ࣓ࠊル࣮ࣟࢺࣥࢥルయไの

PDCAのࡵࡓのホ౯ᣦᶆࢆタᐃ࠸࡚ࡋる

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

N=250

ᚋ᳨ド⤖果にᇶ࡙ࡁᚲせにᛂ࡚ࡌ救急άືࢥࢺࣟࣉルのぢ┤࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡋる

௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ） ௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

ぢ┤࡚ࡗ⾜ࢆࡋ

る࠸

60.8㸣(152ᅋయ)

ぢ┤࡚ࡗ⾜ࡣࡋ

࠸࡞࠸

39.2㸣(98ᅋయ)

N=250 N=250

N=250

࢝ 救急ᴗົにࡅ࠾る࣓࢝ࢹル࣮ࣟࢺࣥࢥルయไの᭦࡞るᐇᙉに

࡚࠸ࡘ

ࢹン࣓ンࣛ࢜、令和２年度救急業務のあり᪉に関する᳨ウࠖの中でࠕ

ルコントロール、事ᚋ᳨ド及び⏕ᾭᩍ⫱に関する現状の課題と解決策୪࢝

びに࣓࢝ࢹルコントロールయไにಀる PDCA の取組等を᳨ウし、ࡑの⤖ᯝ

を踏まえて、ࠕ救急業務における࣓࢝ࢹルコントロールయไの᭦なる実ᙉ

化について （ࠖ令和㸱年㸱᭶ 26 ᪥け消防救➨ 97 ྕ消防庁救急⏬ᐊ㛗通

知）（以ୗࠕ令和㸱年㸱᭶ 26᪥通知ࠖという。）をⓎฟした。

令和４年度は、令和㸱年㸱᭶ 26᪥通知において♧したように、࣓ ル࢝ࢹ

コントロールయไの PDCAのたࡵのホ౯ᣦᶆをࠕタ定している とࠖᅇ⟅した地

域 MC༠㆟は 5.6㸣（14ᅋయ）、ࠕᣦᶆはタ定していないが、救急άືに関す

る⤫ィ等のሗ㞟⣙やศᯒは行っている とࠖᅇ⟅した地域 MC༠㆟は 55.2㸣

（138 ᅋయ）、ࠕᣦᶆはタ定しておらず、救急άືに関する⤫ィ等のሗ㞟⣙

やศᯒも行っていないࠖとᅇ⟅した地域 MC༠㆟は 39.2㸣（98ᅋయ）であ

ったのに対し、令和㸳年度は、࣓ ルコントロールయไの࢝ࢹ PDCAのたࡵの

ホ౯ᣦᶆをࠕタ定しているࠖとᅇ⟅した地域 MC༠㆟は 6.0㸣（15ᅋయ）、

ᣦᶆはタ定していないが、救急άືに関する⤫ィ等のሗ㞟⣙やศᯒは行ࠕ

っている とࠖᅇ⟅した地域 MC༠㆟は 56.0㸣（140ᅋయ）、ࠕᣦᶆはタ定して

おらず、救急άືに関する⤫ィ等のሗ㞟⣙やศᯒも行っていないࠖとᅇ⟅

した地域 MC༠㆟は 38.0㸣（95ᅋయ）であった。

令和４年度、事ᚋ᳨ド⤖ᯝにᇶ࡙き必要に応ࡌて救急άືプロトコルのࠕぢ

┤しを行っている とࠖᅇ⟅した地域 MC༠㆟は 60.8㸣（152ᅋయ）、ࠕぢ┤し

は行っていないࠖとᅇ⟅した地域 MC༠㆟は 39.2㸣（98ᅋయ）であったの

に対し、令和㸳年度は、ࠕぢ┤しを行っているࠖとᅇ⟅した地域 MC༠㆟は

66.0㸣（165 ᅋయ）、ࠕぢ┤しは行っていないࠖとᅇ⟅した地域 MC ༠㆟は

34.0㸣（85ᅋయ）であった（図⾲㸱㸫28）。
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都道府県単位で実施して

いる

27.7％(13団体)

一部自治体で実施し

ている

12.8％(6団体)♯7119以外の電話番号で

電話相談を実施している

17.0％(8団体)

実施予定

0.0％(0団

体)

実施に向けて検討中

（検討見込み）

8.5％(4団体)

実施の是非について検

討中（検討見込み）

25.5％(12団体)

♯7119以外の電話番号で

電話相談の実施を検討して

いる

0.0％(0団体)

実施予定はない

8.5％(4団体)

令和５年度（令和５年８月１日現在）令和４年度（令和４年８月１日現在）

都道府県単位で

実施している

31.9％(15団体)

♯7119以外の電話番

号で電話相談を実施

している

10.6％(5団体)

実施予定

8.5％(4団体)

実施に向けて検討中

6.4％(3団体)

実施の是非について検討中

（検討見込み）

25.5％(12団体)

実施予定はない

4.3％(2団体)

キ 救急安心センター事業（♯7119）の全国展開に向けた取組について

令和２年度に開催した、「♯7119 の全国展開に向けた検討部会」及び「令

和２年度救急業務のあり方に関する検討会」の検討結果を踏まえ、「救急安心

センター事業（♯7119）の全国展開に向けた取組について」（令和３年３月 26

日付け消防救第 94号消防庁救急企画室長通知）を発出した。

♯7119を実施している地域は、フォローアップ実施前の平成 28年の 11団

体から 11団体増加し、令和５年８月１日時点で 22地域である。

令和５年度は、「都道府県単位で実施している」と回答した団体は、都道府

県消防防災主管部局及び衛生主管部局ともに 31.9％（15団体）、「一部自治体

で実施している」と回答した団体は 14.9％（７団体）で令和４年度と比較し、

いずれも増加している。これらの団体によってカバーされる人口は、全国民

（約１億 2,614万人）の内、50.1％（約 6,321万人）となる（令和２年国勢

調査を元に算出）。

「実施予定はない」と回答した団体は、都道府県消防防災主管部局が 4.3％

（２団体）、都道府県衛生主管部局が 10.6％（５団体）であった（図表３－

29）。

♯7119の全国展開を目指すためには、管内に未実施地域を有する都道府県

を中心に引き続き働きかけを行い、♯7119の更なる推進に取り組む必要があ

る。

図表３－29 ♯7119の検討状況（都道府県回答）

消防防災主管部局回答

19都道府県で実施

N=47N=47

22都道府県で実施

一部自治体で実施している

12.8％(7団体)
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௧㸲ᖺᗘ（௧㸲ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ） ௧㸳ᖺᗘ（௧㸳ᖺ㸶᭶㸯᪥⌧ᅾ）

㒔㐨ᗓ県༢࡛ᐇ

る࠸࡚ࡋ

31.9㸣(15ᅋయ)

୍㒊⮬య࡛ᐇࡋ

る࠸࡚

14.9㸣(7ᅋయ)

࡛ྕ␒7119௨እの㟁ヰݡ

㟁ヰ┦ㄯࢆᐇ࠸࡚ࡋる

12.8㸣(6ᅋయ)

ᐇணᐃ

6.4㸣(3ᅋయ)

ᐇにྥ᳨࡚ࡅウ୰

6.4㸣(3ᅋయ)

ᐇの㠀に᳨࡚࠸ࡘウ୰

（᳨ウぢ㎸み）

17.0㸣(8ᅋయ)

ᐇணᐃ࠸࡞ࡣ

10.6㸣(5ᅋయ)

⾨⏕⟶㒊ᒁᅇ⟅

㒔㐨ᗓ県༢࡛ᐇ

る࠸࡚ࡋ

27.7㸣(13ᅋయ)

୍㒊⮬య࡛ᐇ࠸࡚ࡋる

12.8㸣(6ᅋయ)

┦7119௨እの㟁ヰ␒ྕ࡛㟁ヰݡ

ㄯࢆᐇ࠸࡚ࡋる

17.0㸣(8ᅋయ)

ᐇணᐃ

0.0㸣(0ᅋ

య)

ᐇにྥ᳨࡚ࡅウ୰（᳨

ウぢ㎸み）

6.4㸣(3ᅋయ)

ᐇの㠀に᳨࡚࠸ࡘ

ウ୰（᳨ウぢ㎸み）

19.1㸣(9ᅋయ)

࡛ྕ␒7119௨እの㟁ヰݡ

㟁ヰ┦ㄯのᐇ᳨ࢆウࡋ

る࠸࡚

0.0㸣(0ᅋయ)

ᐇணᐃ࠸࡞ࡣ

17.0㸣(8ᅋయ)

19㒔㐨ᗓ県࡛ᐇ

N=47
N=47

22㒔㐨ᗓ県࡛ᐇ

都道府県単位で実施して

いる

27.7％(13団体)

一部自治体で実施し

ている

12.8％(6団体)♯7119以外の電話番号で

電話相談を実施している

17.0％(8団体)

実施予定

0.0％(0団

体)

実施に向けて検討中

（検討見込み）

8.5％(4団体)

実施の是非について検

討中（検討見込み）

25.5％(12団体)

♯7119以外の電話番号で

電話相談の実施を検討して

いる

0.0％(0団体)

実施予定はない

8.5％(4団体)

令和５年度（令和５年８月１日現在）令和４年度（令和４年８月１日現在）

都道府県単位で

実施している

31.9％(15団体)

♯7119以外の電話番

号で電話相談を実施

している

10.6％(5団体)

実施予定

8.5％(4団体)

実施に向けて検討中

6.4％(3団体)

実施の是非について検討中

（検討見込み）

25.5％(12団体)

実施予定はない

4.3％(2団体)

キ 救急安心センター事業（♯7119）の全国展開に向けた取組について

令和２年度に開催した、「♯7119 の全国展開に向けた検討部会」及び「令

和２年度救急業務のあり方に関する検討会」の検討結果を踏まえ、「救急安心

センター事業（♯7119）の全国展開に向けた取組について」（令和３年３月 26

日付け消防救第 94号消防庁救急企画室長通知）を発出した。

♯7119を実施している地域は、フォローアップ実施前の平成 28年の 11団

体から 11団体増加し、令和５年８月１日時点で 22地域である。

令和５年度は、「都道府県単位で実施している」と回答した団体は、都道府

県消防防災主管部局及び衛生主管部局ともに 31.9％（15団体）、「一部自治体

で実施している」と回答した団体は 14.9％（７団体）で令和４年度と比較し、

いずれも増加している。これらの団体によってカバーされる人口は、全国民

（約１億 2,614万人）の内、50.1％（約 6,321万人）となる（令和２年国勢

調査を元に算出）。

「実施予定はない」と回答した団体は、都道府県消防防災主管部局が 4.3％

（２団体）、都道府県衛生主管部局が 10.6％（５団体）であった（図表３－

29）。

♯7119の全国展開を目指すためには、管内に未実施地域を有する都道府県

を中心に引き続き働きかけを行い、♯7119の更なる推進に取り組む必要があ

る。

図表３－29 ♯7119の検討状況（都道府県回答）

消防防災主管部局回答

19都道府県で実施

N=47N=47

22都道府県で実施

一部自治体で実施している

12.8％(7団体)
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ձ ಶูゼၥの㐍ࡵ᪉

個別訪問は以ୗの進ࡵ᪉で行った。

࣭消防庁と都道府県で㐃ᦠし、各消防本部における救急業務の取組状況を把

握する。

࣭把握する᪉ἲとして、個別訪問๓調査⚊のసᡂを各訪問ඛ消防本部へ౫㢗

し、ᅇ⟅⤖ᯝをᚓることにより状況を把握する（図⾲㸱㸫30）。

図表３－30 ಶูゼၥ๓ㄪᰝ⚊（୍㒊ᢤ⢋）

࣭๓ᅇ（ᖹᡂ 29年度㹼令和ඖ年度）実施したᙜヱ都道府県フォローアップ

とのẚ㍑や個別訪問๓調査⚊の⤖ᯝからศかる取組状況、要ᅉศᯒした⤖

ᯝ（課題及びࡑの対応策）を᳨ウした上で、都道府県消防防⅏⟶部ᒁと

消防庁が共ྠで消防本部を訪問する。

なお、都道府県⾨⏕⟶部ᒁの⫋ဨにもྠ行を౫㢗し、་⒪との㐃ᦠが必要な課

題の共有を図る（図⾲㸱㸫31）。

○○県 消防本部名 消防本部名 消防本部名

令和４年度調査結果又は令和４年
救急救助の現況に用いた数値

○○消防局 △△消防本部 □□消防本部

123,214,261人
（令和２年国勢調査）

1,000,000人 500,000人 250,000人 200,000人

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 × 〇 〇

〇 〇 〇 ×

スマートフォン導入状況563本部
(77 .9％)

タブレット導入状況357本部（49.4％）
導入済み 導入済み 導入済み 導入済み

○ ○ ○ ×

― ― ― 〇

14団体（29.8％） 未策定 ⟇ᐃ῭み ᮍ⟇ᐃ ᮍ⟇ᐃ

8.4% 11.0% 10.0% 12.0% 14.0%

5,328 50 20 15 10
5,301 47 19 14 10

99.5% 94.0% 95.0% 93.3% 100.0%

4,964 48 19 14 10

93.2% 96.0% 95.0% 93.3% 100.0%

31,762 300 140 70 60

15,977 160 70 40 35
50.3% 53.3% 50.0% 57.1% 58.3%

7,575 80 60 10 7

23.8% 26.7% 42.9% 14.3% 11.7%

28,827 270 130 65 50

90.8% 90.0% 92.9% 92.9% 83.3%

27,554 250 120 60 50

86.8% 83.3% 85.7% 85.7% 83.3%

27,535 260 125 55 55

86.7% 86.7% 89.3% 78.6% 91.7%

20 12 4 3

25 13 5 3

25 13 5 3

救　急　隊　数

救急救命士
資格認定状況

※２

救　命　士　総　数

※
資格者の割合は、
救急隊員のうち
の救命士数を分母
とし計算している。

気 管 挿 管

ビ デ オ 喉 頭 鏡

ア ド レ ナ リ ン 投 与

ブ ド ウ 糖 投 与

Ｃ Ｐ Ａ 前 静 脈 確 保

指導救命士
認定状況
※２

Ｍ Ｃ 別 認 定 数

研 修 修 了 者

認 定 者

都道府県連携協議会を通じ、移送体制・救急搬送体制の役割分担
について協議をしているか。

新型コロナウイルス感染症の５類以降後に関して、救急業務にお
いて何らかの課題があるか。

新型コロナウイルス感染症の５類移行後に関して、通常時やひっ迫時
等に受入れる医療機関（協力医療機関）であったり、都道府県の入院
調整本部やMC等で搬送支援が策定され共有されているか。

感染症
1

（一部☆）

全 国

令和４年度調査結果及び
令和４年救急救助の現況数値

ICTの
導入状況

スマートフォン・タブレット導入状況

ＩＣＴ未導入の場合、導入予定はあるか

《時点》
※１ 令和３年中
※２ 令和４年４月１日
最新の情報があれば更新可能（令和４年４月１日以外の場合、時点を記入）

人口（消防本部は管轄人口を入力して下さい。）

3
転院搬送
関連

転院搬送ガイドライン策定

転院搬送割合※１

2 ＩＣＴを活用した救急業務を行っているか

救 命 士 運 用 隊

4

47都道府県
2,955人

常 時 運 用 隊

5

救急救命士
運用状況
※２

協議をしている場合、協定を締結しているか。
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図表３－31 ᪉ࡵㄪᰝの㐍ࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇ イ࣓࣮ࢪ図

ղ ಶูゼၥ

都道府県消防防⅏⟶部ᒁ及び⾨⏕⟶部ᒁの担ᙜ⪅から、㔜Ⅼ課題等に関

する取組状況を⫈取するとともに、各消防本部に対するフォローアップ᪉㔪を

☜ㄆしたᚋ、消防庁がయとなって消防本部を訪問。令和㸳年度は、14府県 41

消防本部を訪問（図⾲㸱㸫32）。

   

図表３－32 ௧㸳ᖺᗘಶูゼၥඛ୍ぴ

θ 㒔㐨ᗓ県 ゼၥ᪥ ゼၥᾘ㜵ᮏ㒊 θ 㒔㐨ᗓ県 ゼၥ᪥ ゼၥᾘ㜵ᮏ㒊

ᒣᙧᕷᾘ㜵ᮏ㒊 ⚟ᕷᾘ㜵ᒁ

ᮾ᰿ᕷᾘ㜵ᮏ㒊 ᒣᕷᾘ㜵ᒁ

᭱ୖᗈᇦᕷ⏫ᮧᅪົ組合ᾘ㜵ᮏ㒊 㪆Ụ࣭⏕ᾘ㜵組合ᾘ㜵ᮏ㒊

㧗▱ᕷᾘ㜵ᒁ ᰿⏣ᗈᇦᾘ㜵ᮏ㒊

㤶༡ᕷᾘ㜵ᮏ㒊 ኴ⏣ᕷᾘ㜵ᮏ㒊

㧗ᖭᾘ㜵組合ᾘ㜵ᮏ㒊 ఀໃᓮᕷᾘ㜵ᮏ㒊

ᒾᅜᆅ༊ᾘ㜵組合ᾘ㜵ᮏ㒊 大分ᕷᾘ㜵ᒁ

࿘༡ᕷᾘ㜵ᮏ㒊 ୰ὠᕷᾘ㜵ᮏ㒊

Ᏹ㒊࣭ᒣ㝧ᑠ㔝⏣ᾘ㜵ᒁ ㇏ᚋ㧗⏣ᕷᾘ㜵ᮏ㒊

ᮾ㏆Ụ⾜ᨻ組合ᾘ㜵ᮏ㒊 ጸⰋᕷᾘ㜵ᮏ㒊

ᙪ᰿ᕷᾘ㜵ᮏ㒊 㟝ᓥᕷᾘ㜵ᒁ

⛅⏣ᕷᾘ㜵ᮏ㒊 大ᓥᆅ༊ᾘ㜵組合

†ᮾᆅ༊ᾘ㜵ᮏ㒊 ⚟ᒸᕷᾘ㜵ᒁ

⬟௦ᒣᮏᗈᇦᕷ⏫ᮧᅪ組合ᾘ㜵ᮏ㒊 ஂ␃⡿ᗈᇦᾘ㜵ᮏ㒊

࿋ᕷᾘ㜵ᒁ ᐀ീᆅ༊ᾘ㜵ᮏ㒊

ᗈᓥᕷᾘ㜵ᒁ ⟽᰿⏫ᾘ㜵ᮏ㒊

⚟ᒣᆅ༊ᾘ㜵組合ᾘ㜵ᒁ ᶓ㡲㈡ᕷᾘ㜵ᒁ

ᯇỤᕷᾘ㜵ᮏ㒊 ᕝᓮᕷᾘ㜵ᒁ

Ᏻ᮶ᕷᾘ㜵ᮏ㒊 ┦ᴦ୰㒊ᾘ㜵組合

ฟ㞼ᕷᾘ㜵ᮏ㒊 ᐑὠㅰᾘ㜵組合

⚟▱ᒣᕷᾘ㜵ᮏ㒊

11 㮵ඣᓥ県 㸯᭶��᪥㹼��᪥

�᭶

⚄ዉᕝ県

10 大分県 ��᭶��᪥㹼��᪥

6 ᗈᓥ県 ��᭶��᪥㹼��᪥

�᭶�᪥ࠊ��᪥

12 ⚟ᒸ県 �᭶��᪥㹼��᪥

7 ᓥ᰿県 ��᭶��᪥㹼���᪥

14 ி㒔ᗓ

13

��᭶㸴᪥㹼㸵᪥

2 㧗▱県 ��᭶��᪥㹼��᪥

⛅⏣県 ��᭶㸷᪥㹼��᪥

3 ᒣཱྀ県 ��᭶��᪥㹼��᪥

4 ㈡県 ��᭶㸶᪥㹼㸷᪥

5

9 ⩌㤿県 ��᭶��᪥㹼��᪥

1 ᒣᙧ県 㸷᭶��᪥㹼��᪥ 8 ⚟県

ձ ಶูゼၥの㐍ࡵ᪉

個別訪問は以ୗの進ࡵ᪉で行った。

࣭消防庁と都道府県で㐃ᦠし、各消防本部における救急業務の取組状況を把

握する。

࣭把握する᪉ἲとして、個別訪問๓調査⚊のసᡂを各訪問ඛ消防本部へ౫㢗

し、ᅇ⟅⤖ᯝをᚓることにより状況を把握する（図⾲㸱㸫30）。

図表３－30 ಶูゼၥ๓ㄪᰝ⚊（୍㒊ᢤ⢋）

࣭๓ᅇ（ᖹᡂ 29年度㹼令和ඖ年度）実施したᙜヱ都道府県フォローアップ

とのẚ㍑や個別訪問๓調査⚊の⤖ᯝからศかる取組状況、要ᅉศᯒした⤖

ᯝ（課題及びࡑの対応策）を᳨ウした上で、都道府県消防防⅏⟶部ᒁと

消防庁が共ྠで消防本部を訪問する。

なお、都道府県⾨⏕⟶部ᒁの⫋ဨにもྠ行を౫㢗し、་⒪との㐃ᦠが必要な課

題の共有を図る（図⾲㸱㸫31）。

○○県 消防本部名 消防本部名 消防本部名

令和４年度調査結果又は令和４年
救急救助の現況に用いた数値

○○消防局 △△消防本部 □□消防本部

123,214,261人
（令和２年国勢調査）

1,000,000人 500,000人 250,000人 200,000人

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 × 〇 〇

〇 〇 〇 ×

スマートフォン導入状況563本部
(77 .9％)

タブレット導入状況357本部（49.4％）
導入済み 導入済み 導入済み 導入済み

○ ○ ○ ×

― ― ― 〇

14団体（29.8％） 未策定 ⟇ᐃ῭み ᮍ⟇ᐃ ᮍ⟇ᐃ

8.4% 11.0% 10.0% 12.0% 14.0%

5,328 50 20 15 10
5,301 47 19 14 10

99.5% 94.0% 95.0% 93.3% 100.0%

4,964 48 19 14 10

93.2% 96.0% 95.0% 93.3% 100.0%

31,762 300 140 70 60

15,977 160 70 40 35
50.3% 53.3% 50.0% 57.1% 58.3%

7,575 80 60 10 7

23.8% 26.7% 42.9% 14.3% 11.7%

28,827 270 130 65 50

90.8% 90.0% 92.9% 92.9% 83.3%

27,554 250 120 60 50

86.8% 83.3% 85.7% 85.7% 83.3%

27,535 260 125 55 55

86.7% 86.7% 89.3% 78.6% 91.7%

20 12 4 3

25 13 5 3

25 13 5 3

救　急　隊　数

救急救命士
資格認定状況

※２

救　命　士　総　数

※
資格者の割合は、
救急隊員のうち
の救命士数を分母
とし計算している。

気 管 挿 管

ビ デ オ 喉 頭 鏡

ア ド レ ナ リ ン 投 与

ブ ド ウ 糖 投 与

Ｃ Ｐ Ａ 前 静 脈 確 保

指導救命士
認定状況
※２

Ｍ Ｃ 別 認 定 数

研 修 修 了 者

認 定 者

都道府県連携協議会を通じ、移送体制・救急搬送体制の役割分担
について協議をしているか。

新型コロナウイルス感染症の５類以降後に関して、救急業務にお
いて何らかの課題があるか。

新型コロナウイルス感染症の５類移行後に関して、通常時やひっ迫時
等に受入れる医療機関（協力医療機関）であったり、都道府県の入院
調整本部やMC等で搬送支援が策定され共有されているか。

感染症
1

（一部☆）

全 国

令和４年度調査結果及び
令和４年救急救助の現況数値

ICTの
導入状況

スマートフォン・タブレット導入状況

ＩＣＴ未導入の場合、導入予定はあるか

《時点》
※１ 令和３年中
※２ 令和４年４月１日
最新の情報があれば更新可能（令和４年４月１日以外の場合、時点を記入）

人口（消防本部は管轄人口を入力して下さい。）

3
転院搬送
関連

転院搬送ガイドライン策定

転院搬送割合※１

2 ＩＣＴを活用した救急業務を行っているか

救 命 士 運 用 隊

4

47都道府県
2,955人

常 時 運 用 隊

5

救急救命士
運用状況
※２

協議をしている場合、協定を締結しているか。
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ճ 救急ᴗົに㛵ࡍるྲྀ組に࡚࠸ࡘ

 WEB㆟システムࢆ⏝ࡓࡋᛂ急ᡭᙜㅮ⩦（ᐇᢏ）のᐇ（⚟ᒸ県᐀

ീᆅ༊ᾘ㜵ᮏ㒊）

⚟ᒸ県᐀ീ地༊消防本部では、᪂ᆺコロナ࢘ルࢫឤᰁᣑにより応急ᡭ

ᙜㅮ⩦の㛤ദがไ㝈ࢀࡉ、応急ᡭᙜのᬑ及ၨⓎάືが༑ศに実施できない状

況となった。

の解決策として、WEBࡑ ㆟࣒ࢸࢫࢩによるㅮ⩦を実施し、ㅮ⩦の㛤ദ᪉

ᘧ及び有ຠᛶについて᳨ドした（図⾲㸱㸫33）。

また、WEB ㆟࣒ࢸࢫࢩによるㅮ⩦をཷけたཷㅮ⪅に対して、ㅮ⩦の有ຠ

ᛶについてアンࢣートを行うとともに、消防⫋ဨの負担軽減についても᳨ド

を行った（図⾲㸱㸫34）。

  

  【ᐇせ㡿】

     ࣭ㅮ⩦ෆᐜは、ᚰ⫵⸽⏕ἲをとしてᣦᑟし、ㅮ⩦間は 1間⛬度。

また、ཷㅮ⪅が要ᮃする応急ᡭᙜがあࡏࢃྜ、ࡤࢀてᣦᑟを行う。

࣭ㅮ⩦ሙは、ཷㅮ⪅のᕼᮃするሙᡤとし、」ᩘሙでのྠ㛤ദもྍ⬟

とする（᭱ 100ᅇ⥺⏝ྍ⬟）。

【ㅮ⩦ᐇ⦼】

࣭ㅮ⩦ 12ᅇ（ཷㅮ⪅ 192ྡ）ͤ令和４年㸱᭶㹼令和㸳年㸯᭶の実⦼

ᑠᏛᰯ⫋ဨ、中Ꮫᰯ⫋ဨ、ಖ⫱ᅬ⫋ဨ、有ᩱ⪁ே࣍ー࣒⫋ဨ

【ㅮ⩦᪉ἲ】

࣭ㅮᖌは㸯ྡ。

࣭ཷㅮ⪅は 500㹫㹪の✵࣌ット࣎トルを‽ഛし、ࢀࡑを⏝して⬚㦵ᅽ㏕

の実ᢏを行った。

࣭ㅮ⩦ಟᚋにアンࢣート調査を実施し、ཷㅮ⪅の‶㊊度調査を行った。

࣭ಟドのⓎ行はなし（救ධ㛛コーࢫとྠ等の取ᢅで、ᬑ通救ㅮ⩦へ

の㊊がかりとして㛤ദ）。

図表３－33 WEB㆟システム࡛のᣦᑟのᵝᏊ
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【ᴗ効果】

࣭ᣦᑟ⪅ഃとཷㅮ⪅ഃがศかࢀてㅮ⩦を実施するたࡵ、ከேᩘが㞟まる必

要ᛶがなく᪉においてឤᰁᣑࡏࡉるリࢡࢫがᑡなくなる。

࣭消防⫋ဨがཷㅮሙに行かないたࡵ、㥔㌴ሙ及びきなሙの☜ಖの必

要ᛶがなく、また、ཷㅮ⪅ഃは」ᩘሙᡤから࢜ンࣛンཧ加がྍ⬟であ

りཷㅮがᐜ᫆になった（␗なるᏛᰯ⫋ဨがྠにཷㅮྍ⬟）。

࣭ฟ向に要する間及びሙ‽ഛに要する間がᑡないたࡵ、ㅮ⩦⮬యの

間がᢚえらࢀ、ຠ⋡的にㅮ⩦が実施できた。

トルでの⬚㦵ᅽ㏕は、‽ഛがᐜ᫆であり、また、ᚑ᮶のカ⦎ே࣎ット࣭࣌

ᙧにẚ、Ᏻ౯࣭軽㔞࣭コンࢡࣃトでありながら、ேయに㢮ఝしたᅽ㏕

のయឤがᚓらࢀ、༑ศά⏝ྍ⬟であった。

【ㄢ㢟】

࣭⏬㠃を通して行うㅮ⩦では、対㠃でのㅮ⩦にẚると、⬚㦵ᅽ㏕のホ౯

やᣦᑟが㞴しくなる。

࣭PCのࢡ࣐を⏝すると、ཷㅮ⪅から㡢ኌがᑠࡉいとᣦࢀࡉるሙྜが

あるたࡵ、㡢ኌをఏえる及び㡢ኌを⪺く୧᪉を᫂░化するたࡵ㦵ఏᑟ

。ンのᑟධを᳨ウ࣍ࣖ

【⤖果】

W࣭EB㆟࣒ࢸࢫࢩでのᣦᑟは、⬚㦵ᅽ㏕のホ౯が㞴しいᡤはあるが、アン

ཷ、91㸣が‶㊊で、今ᚋもཧ加したいࠖと⤖ᯝがฟておりࠕートからࢣ

ㅮ⪅の‶㊊度が高いことから、ࢱࢫࣂンࢲーCPR へのື機けは有ຠ

であったと考える。

࣭ཷㅮ᪉ἲのከ様化につながった。

࣭ᣦᑟဨ 1 ྡで対応ྍ⬟であり、ฟ向やカ⦎ேᙧ等の‽ഛが要のたࡵ、

ㅮ⩦にかかる‽ഛ間が▷⦰ࢀࡉ、⫋ဨの労務負担の軽減につながる。

図表３－34 ཷㅮ⪅にᑐࡍるࢺ࣮ࢣࣥ⤖果

【⥲合ホ౯】

W࣭EB㆟࣒ࢸࢫࢩによるㅮ⩦は、㛤ദ᪉ᘧに有ຠᛶがあり、⫋ဨの労務負

担の軽減にもつながったことから、今ᚋも有ຠにά⏝できるㅮ⩦である

と考えらࢀる。

27%

64%

9%
‶㊊度

㠀ᖖに‶㊊

‶㊊

ᬑ通

‶㊊しなかった

全く‶㊊しなかったた 91%

9%
今ᚋの࢜ンࣛンㅮ⩦について

今ᚋも㠀ཧ加したい

間があࡤࢀཧ加してもよい

どࡕらでもよい

ཧ加しない

ճ 救急ᴗົに㛵ࡍるྲྀ組に࡚࠸ࡘ

 WEB㆟システムࢆ⏝ࡓࡋᛂ急ᡭᙜㅮ⩦（ᐇᢏ）のᐇ（⚟ᒸ県᐀

ീᆅ༊ᾘ㜵ᮏ㒊）

⚟ᒸ県᐀ീ地༊消防本部では、᪂ᆺコロナ࢘ルࢫឤᰁᣑにより応急ᡭ

ᙜㅮ⩦の㛤ദがไ㝈ࢀࡉ、応急ᡭᙜのᬑ及ၨⓎάືが༑ศに実施できない状

況となった。

の解決策として、WEBࡑ ㆟࣒ࢸࢫࢩによるㅮ⩦を実施し、ㅮ⩦の㛤ദ᪉

ᘧ及び有ຠᛶについて᳨ドした（図⾲㸱㸫33）。

また、WEB ㆟࣒ࢸࢫࢩによるㅮ⩦をཷけたཷㅮ⪅に対して、ㅮ⩦の有ຠ

ᛶについてアンࢣートを行うとともに、消防⫋ဨの負担軽減についても᳨ド

を行った（図⾲㸱㸫34）。

  

  【ᐇせ㡿】

     ࣭ㅮ⩦ෆᐜは、ᚰ⫵⸽⏕ἲをとしてᣦᑟし、ㅮ⩦間は 1間⛬度。

また、ཷㅮ⪅が要ᮃする応急ᡭᙜがあࡏࢃྜ、ࡤࢀてᣦᑟを行う。

࣭ㅮ⩦ሙは、ཷㅮ⪅のᕼᮃするሙᡤとし、」ᩘሙでのྠ㛤ദもྍ⬟

とする（᭱ 100ᅇ⥺⏝ྍ⬟）。

【ㅮ⩦ᐇ⦼】

࣭ㅮ⩦ 12ᅇ（ཷㅮ⪅ 192ྡ）ͤ令和４年㸱᭶㹼令和㸳年㸯᭶の実⦼

ᑠᏛᰯ⫋ဨ、中Ꮫᰯ⫋ဨ、ಖ⫱ᅬ⫋ဨ、有ᩱ⪁ே࣍ー࣒⫋ဨ

【ㅮ⩦᪉ἲ】

࣭ㅮᖌは㸯ྡ。

࣭ཷㅮ⪅は 500㹫㹪の✵࣌ット࣎トルを‽ഛし、ࢀࡑを⏝して⬚㦵ᅽ㏕

の実ᢏを行った。

࣭ㅮ⩦ಟᚋにアンࢣート調査を実施し、ཷㅮ⪅の‶㊊度調査を行った。

࣭ಟドのⓎ行はなし（救ධ㛛コーࢫとྠ等の取ᢅで、ᬑ通救ㅮ⩦へ

の㊊がかりとして㛤ദ）。

図表３－33 WEB㆟システム࡛のᣦᑟのᵝᏊ
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（࣮ࣃ࣮࣌ルࢱࢪࢹ）

（ᛂ㟂モ࣮ࢱࢽ）

イ ᾘ㜵ᮏ㒊་⒪機㛵のሗඹ᭷の㧗ᗘにྥࡓࡅ県のྲྀ組

（i）ࡕ࠺ࡇ་⒪ࢺࢵࢿ（㧗▱県）

高知県では、救急ᦙ㏦の増加にకって㝔ཷධ↷௳ᩘが増加し、࣒ࢫ

ーࢬなᝈ⪅ᦙ㏦にᨭ㞀をもたらしていること、また、་ᖌ㊊等による㒆

部の２ḟ救急་⒪機関の機⬟పୗにより、高知ᕷへの救急ᦙ㏦が㞟中する

など消防本部⟶㎄እへの㛗間ᦙ㏦の増加等の課題があった。

こࢀらを解決するたࡵ、高知県は県ෆ全ての救急㌴と２ḟ࣭㸱ḟ救急་

⒪機関とがリアル࣒ࢱで┦㐃ᦠできるようࠕこうࡕ་⒪ࢿットࠖをᨵ

ಟし、ᖹᡂ 27年４᭶からୗグ、㐃ᦠ機⬟の㐠⏝を㛤ጞしている（図⾲㸱㸫

35）。

図表３－35 救急ᦙ㏦ࡓࡋ⏝άࢆࢺࢵࢿ་⒪ࡕ࠺ࡇ

【㝔㑅ᐃ】

࣭་⒪機関は、応需ሗ(✵き状況やཷධྍ⬟なデ⒪⛉目等)を定ᮇ的にධ

ຊしており、応需ࣔࢱࢽーでཷධ状況をリアル࣒ࢱで把握ྍ⬟。

࣭こࢀにより、救急㝲から４ᅇ以上ᐜ要ㄳに要したྜが、࣒ࢸࢫࢩᑟ

ධ๓の 3.6%（H26）から 0.8%（H29）へ減ᑡした。

࣭また、ࢱࢪࢹル࣌ーࣃーを⏝して、ࢹーࢱ化したയ⪅ሗを㝔へ

ᥦ౪することで、ᦙ㏦ඛ決定までの間▷⦰にもつながっている。
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（ື⏬࣭㟼Ṇ⏬のඹ᭷）

）

（救急㌴⨨ሗのඹ᭷）

【ᦙ㏦୰】

࣭救急㌴ෆのኳ࣓ࣛ࢝や࣐ࢫートフォンの࣓ࣛ࢝をά⏝することで、യ

⪅の様Ꮚがリアル࣒ࢱで་⒪機関と共有ྍ⬟になり、་⒪機関にお

ける状やᡃの⛬度の把握につながった。

࣭また、救急㌴の⨨ሗも共有ྍ⬟となったことで、་⒪機関がฎ⨨の

‽ഛを行う上で㔜要となる、㝔฿╔間の予 ⢭度が上がった。

【ᦙ㏦ᚋ】

࣭ཷධ་⒪機関において、യ⛬度やศ㢮などをධຊすることで、救

急㝲の㝔在間の▷⦰や業務のຠ⋡化につながっている。

（࣮ࣃ࣮࣌ルࢱࢪࢹ）

（ᛂ㟂モ࣮ࢱࢽ）

イ ᾘ㜵ᮏ㒊་⒪機㛵のሗඹ᭷の㧗ᗘにྥࡓࡅ県のྲྀ組

（i）ࡕ࠺ࡇ་⒪ࢺࢵࢿ（㧗▱県）

高知県では、救急ᦙ㏦の増加にకって㝔ཷධ↷௳ᩘが増加し、࣒ࢫ

ーࢬなᝈ⪅ᦙ㏦にᨭ㞀をもたらしていること、また、་ᖌ㊊等による㒆

部の２ḟ救急་⒪機関の機⬟పୗにより、高知ᕷへの救急ᦙ㏦が㞟中する

など消防本部⟶㎄እへの㛗間ᦙ㏦の増加等の課題があった。

こࢀらを解決するたࡵ、高知県は県ෆ全ての救急㌴と２ḟ࣭㸱ḟ救急་

⒪機関とがリアル࣒ࢱで┦㐃ᦠできるようࠕこうࡕ་⒪ࢿットࠖをᨵ

ಟし、ᖹᡂ 27年４᭶からୗグ、㐃ᦠ機⬟の㐠⏝を㛤ጞしている（図⾲㸱㸫

35）。

図表３－35 救急ᦙ㏦ࡓࡋ⏝άࢆࢺࢵࢿ་⒪ࡕ࠺ࡇ

【㝔㑅ᐃ】

࣭་⒪機関は、応需ሗ(✵き状況やཷධྍ⬟なデ⒪⛉目等)を定ᮇ的にධ

ຊしており、応需ࣔࢱࢽーでཷධ状況をリアル࣒ࢱで把握ྍ⬟。

࣭こࢀにより、救急㝲から４ᅇ以上ᐜ要ㄳに要したྜが、࣒ࢸࢫࢩᑟ

ධ๓の 3.6%（H26）から 0.8%（H29）へ減ᑡした。

࣭また、ࢱࢪࢹル࣌ーࣃーを⏝して、ࢹーࢱ化したയ⪅ሗを㝔へ

ᥦ౪することで、ᦙ㏦ඛ決定までの間▷⦰にもつながっている。
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（ii）クラウド統合型救急支援システム（大分県）

ศ県ではᖹᡂ 25 年からᦙ㏦中のയ⪅の⏬ീ等をཧ加་⒪機関へ㏦

ಙする㐲㝸⏬ീ࣒ࢸࢫࢩをᑟධしていた。また、ᖹᡂ 28年以降にはィ 

ሗをᦙ㏦ඛの㝔にఏ㏦できる 12 ㄏᑟᚰ㟁図ఏ㏦࣒ࢸࢫࢩをᑟධするな

ど、救急㝲と་⒪機関でのሗ共有の高度化࣭ຠ⋡化を図ってきたが、現

状では以ୗのような課題があった。

࣭救急現ሙ等でᝈ⪅対応中の་ᖌの⨨がṇ☜に把握できないたࢻ、ࡵ

。リ等への引きΏしなど、㐃ᦠにᡭ間取る࣊ーࢱࢡ

࣭救急㝲とᦙ㏦ඛのೃ⿵となる་⒪機関との間においては、㟁ヰによる

㸯対㸯の通ಙが一⯡的で、ከᩘの関ಀ⪅間がリアル࣒ࢱにሗ共有

するᡭẁがないたࡵ、ᦙ㏦ඛ㑅定のሙ㠃でᡭ間取る。

この課題を踏まえて、こࢀまでの࣒ࢸࢫࢩに、救急㌴にᦚ㍕ࢀࡉた GPS

で各救急㌴の⨨ሗ等が把握できる高⢭⣽ືែ┘ど࣒ࢸࢫࢩを⤫ྜして

に⛣行するとともに、令和４年度にࢫベーࢻ࢘ࣛࢡ GPS ࣔࣂル IP ↓

⥺機をཧ加་⒪機関に㓄ഛし、᪉に⨨等のሗを共有できるయไをᙉ

化した（図⾲㸱㸫36）。

図表３－36 クラウド統合型救急支援システムの仕組み

【GPS付モバイル IP無線機配備による効果】

G࣭PS機⬟により、救急㝲、現ሙの་ᖌ及びࢱࢡࢻー࣊リ間で、㏿やかなᝈ

⪅の引きΏしがྍ⬟になり、ᦙ㏦のຠ⋡化を図ることができる。

࣭救急現ሙからⓎಙࢀࡉるᝈ⪅のᐜయや、ᦙ㏦ඛのೃ⿵となる་⒪機関の

ཷධ状況等が関ಀ⪅間でリアル࣒ࢱに共有できるようになったたࡵ、

㐺ษなᦙ㏦ඛの㑅定ができる。

࣭་ᖌから救急㝲へ㐺ษなฎ⨨のᣦ♧がྍ⬟になる。

࣭救急㌴のṇ☜な⨨ሗにより㝔ഃがᝈ⪅฿╔๓にཷධయไを☜❧で

きる。

ͤ本㡯では、個別訪問ඛにおいて、県がయとなって取り組ࢇでいる消防本部と་⒪機関と

のሗ共有の高度化に向けた取組をグ㍕し、消防本部の実務担ᙜ⪅を㞟ࡵた㐃⤡等をඖ

に取りまとࡵた、消防本部がయとなって取り組むࠕ救急業務における DXの᥎進ࠖについ

ては、P.77にグ㍕している。
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救急業務の全国的なレベルアップには、事業の実施を通知で促すことにとどま

らず、実際に各地域を訪問し、救急に関する取組の現状把握、課題の共有及び必

要な助言を行うことが必要であると考え、都道府県及び消防本部を個別訪問し、

ヒアリングを実施している。

今年度は、14府県 41消防本部に個別訪問調査を実施し（予定含む）、各地域に

おける、救急需要増加対策や労務負担軽減に向けた取組など、様々な課題に対す

る取組状況等について把握するとともに、各地域の課題への対応策について消防

庁が助言等を行いサポートすることにより、全国的な救急業務のより一層のレベ

ルアップを図ることができた。

救急業務に関するフォローアップは、令和２年度から４年かけて二巡目の個別

訪問を行ってきたが、コロナ禍や高齢化の進展等による救急需要の増加により

様々な課題が顕在化する中で、消防庁が都道府県及び消防本部との間で救急業務

の現状を共有することは、地域における課題や問題を解決していく一つの契機に

なったと考えている。

引き続き、各地域の問題意識を踏まえた上で、課題や問題を共有していく必要

があると考えており、令和６年度以降も、継続して４年間で全ての都道府県を訪

問することとしたい。

（ii）クラウド統合型救急支援システム（大分県）

ศ県ではᖹᡂ 25 年からᦙ㏦中のയ⪅の⏬ീ等をཧ加་⒪機関へ㏦

ಙする㐲㝸⏬ീ࣒ࢸࢫࢩをᑟධしていた。また、ᖹᡂ 28年以降にはィ 

ሗをᦙ㏦ඛの㝔にఏ㏦できる 12 ㄏᑟᚰ㟁図ఏ㏦࣒ࢸࢫࢩをᑟධするな

ど、救急㝲と་⒪機関でのሗ共有の高度化࣭ຠ⋡化を図ってきたが、現

状では以ୗのような課題があった。

࣭救急現ሙ等でᝈ⪅対応中の་ᖌの⨨がṇ☜に把握できないたࢻ、ࡵ

。リ等への引きΏしなど、㐃ᦠにᡭ間取る࣊ーࢱࢡ

࣭救急㝲とᦙ㏦ඛのೃ⿵となる་⒪機関との間においては、㟁ヰによる

㸯対㸯の通ಙが一⯡的で、ከᩘの関ಀ⪅間がリアル࣒ࢱにሗ共有

するᡭẁがないたࡵ、ᦙ㏦ඛ㑅定のሙ㠃でᡭ間取る。

この課題を踏まえて、こࢀまでの࣒ࢸࢫࢩに、救急㌴にᦚ㍕ࢀࡉた GPS

で各救急㌴の⨨ሗ等が把握できる高⢭⣽ືែ┘ど࣒ࢸࢫࢩを⤫ྜして

に⛣行するとともに、令和４年度にࢫベーࢻ࢘ࣛࢡ GPS ࣔࣂル IP ↓

⥺機をཧ加་⒪機関に㓄ഛし、᪉に⨨等のሗを共有できるయไをᙉ

化した（図⾲㸱㸫36）。

図表３－36 クラウド統合型救急支援システムの仕組み

【GPS付モバイル IP無線機配備による効果】

G࣭PS機⬟により、救急㝲、現ሙの་ᖌ及びࢱࢡࢻー࣊リ間で、㏿やかなᝈ

⪅の引きΏしがྍ⬟になり、ᦙ㏦のຠ⋡化を図ることができる。

࣭救急現ሙからⓎಙࢀࡉるᝈ⪅のᐜయや、ᦙ㏦ඛのೃ⿵となる་⒪機関の

ཷධ状況等が関ಀ⪅間でリアル࣒ࢱに共有できるようになったたࡵ、

㐺ษなᦙ㏦ඛの㑅定ができる。

࣭་ᖌから救急㝲へ㐺ษなฎ⨨のᣦ♧がྍ⬟になる。

࣭救急㌴のṇ☜な⨨ሗにより㝔ഃがᝈ⪅฿╔๓にཷධయไを☜❧で

きる。

ͤ本㡯では、個別訪問ඛにおいて、県がయとなって取り組ࢇでいる消防本部と་⒪機関と

のሗ共有の高度化に向けた取組をグ㍕し、消防本部の実務担ᙜ⪅を㞟ࡵた㐃⤡等をඖ

に取りまとࡵた、消防本部がయとなって取り組むࠕ救急業務における DXの᥎進ࠖについ

ては、P.77にグ㍕している。
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➨４❶ ᩆᛴ㝲ࡿࡅ࠾ほᐹ࣭ฎ⨨

令和元年度、日本循環器学会ࡼり、救急業務において心臓病がࢃれる傷病者

に対する㌟体観ᐹ、12 誘導心電図を測定することがᮃましい対象、メディカル

コントロール体制等についてᥦ案され、ࠕ令和元年度救急業務のあり᪉に関する

検討会ࠖにおいて検討を行い、ᅜᾘ㜵本㒊へ通知をⓎฟした（図表４－㸯）。

令和４年度、日本循環器学会及び日本臨床救急医学会ࡼり、救急業務において

᪤に 12 誘導心電図の測定ができる場合の、ࡑの測定の対象ࡸᡭ㡰、留意事項等

について、ᚑ᮶のࡶのࡼり୍ࡶᒙ、具体的に救急現場の実情に㓄៖して整理した

。のとして、ᾘ㜵ᗇに対してᥦ案がなされたࡶ

技術的ෆᐜについて、ᅜᾘ㜵本㒊へ࿘知するにあたり本年度検討会の㆟題の

୍つとして㆟ㄽを行った。

図表４－㸯 ࡚ࠖ࠸ࡘほᐹ࣭ฎ⨨等ࡿࡅ࠾ᩆᛴ㝲ࠕ

令和元年度、日本循環器学会ࡼり、救急業務において心臓病がࢃれる傷病者

に対する㌟体観ᐹ、12 誘導心電図を測定することがᮃましい対象、メディカル

コントロール体制等についてᥦ案され、ࠕ令和元年度救急業務のあり᪉に関する

検討会ࠖにおいて検討を行い、ᅜᾘ㜵本㒊へ通知をⓎฟした。

ձ 検討᪉ἲ

救急業務のあり᪉に関する検討会で２回（➨２回（12 ᭶㸯日）、➨㸱回（２

᭶ 20日））㆟題としてྲྀୖࡆた。
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② 検討結果

ア 12誘導心電図の測定プロトコル

これまで運用を行ってきた救急現場からの課題について、日本循環器学会

及び日本臨床救急医学会の合同委員会において整理され、今回、対象者に該

当する者の具体化、プロトコルの流れが新たに示されている（図表４－２）。

救急隊員が傷病者に対して適時適切な活動を行うための医学的観点を踏ま

えた技術的変更であり、地域の実情に応じてプロトコル改定等を検討された

い。

なお、令和元年度通知のとおり、救急業務への導入は、救急隊が 12誘導心

電図の測定に要する時間と救急現場から搬送先医療機関までの距離・搬送所

要時間、地域における心臓病治療・受入れ体制の整備状況、12誘導心電計及

び伝送装置の導入に係るコスト等とのバランスを勘案して検討すべきである。

イ 基本的な留意事項等

救急活動を行う際の基本的な留意事項（応急処置の原則、メディカルコン

トロール体制等）については、これまでの検討会報告書等における記載のと

おり引き続き留意願いたい。

図表４－２ 12誘導心電図の測定プロトコール
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